
社
会
保
障
研
究	

Vol.9　

N
o.1

, 2
0

2
4

 

（
通
巻
第
三
十
二
号
）	

国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所

JOURNAL OF SOCIAL SECURITY RESEARCH
（SHAKAI HOSHO KENKYU）

Edited by
National Institute of Population and Social Security Research

（KOKURITSU SHAKAI HOSHO･JINKO MONDAI KENKYUSHO）

Vol.9 No.1　　　2024 社
会
保
障
研
究

ISSN　0387-3064

第 9巻
第 1号
2024 年

Foreword
Data science trends in healthcare field 

 …………………………………………………………………TAKURA Tomoyuki 002

Special Issue:  Big Data and The Future of Healthcare
Sustainability of Health Care and Big Data ………………………… SUGIHARA Shigeru 004

Can Big Data facilitate behavioral change toward health promotion? 
 …………………… NAKAYAMA Takeo , FUKUMA Shingo and SAITO Yoshiyuki 020

The Application of Data Science to Healthcare  ……………………… OHNISHI Takaaki 033

Current situation and issues on “Data Health Plan” of public  
medical insurers ………………………SHIBATA Junichirou and IHARA Yousuke 045

Secondary Use of Large-Scale Claim Databases in Japan 
  …………………………………………… SUZUKI Risa and KONISHI Takaaki 054

Big Data and Value-Based Healthcare …………………………………………GAI Ruoyan 066

Family-Level Impact of Genomic Information and Genetic Testing: A Literature  
Review on Economic Evaluation  …………………………………… GOTO Keiko 078

Exploring the Possibilities and Challenges of Utilizing Big Data in the Development  
of Diagnostic and Therapeutic Methods for Rare Diseases …… KAWAMOTO Yuko 090

The Future of Health Care Supported by Big Data: Health Value   
of Adherence Coexisting with Artificial Intelligence …………TAKURA Tomoyuki 100

Social Security and Law
Commencement and Continuation of Temporary Custody  

of a Child and Judicial Review ……………………………………NAGANO Hitomi 115

Illegality of Commencement and Continuation of Temporary  
Custody of a Child ………………………………………………NAGANO Hitomi 118

Report and Statistics
Social Security in Taiwan (5) 

Taiwan Public Assistance ……………………………………… KOJIMA Katsuhisa 128

Information of the Social Organization in China ………………………………… LIN Sun 132

Book Review
Kaori, Suetomi, ed.  

“The Rights of Children and Young People and Child Welfare Act”  
(2023, Akashishoten) ……………………………………………… SASAKI Orie 136

Women's life courses in Japan ……………………………………………… KIKUCHI Jun 140

ヘルスケア分野におけるデータサイエンス
の潮流
	������������������� 田倉　智之

特集：	ビッグデータと保健医療の未来
保健医療の持続可能性とビッグデータ
	 ��������������������杉原　　茂

ビッグデータは健康増進に向けた行動変容を促進できるのか
	 ��������中山　健夫・福間　真悟・齋藤　良行

データサイエンスの保健医療への応用
	 ��������������������大西　立顕

保険者のデータヘルス計画の現状と課題
	 ��������������柴田潤一郎・井原　陽介

大規模レセプト情報の二次利用を取り巻く環境
	 ��������������鈴木　里彩・小西　孝明

ビッグデータと価値に見合った医療
	 ��������������������� 蓋　　若琰

ゲノム情報の家族レベルの影響と遺伝学的検査：経済評
価に関する文献的レビュー
	 ��������������������後藤　景子

希少疾患の診断や治療の発展に向けたビッグデータ活用
の可能性と課題
	 ��������������������川本　祐子

ビッグデータが支える保健医療の未来：人工知能と共存
する健康行動がもたらす価値
	 ��������������������田倉　智之

表紙（目次）Vol.9-No.1_2k.indd   全ページ表紙（目次）Vol.9-No.1_2k.indd   全ページ 2024/06/20   9:06:492024/06/20   9:06:49



00000_社会保障研究_【目次】_PK.smd  Page 1 24/06/21 09:16  v4.00

社会保障研究 第9巻第1号（2024年）
目次

巻頭言
ヘルスケア分野におけるデータサイエンスの潮流 田倉 智之 2

特集：ビッグデータと保健医療の未来
保健医療の持続可能性とビッグデータ 杉原 茂 4

ビッグデータは健康増進に向けた行動変容を促進できるのか
中山 健夫，福間 真悟，齋藤 良行 20

データサイエンスの保健医療への応用 大西 立顕 33

保険者のデータヘルス計画の現状と課題 柴田 潤一郎，井原 陽介 45

大規模レセプト情報の二次利用を取り巻く環境 鈴木 里彩，小西 孝明 54

ビッグデータと価値に見合った医療 蓋 若琰 66

ゲノム情報の家族レベルの影響と遺伝学的検査：経済評価に関する文献的レビュー 後藤 景子 78

希少疾患の診断や治療の発展に向けたビッグデータ活用の可能性と課題 川本 祐子 90

ビッグデータが支える保健医療の未来：人工知能と共存する健康行動がもたらす価値
田倉 智之 100

社会保障と法
（社会保障と法政策）
一時保護の開始・継続と司法審査 永野 仁美 115

（社会保障判例研究）
児童の一時保護の開始・継続等の違法性 永野 仁美 118

情報
台湾の社会保障（第5回） 台湾の公的扶助について 小島 克久 128

中国の社会組織について 孫 琳 132

書評
末冨芳 編著『子ども若者の権利とこども基本法』（明石書店，2023年） 佐々木 織恵 136

新刊紹介
Ṥ口美雄・田中慶子・中山真緒 編
『日本女性のライフコース―平成・令和期の「変化」と「不変」―』（慶應義塾大学出版会，2023年）

菊池 潤 140



0000_社会保障研究_【巻頭言】_PK.smd  Page 1 24/06/21 09:16  v4.00

巻頭言

ヘルスケア分野におけるデータサイエンスの潮流

超高齢社会では，一般に保健医療と社会保障の持続可能性が問われる。質の良い医療サービスの

安定的な供給，個人に見合った予防対策の最適化，健康増進に向けた行動変容の促進，さらに保健

医療支出に対する成果の最大化などを実現するための重要な糸口の一つが，ビッグデータや人工知

能（AI）をはじめとするデータヘルス改革を推進することである。厚生労働省は，保健医療データ

プラットフォームを構築し，個人の検診データや医療・介護情報をはじめとする健康・医療・介護

のビッグデータの連結・活用を推進するのと同時に，具体的なサービスの提供の検討も進めている。

一方で，生活全般に拡がるビッグデータやAIの活用は，新型コロナパンデミックなどによる社会変

遷で加速しており，もし潜在的な課題を包含している場合は，日常生活のみならず保健医療に深刻

な影響を及ぼすことも懸念される。このような背景に基づき，国民の健康増進に向けたビッグデー

タ活用における政策面，技術面，さらには費用対効果および臨床・社会への実装に関わる課題を多

角的に論じるために，本特集が企画された。

本特集では，データサイエンスを広く医療システムの発展の議論などにつなげていくことを念頭

に，「背景・期待」「技術」「ケース」「環境」の4分野の視点から，当該テーマを包括的に論じている。

それぞれの分野については，当該領域の豊富な知見をお持ちの新進気鋭の研究者や論客の方々にご

執筆を頂いており，やや難しいテーマながらも多面的な観点から情報提供のみならず，論述や考察

が行われている。そのため，本特集をお読み頂くことにより，ビッグデータと保健医療の未来など

について，おぼろげながらでも理解や俯瞰が進むものと期待される。杉原氏には，データサイエン

ス応用の背景として保健医療制度の動向を解説頂いた。中山氏等には，医療ビッグデータの社会実

装に向けた研究事例について紹介頂いた。大西氏には，データサイエンスの技術潮流の基礎とその

応用を説明頂いた。柴田氏等には，保険者の立場からデータヘルス計画の現状と課題について整理

頂いた。鈴木氏等には，大規模レセプト情報等の二次利用を取り巻く政策を解説頂いた。蓋氏に

は，意思決定や価値測定の観点からビッグデータへの期待を解説頂いた。後藤氏には，データベー

ス研究を中心に遺伝子診療の医療経済性を纏めて頂いた。川本氏には，希少疾患診療の開発と臨床
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応用に対するビッグデータの可能性を紹介頂いた。そして最後に拙者が，保健医療分野における

データサイエンスの未来について取り纏めを行った。

医療・介護分野を取巻く社会経済の環境が厳しさを増すなか，医療ビッグデータやAI・機械学習，

その他のデジタル技術の有効活用は，医療イノベーションの促進のみならず医療サービスの生産性

の向上など，医療システムの持続性（安定供給など）に対する貢献が期待され，国民福祉に対する

裨益は大きいものがあると推察される。さらに，医療産業の発展，内需の拡大などの産業政策，さ

らには医療システムを支える経済メカニズムにとっても重要な位置づけにあるとも考えられる。

ビッグデータ活用による利益も期待される一方で，個人情報の保護や情報流通のあり方，さらに

データソースの品質の検証方法，結果の信頼性の担保や利用に伴う責任の所在など，古くて新しい

課題も想像される。その他の環境整備も含めてこれらへの応対は，研究者や企業などが個別に対応

できるものではなく，国民目線（利用者など）による議論も望まれる。このような潮流のなか，本

特集が，当該分野の発展の一助になれば幸いである。

田 倉 智 之
（たくら・ともゆき 日本大学医学部社会医学系医療管理学分野／

束京大学大学院医学系研究科医療経済政策学講座）
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特集：ビッグデータと保健医療の未来

保健医療の持続可能性とビッグデータ

杉原 茂＊

要 約

本論文では，まず保健医療を取り巻く社会経済情勢を概観して保健医療の持続可能性を確保するため
の課題を整理した後，ビッグデータが保健医療の持続可能性に貢献できる可能性を3つの側面から検討
した。一つは政策効果の厳格な計測が可能になることであり，二つ目には医療サービスの効率化のため
の政策・制度の立案と実施における貢献で，医療介入の評価と社会的に適切な医療サービスの規模及び
医療価格の設定，そして，価格の歪みの除去による効率化と所得保障機能のバランスを検討した。三番
目に，少子化対策や金融政策などほかの政策目標との関係においてビッグデータが貢献できる事項を採
り上げた。本論文で示した多様な例を通じてビッグデータが保健医療の提供・消費を効率化しまた的確
な制度設計・実施を実現する可能性が示された。

キーワード：ビッグデータ，統計手法，費用対効果，政府規制，健康保険

社会保障研究 2024, vol. 9, no. 1, pp. 4-19.

Ⅰ 医療を取り巻く経済・社会情勢

本稿では第2節以降で保健医療の持続可能性に
対するビッグデータ貢献の可能性を検討するが，
第1節ではその前提として，医療費及び医療を取
り巻く経済・社会情勢について概観し検討の方向
性を整理する。
国民医療費は増加を続け2021年には45.0兆円と
なった。国民医療費の対GDP比も上昇している
が，10年代の上昇は比較的緩やかであった。しか
し，OECDの国際比較統計において，日本の総医
療費の対GDP比はOECD平均を上回っている
（2020年に日本 11.1％に対して OECD平均は

9.7％）。順位は上位3分の1であり，水準としても
1位のアメリカが18.8％と他を圧しているのを除
けば，2位カナダの12.9％とそれほど変わらない。
従来は，日本は優れた医療成果を低い医療費で実
現していると評価されてきたが，統計の作成方法
が変更されたこともあって，必ずしも医療費が抑
制されているとは言えなくなった。すなわち，日
本の医療システムが大きな非効率を抱えている可
能性も排除できなくなったのである。
医療費を巡る議論で特に問題視されているの
が，高齢者医療費の増加である。後期高齢者医療
費は2021年に17.0兆円，国民医療費に占める割合
も37.8％となった。これを含めて増大する医療費
をどう賄うかが大きな問題となっている。国民医

＊日本大学経済学部

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 14
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療費の財源別の負担割合（2020年）を見ると，自
己負担が11.5％，保険料が49.5％，公費が38.4％，
保険料による負担の内訳は，被保険者が28.2％，
事業主が21.3％である。さらに健康保険の保険料
と給付のあり方をきめ細かく見てみよう。保険料
の決め方は，被用者保険では標準報酬月額等に保
険料率（保険者ごとに異なる）を掛ける。特徴と
しては，料率の累進構造を持たずかつ算定の基礎
となる標準報酬月額等には上限があること，及
び，資産額や収益，売却益は考慮されないことが
挙げられる。国民健康保険では保険料の決定方式
自体が組合ごとに異なるが，特徴としては，利
子・配当・不動産所得や資産の売却益が含まれて
いるものの，料率は累進的ではないことがある。
給付については周知のように自己負担率で高齢者
が優遇されている。
以上のような問題状況に対して，本稿ではビッ
グデータが活用できる問題について議論したい。
大きく整理すると，医療経済の動向において3つ
の課題を指摘できる。一つは医療費の増大，二つ
目は若年層の負担の増大，三つ目はほかの政策目
標との競合・調整である。医療費の増大自体は便
益がコストを上回っていればむしろ望ましい。し
かし，医療以外の一般消費財・サービスとの相対
関係が重要である。医療サービスの増大により一
般消費財の消費があまりに圧迫されるのは過剰で
ある。医療費が一般消費財消費との対比で適正か
過大かは，第3節で述べるように，医療と一般消費
財との間の相対的な消費の限界効用及び生産の限
界費用の関係により決まり，それを実現する医療
サービスの価格（診療報酬）が存在する。すなわ
ち，当たり前の結論であるが，便益が小さい医療
をコストをかけて提供することは過大である。し
たがって，保健医療自体の効率性を高めることが
基本的な対応となる。
そのために，治療（医療介入）の有効性・効率
性を厳格に検証して医療現場に反映すること，及
び，医療の効率性を高める政策の厳格な評価をす
ることが重要である。前者の試みの一つとして田

倉（2023）で検討されているビッグデータを使っ
た医療介入の効果の計測と個別化があり，第3節
で検討する。後者の例として第2節で包括支払い
方式の効果をビッグデータで検証した岡崎他
（2023）を紹介する。適切な医療の規模を検討す
るには，第3節で述べるように医療介入の効果や
便益を厳密に計測する必要があり，多数の医療介
入について効果を検証していくにはビッグデータ
はほかに代え難い威力を発揮する。なお，最適な
医療規模の実現には医療価格（診療報酬）の設定
が重要であるが，本稿では価値に基づく価格設定
（Value-Based Pricing）の考え方を紹介する。さら
に，効率的な医療消費の実現には健康保険による
モラル・ハザードの問題を避けて通れない。ここ
で特に重要なのは自己負担における高齢者の優遇
を止めることであるが，一方で保険には所得保障
機能があり，両者をバランスさせることが重要で
ある。これについては第3節で議論するが，こう
した制度設計にもビッグデータが大きな役割を果
たし得る。
社会経済情勢の変化の中で適切な医療の確保と
いう点で大きな問題になるのは，実は，ほかの政
策との関係・調整である。少子化対策などほかの
政策目標に必要な財源との競合の問題は単に医療
資源が削減されるということではない。社会的に
必要な新規の政策であれば医療資源からの財源移
転むしろ望ましい。しかし，現実の政治過程とし
ては，実施する政策は不明確な中でいきなり巨額
の対策予算が打ち出され，財源は取れるところか
ら取り1)，最後に予算額を埋めるように政策が見
繕われる。その新規政策は本当に効果がありコス
トに見合うものか，政策の内容・制度の設計は合
理的なものかなどの検討は乏しい。無駄な政策で
医療資源が削減されることは社会全体からみても
望ましくない。経済主体の行動や経済構造をきち
んと分析することが必須である。第4節では個別
具体的な政策というよりは財源移譲のパターンと
そこにおける問題点を析出し，その解決にビッグ
データが有効に活用できることを指摘する。

1) 例えば，増税で反発があれば社会保険料引上げ，それがだめなら自己負担増と抵抗が少ないことが財源選択の
基準となる。

保健医療の持続可能性とビッグデータ 5
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最後に，社会全体の負担のあり方について第3
節と第4節にまたがる総括的な議論をしておきた
い。高齢化により若年者の負担が増大している
が，高齢者の負担を増やすだけでは若年者の負担
問題の根本的な解決にならない。若年者もいずれ
は高齢者になるので，現在の負担減が将来の負担
増になる。すなわち，生涯を通じた予算制約は変
化しない。所得移転に意味があるのは属性が交代
しないグループの間での移転であり，最も効果的
なのは高所得者と低所得者（あるいは資産保有者
と非保有者）との間の移転を強化することであろ
う2)。
以上のことを医療保険の枠組みで考えてみよ
う。Skinner, et al.（2019）は医療保険の機能を次
の3つに整理した。（a）医療支出による資産・所得
の減少を保険金によって補填する所得保障機能：
健康な人から病気の人への所得移転。（b）保険料
率などを通じた高所得者から低所得者への移転。
（c）若年期に多く保険料を負担し高齢期に受益が
多くなることによる異時点間の消費の平準化機
能。現在の健康保険では，（b）の高所得者から低
所得者への移転機能は極めて弱い。（a）の健常者
から有病者への所得移転と（c）の異時点間の消費
の平準化は，高齢者の疾病確率が圧倒的に高いこ
とから現実には同じ現象として現れ，若年者の負
担で高齢者が受益しているという世代間の不公平
の問題として議論されている。しかし，年齢層間
の調整（若年期に負担減，高齢期に負担増）だけ
では生涯を通じたリスクの平準化を阻害してしま
う3)。そこで（b）の高所得者から低所得者への移
転という側面を強化することが有効である。負担
の配分に当たっては，収入よりは資産額そのもの

に着目して累進性を持たせたらどうか4)。資産額
を基準にしたのでは流動性の問題があるのであれ
ば，その代替として相続税に上乗せすることが考
えられる。医療や年金といった社会保険によって
出費が節約されて資産が維持されるのであるか
ら，資産額に応じて保険料を上乗せすることは正
当である。さらに言えば，多額の資産保有者は資
産が減少しても効用は大きく低下しないためリス
ク回避度が低い〔Sloan and Hsieh（2017）〕。その
ため，保険料率や自己負担を引き上げる際に資産
保有者に大きな負担を求めることは，社会全体に
おいてのリスク配分という点で効率的である
〔Gollier（2004）〕。ビッグデータはこうしたこと
を分析して制度設計をするための強力なツールで
ある。
保険料の累進性や資産に基づく負担について
は，検討すべき問題も多い。まず，保険料が累進
的でないのは，年金数理的にフェアな保険という
形をできるだけ崩さないためであろう。しかし高
齢化により上記（a）と（c）の年齢層の間での移転
に大きな軋みが生じている状況では，（b）でフェ
アな保険からのかい離という「歪み」を導入する
ことはむしろ社会的な効率性の観点から望ましい
（セカンド・ベスト）。次に，資産額に応じて保険
料率を高くする場合，企業と折半することに無理
が生じる。企業（及びほかの従業員）からすると，
相続や資産価格上昇など賃金以外の要因で資産が
増加した人の保険料を企業が負担する理由は希薄
である。より一般的に考えても，同一企業の従業
員の共同体という観念が弱くなってきており，年
金を含めて企業を軸とした社会保障制度は見直す
時期に来ているのかもしれない5)。企業が保険料

2)「世代間の支え合い」という刷り込みがあるので，どうしても若年層と高齢層の負担の配分に議論が向かってし
まう。しかし，このレトリックは政府にとっては都合が良い（保険制度の破たんの事業主体としての責任を曖昧
にできる）が目くらましである。今後年金受給を開始する人は「支えられない」（保険料以上の受給はない）のだ
から「合い」はおかしいし，世代間の調整で問題は解決しない。
3) もっとも，若年者の数が減り続ければ，自分が若年のときの高齢者よりも自分が高齢のときの若年者が少なく
なるので，若年期に受け取る移転額よりも高齢期に渡す移転額の方が小さくなる。これは，人口が増加している
ときの年金の人口ボーナスと同じロジックである（逆人口ボーナス？）。ただ，高齢期になって実際に負担が増え
たときに「話が違う」という混乱も生じよう。
4) 例えば1億円資産を持っていても収益率3％とすると資産所得は300万円となり，年金と合わせても高い税率にな
らない。
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を分担しなくなればその分が給与に上乗せされる
であろうし（その程度は労働需要の賃金弾力性に
依存する），適正な増額を公的に監視しても良
い6)。

Ⅱ 医療介入や政策の効果の分析におけるビッ
グデータの活用

本稿におけるビッグデータ活用の検討は，第2
節で政策効果の計測への貢献，第3節で政策・制度
の立案・実施への貢献，第4節でほかの政策との調
整における貢献を扱う。
政策の効果を分析する際に，政策以外の多様な
要因が結果に影響を与えるが，それらの要因が政
策と相関を持つ場合には計測結果にバイアスが生
じる。その他の要因と政策の相関を最も完全に排
除できるのは無作為化比較試験（RCT）である
が，RCTの実施が難しいとき，その他要因がデー
タで把握できる場合には多重回帰やマッチング
法，観測不可能な場合には操作変数法，差分の差
分法，回帰不連続分析などによってバイアスを除
去しようとすることになる。ここに来てビッグ
データにより情報量が飛躍的に増大したため，多
重回帰やマッチング法によって政策の効果が正確
に把握できる可能性が高まっている。ビッグデー
タという場合，2つの側面がある。一つは，文字ど
おり，データベースに含まれるサンプルの数が多
いこと。もう一つは，「ビッグ」自体の特性ではな
いが，実際のビッグデータは，通常，人びとの属
性について多くの情報を含んでいること。この2
つの特性により，ビッグデータはマッチング法に
よる介入効果の計測精度を大きく向上させること
になる。マッチング法により介入の効果が正確に
計測できるためには2つ重要な条件がある〔田中

（2015）〕。1つは条件付き独立の仮定と呼ばれるも
ので，外的条件で条件付ければ，潜在的成果変数
と政策変数が独立になるということを要求する。
これを回帰分析に即して見ると，外的条件で条件
付ければ政策変数と誤差項が独立になるという仮
定になる7)。すなわち，介入がランダムに実施さ
れているRCTと同等の性質を持つ。もう一つは
共有サポートの条件と呼ばれるもので，要は比較
の対象となるものがあるということだ。ビッグ
データは人びとの属性について多くの情報を含ん
でいることから，介入と誤差項が独立になるまで
外的条件をコントロールできる可能性が高まる。
そして文字通りビッグなデータベースであるから
属性が同じ人がたくさんサンプルに含まれ，十分
な数の比較対象を確保できると期待される。
統計的にはマッチング法がRCTに近づくとい
うことであって原理的にそれを凌駕するものでは
ないが，実際的な観点からはRCTでは出来ないこ
とがビッグデータで可能になる。一つは社会経済
に係わる大規模な（large scale）政策効果の検証
で，例えば以下に述べる包括支払い方式が医療の
質に与える影響の検証などは現実の多くの病院や
患者を巻き込むことになるので，RCTの実施自体
が容易でなくまた実験としての精度も落ちてしま
う場合も多いであろう。もう一つは逆に小さな
（small stake）医療介入などではRCTを実施するの
はインパクトとコストが見合わないであろう。さ
らに，第3節で述べるように治療効果に基づいて
診療報酬を設定しようとするときには膨大な数の
医療介入について効果を検証する必要があるが，
多数のRCTを実施することは困難であり，ビッグ
データを使って行うことがおそらく唯一の可能性
であろう。
ここでは，ビッグデータによって政策の効果を

5) その端的な例が年金の第3号被保険者の廃止論で，これには企業の生産に貢献しているのはどこまでの範囲かの
認識が係わっており，本質には同じ企業に属する集団としての意識が弱まっていることがある（なお，第3号被保
険者は，パート等として働く場合事業者負担を嫌う企業に配慮して社会保険に自ら加入できず，また，専業主婦／
主夫としても国民年金にしか加入できず不利であり，むしろ第2号被保険者は厚生年金保険料も企業が折半する
など優遇されているとみることもできる）。
6) 賃上げ促進税制は愚策だと思うが，本文中に述べたのは保険料の折半分を企業からでなく被用者から徴収する
という徴収対象の変更であり，免除分が被用者へ渡っているかを監視することは意味がある。
7) Imbens and Rubin（2015）の説明を参照。

保健医療の持続可能性とビッグデータ 7



0101_社会保障研究_【杉原】_PK.smd  Page 5 24/06/21 09:17  v4.00

分析した例として，東京大学医学部田倉特任教授
が整備しているデータベースを使って診療報酬の
包括支払い方式が医療の質に及ぼす影響を分析し
た岡崎他（2023）を紹介しよう。包括支払い方式
というとコスト削減効果ばかりが注目されるが，
実際には包括支払い方式の導入に伴って医療の質
が改善することが報告されている〔Kahn, et al.
（1990b）〕。これは，包括支払い方式が病態に応じ
た標準的な治療方法を想定して価格設定されてい
るため，それまで専ら勘と経験に頼っていた治療
内容がガイドラインなどに沿った適切な
（appropriate）ものに変化していくことが背景に
ある。なお，DRGやDPCのような包括支払い方式
も実際には出来高払いの側面を持っており，包括
化によりコスト削減，出来高要素により質の確保
が可能となっている可能性もある（Mixed
Payment8)）。
岡崎他（2023）では4つの疾患（新生物，呼吸器，
消化器，循環器）について，DPC導入前後で医療
の質（死亡率）に変化があったかを調べた。しか
し，DPC参加病院は元々医療の質が高いことが多
い。そこでDPCに参加する確率を表わす傾向ス
コアを推定し，同じ程度の傾向スコアを持つ病院
を「同じ」とみなしてマッチングを行った。DPC
に参加するかどうかを決める要因は多様であり得
るため，病院の属性について豊富な情報を持つ
データベースを別途利用し，非常に多くの変数か
らDPC参加に影響を与える変数を選択した。
推定結果を見ると，選択バイアスを調整しても
包括支払い方式は医療の質を向上させる効果が
あった。しかし，マッチング法はあくまでデータ
として観測できる要因をコントロールするだけ
で，いくら豊富な情報を持つデータベースでも観
測できない要因が計測に歪みを生じさせる可能性
は排除できない。そこで，頑健性のチェックとし
て，Wooldridge（2005）の方法を準用して観測さ
れない固有効果をコントロールする推定も試みた
が，結果は驚くほど変わらなかった。すなわち，
マッチングの条件（a）条件付き独立の仮定が充た

されていた。その理由として，病院の傾向スコア
を計測する際に，直接的にはDPC選択に関係がな
さそうな多様な変数も使用したことにより，観測
できない固有効果を間接的に拾い上げた可能性が
ある。例えば，地域連携や健診，日帰り手術の有
無などに関する変数は，新しい潮流への積極的対
応や質の高い医療への取組みといった観測されな
い経営姿勢とも関係を持ち，それによって固有効
果がコントロールできた面がある。

Ⅲ 効率的な医療サービス実現のための制度設
計におけるビッグデータの活用

一般的に，効率性には3つの側面がある〔Stiglitz
and Rosengard（2015）〕。一つは生産の効率性で，
本稿に則すると，人により医療介入の効果が異な
る場合に，各人について複数の介入を異なる割合
で組み合わせることで一定の医療資源を最も効率
的に利用することになる。二つ目は製品ミックス
の効率性であり，医療サービスとその他の一般の
消費財・サービスがあるときに，社会的な厚生水
準を最も高くするような医療サービスの量と価格
を決定する。三つ目が消費の効率性であり，本稿
では，健康保険で医療支出が軽減されると一般消
費財との相対価格が社会的な最適から乖離するこ
とにより生じる歪みの是正を採り上げる。

1 医療介入の個別化と生産の効率性
複数の医療介入があって，各人の特性の相違に
よって介入の効果が異なる場合，各人ごとに異な
る割合で介入を割り付けることが効率的である。
これをやや紋切り型であるが経済学的に表現して
みよう。介入は2つ（aとb），対象者も2人（Xさん
と Yさん）とする。介入の効果は，医療成果
（QOL）を向上させる限界生産性としてとらえら
れる。図1の等量曲線は，同じだけのQOLを得る
ために必要な介入の組み合わせである。Xさんに
は介入bの方が相対的に有効で，Yさんには介入a
の方が相対的に有効だとする。このとき，Ⅹさん

8) Newhouse（2002）のEllis-McGuireモデルの解説を参照。
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の等量曲線の傾きはYさんに比べて緩やかにな
る。同図中の右下がりの直線は等費用線で，費用
が一定となるような介入aとbの組み合わせであ
る。その傾きは2つの医療介入のコスト（価格）の
比率である。左下にあるほど，より少ない費用に
対応する。
医療提供を効率的に行うということは，ある一
定のQOLを生産するために，最も低い費用となる
介入aとbの組み合わせを選ぶこと（費用最小化）
であり，これは，一定の費用で最大のQOLを達成
することと同じことになる（双対性）。一定の
QOLを確保しなければいけないので，等量曲線の
上で組み合わせを選択するという制約がある。等
量曲線の上で最も費用が低くなるのは，等費用線
が等量曲線と接する点であり，その点に対応する
介入aとbの組み合わせが最も効率的な選択とな
る。Xさんには介入bの割合が多い組み合わせ，Y
さんには介入aの割合が多い組み合わせが実施さ
れる。生産の効率性は，介入aと介入bの相対価格
がXさんとYさんで同じであれば達成される（例
えばStiglitz and Rosengard（2015），Figure 3.8を参
照）。
以上は病態に応じた適切な治療パッケージを選

択することであり，治療の個別化と標準化のバラ
ンスが採られている。これにはビッグデータを
使った医療介入の有効性の評価が必須である。診
療報酬の設定はDPCのように病態や主要な介入
を一括りにして行うことになろう。このような治
療パッケージの設定と価格付けは直ぐにコンセン
サスを得ることは容易でないし計測も時間と手間
が必要だが，徐々に適用範囲を広げていくことは
可能であろう。

2 製品ミックスの効率性と価値に基づく価格
設定
生産の効率性では，医療で使用する医療資源の
量は所与である。社会的に最適な医療サービスの
量の決定には，医療サービスと一般の消費財との
間での選択を考える必要がある9)（図2）。社会全
体で生産することができる医療サービスと一般消
費財の組み合わせが生産可能性曲線で，医療サー
ビスをより多く生産するためには一般消費財の生
産を減らさなければいけない。社会全体として医
療サービスと一般消費財の相対的な効用をどのよ
うに評価するかは無差別曲線で示され10)，これは
一定の効用を与える医療サービスの消費量と一般
消費財の消費量の組み合わせである11)。医療サー

9) 本項では専ら言葉で説明を行うが，より理論的に明示的な枠組みによる説明は杉原（2024）を参照されたい。ま
た同論文では，本論文での抽象的な説明を補うように価値に基づく価格設定の具体的な計算方法を仮想的な例に
よって例示した。
10) 社会全体の効用や無差別曲線を構成することは一般的には困難であるが，医療の場合，限界効用の構成要素で
ある医療介入の効果やQOLの金銭評価はすべての人に共通であるべきであるから，「代表的個人」を想定すること
ができる。

保健医療の持続可能性とビッグデータ 9
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ビスの消費量を増やせば健康が改善するので一般
消費財の消費量を減らしても効用は一定に保たれ
る。
社会的に最適な医療サービスの消費と一般消費
財の消費は，生産可能性曲線の上で（消費が可能
であるためには生産が必要）無差別曲線が最も右
上（最も高い効用に対応）であることが必要で，
両者が接する点Eで決まる（Stiglitz and Rosengard
（2015），Figure 3.9を参照）。社会的な最適点Eに
おいては，次の関係が成り立っている。
生産における限界変形率＝相対価格

＝消費における限界代替率 …（1）
ここで「相対価格」と表示したのは2つの財の希
少性の指標であるラグランジュ乗数と呼ばれるも
のの比率で，完全競争均衡においては2財の価格
の比率に相当する〔今井他（1971）〕。後で述べる
価値に基づく価格設定は医療サービスの相対価格
をこの比率に等しく置く「計算価格（シャドウ・
プライス）」（同）である。限界変形率は一般消費
財生産の限界生産性と医療サービス生産の限界生
産性の比率（の負値）に等しく，限界代替率は医
療サービスの限界効用と一般消費財の限界効用の
比率（の負値）に等しく，また，限界生産性の比
率は限界費用の比率の逆数に等しいから，次の式
が成り立つ〔奥野・鈴村（1988）〕。
医療サービス生産の限界費用
一般消費財生産の限界費用

医療サービスの価格
一般消費財の価格
医療サービスの限界効用
一般消費財の限界効用 …（2）

この式は費用対便益分析と密接な関係がある。
個別の医療介入を考えると，それぞれの医療介入

は経済全体の消費財生産に比べて量が圧倒的に小
さいから，一般消費財の生産性・価格・限界効用
を一定と考えることができる（部分均衡分析）。
すると，上記の式は次のようになる12)。
医療サービス生産の限界費用
＝医療サービスの価格
＝医療サービスの限界便益 …（3）

この式の最左辺と最右辺を取り出すと，
医療サービス生産の限界費用

＝医療サービスの限界便益 …（4）
これが医療サービスの量が社会的に最適である
ための条件であり，費用対便益分析はこの条件が
成立するためのプロセスであると考えることがで
きる。すなわち，費用対便益分析では，限界費用
が限界便益より小さければ採用し，大きければ不
採用とするが，これを繰返して行けば最終的に限
界費用と限界便益との均等化が成立する。
上記の社会的な最適条件から医療サービスの価
格を設定することができる。最適条件（3）の右側
の等式を取り出すと，
医療サービスの価格

＝医療サービスの限界便益 …（5）
すなわち，医療サービスの価格を限界便益に等
しく設定することにより，社会的に最適な医療
サービスの提供・消費が達成されることになる。
アメリカにおいては，近年，価値に基づく価格設
定（Value-based Pricing）という考え方が薬剤につ
いて盛んに議論されているが〔Shafrin, et al.
（2023）〕，これは一般の医療介入版と言えよう13)。
限界便益は医療サービスによるQOLの増加×

QOLの金銭評価と分解できる14)から，介入の効果
を計測すればそれに1QOLの金銭価値（例えば

11) 通常の健康生産関数の理論では効用関数は健康に依存する形で定式化されるが，ここでは医療サービスの量M
を議論するために，ひとまず効用関数が一般消費財の量Xと健康Hに依存するとした上で（u［X, ］），健康の生産
関数 ）を代入してu［X, ）］と入れ子型で考える。
12) 詳細は省略するが，限界効用を限界便益で置き換えている〔杉原（2024）〕。
13) 従来はこのような理論価格を計算することは不可能であると考えられてきた。しかし，ビッグデータによって
こうした理論価格が現実的な意味を持つ可能性が出てきたのではないか。もちろん，Hayek（1945）が指摘するよ
うに市場参加者は自己の選好や経済環境についての情報を最も多く持っており，多くの財については従来どおり
市場で価格を決定することが適切であろう。しかし，医療サービスについては相当程度ピンポイントで価格計算
に必要な情報が得られるようになってきており，サービスの性質上公的関与が大きいということと併せて，理論
価格からのアプローチを考える余地は大きいと考えられる。

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 110
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1,000万円をかければ医療価格を設定できる。効
果が高い介入（QOLを大きく増加させる介入）は
より高い価格（診療報酬）を与えられることにな
る。逆に，かぜ薬のように医学的意義がない介入
は診療報酬がゼロとなる（全額自己負担）。また，
QOLが低い状態をいたずらに延ばすだけの介入
の価格もゼロである（これについては後で改めて
検討する）。もちろん，ビッグデータによって介
入効果がより正確に計測できるようになったと
言っても，計測誤差はかなり大きいであろう。し
たがって，理論価格といっても誤差を考慮した柔
軟な設定が求められる。
価値に基づく価格設定を現実に適用したとき，
効果が著しいが提供コストが低い介入では大きな
黒字になり，社会的な反発も出てこよう。しかし
大幅な利潤があれば新規参入が生じ（供給曲線が
下方シフト），均衡では低コストに見合った限界
便益（価格）となる（参入規制により供給が増え
ない場合にはその撤廃が望ましい）。また別の問
題として，効果が大きく必要性が高い介入である
ほど高い価格が設定されるが，これにより供給が
促進される一方で需要が抑制されるのではないか
という懸念もある。この場合にも限界費用が低け
れば均衡では限界便益（価格）が低くなり，もし
限界費用が高ければコストに基づいて価格を設定
しても価格は高くなる。
価値に基づく価格設定では医療価格を規制価格
として社会的に効率的な価格に設定し，生産者や
消費者が外生的に決定された価格を所与として行
動することにより社会的に効率的な結果（限界便
益と限界費用の均等化）が達成されると想定して
いる。しかし，価値に基づく価格設定が限界費用
と等しくならないケースはある。特に病院のよう
に固定費用が存在する場合には，価格を限界費用
と等しくすると収支が均衡しないので価格は固定

費用分を含んだ平均費用に等しく設定する必要が
ある15)。また，薬剤では特許により価格がつり上
がる問題があるが16)，これには，価格は限界便益
（均衡では限界費用に等しい）で設定し，固定費用
（薬剤や新技術の研究・開発費用）は公的な研究補
助金で賄うことが合理的と考えられる。
津川（2020）には費用対効果分析（CEA）の問
題点が多数リストアップされているが，ここでは
そのうち3つ採り上げて価値に基づく価格設定の
留意点について検討してみたい17)。一つは，命に
かかわる重篤な疾病を治療する医療サービスの価
値を過小評価するという問題である。死亡など不
可逆的な状態に対して非常に大きなリスク回避度
を持つのは当然であるので，QOLがゼロになる確
率が高い疾病の介入の評価は死亡リスク分だけ特
別な配慮を加えることが考えられる。第二に，子
どもの1年も高齢者の1年も同じ価値が与えられて
しまうという問題である。これに対しては，津川
（2020）が言及しているDALYにおける年齢に応じ
た価値の相違を介入の評価に織り込むことは適切
であろう。第三に，障がい者や寝たきりなどのよ
うに出発点におけるQOLが低い場合，介入によっ
て同じく1年だけ生存期間を延ばしてもQOLの改
善が低く評価されてしまうという問題である。こ
れについては第二の問題と絡めて，同じ年齢であ
れば1年は同じQOLと評価するが年齢ごとに
DALYのようなウェイト付けを行うということが
考えられよう。なお関連した問題として，医療技
術の限界としてQOL改善が困難な疾病と確立し
た技術がある疾病を同列に扱って良いのかという
問題がある。これも個別の疾患ごとに社会的良識
に従って判断していく必要があろう。
以上のように，価値に基づく価格設定と言って
も実際には多くの側面で修正を施していく必要が
ある。ただ，そうした議論の統一的な枠組みを提

14) 効用関数u［X, ）］を医療サービスMで微分すると となるが，第1項は健康が改善すると効用がど

れだけ増加するか，第2項は医療介入により健康がどれだけ改善するかを表わす。効用が金銭価値（便益）で表わ
されているとすれば，第1項は健康一単位の改善による便益の増加，すなわちQOLの金銭評価となる。
15) 平均費用価格設定のスキームとさまざまな課題についてSappington（2002）参照。
16) 特許制度を無くすことも実は選択肢となり得る〔Boldrin and Levine（2008）〕。
17) CEAの推定値に不確実性があるという点については既に言及した。

保健医療の持続可能性とビッグデータ 11
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供する意義がある。そして，その議論において
ビッグデータによる分析は本質的な役割を果た
す。

3 消費の効率性：自己負担率の引上げと所得
移転
消費の効率性は，本来は複数の消費者の間の消
費の配分が効率的であることを指すが，ここでは
価格の歪みにより消費が社会的に最適な水準から
かい離することを幅広く検討する。特に注目する
のは健康保険によるモラル・ハザードである。健
康保険が存在すると実際に医療支出が必要になっ
たときに支払う価格が低くなることから，図3に
おいて相対価格を表わす直線の傾きが緩やかにな
る。新たな均衡は，生産可能性曲線上で無差別曲
線と緩やかな相対価格線が接する点Fである。社
会的に最適な水準に比べて過大な医療サービスが
消費され，社会全体の効用水準も低下する。
モラル・ハザードには事前と事後の2種類ある。
事前のモラル・ハザードは，病気になる前のモラ
ル・ハザードで，病気になったときに医療支出が
保険でカバーされることを見越して本来採るべき
予防行動を採らないことである。事後のモラル・
ハザードは，実際に病気になったときに医療コス
トのすべてを負担しなくて済むために医療サービ
スを過剰に消費することである。

（1） 事前のモラル・ハザードへの対応
予防行動が将来の疾病確率を低下させる場合，
各個人は予防行動のコストと将来の便益を比較し
てどれだけ予防行動を採るかを決定する。しか
し，医療保険があると予防行動の将来の便益（医
療支出の節約）が小さくなってしまうので，予防
行動を採る誘因を提供することは合理的である。
ではどのような形で誘因を与えるべきであろう
か。予防行動を保険でカバーしたり補助を与えた
りすることが必要であろうか。
伝統的には，予防行動は確率的なイベントでは
なく個人の選択で決まるものであるから，予防医
療は保険の対象外と考えられてきた。Zweifel, et
al.（2009）は伝統的立場に立って，予防行動自体

を保険でカバーしない形での誘因を検討してい
る。誘因の形態は情報の非対称性の有無に依存す
る。各人の予防行動を保険者が知り得ない場合に
は，事後の自己負担率を引き上げることにより予
防行動を促進することが最適である（事前のモラ
ル・ハザードが生じるのは事後に保険でカバーさ
れるため）。各人の予防行動を保険者が把握でき
るなら，予防行動を採った人には将来の医療支出
の減少分だけ保険料を引き下げることが最適であ
る。日本の特定健診はそれ自体ビッグデータであ
り個人の予防行動を把握できるので，後者の対応
が可能である。実際，特定健診も保険の対象とは
されておらず，被保険者の受診率等に応じて後期
高齢者支援金が加算・減算され，この分だけ保険
料を引き下げる余地がある。しかし，実際には保
険者は特定健診の受診費用の大部分を補助してい
る。近年アメリカでは，伝統的立場と異なり，予
防行動を保険でカバーすべきとする研究が出てき
ている。Ellis and Manning（2007）は，個人は効用
最大化において予防行動の外部効果（被保険者が
健康になって保険料が低下する効果）を無視する
ので，予防行動に対して補助を与えることが社会
的な最適に必要とした。ただ，これも，個人の予
防行動が把握可能であれば，保険料率の低下への
寄与分だけ当該人の保険料を引き下げれば足りる
であろう。さらに，Newhouse（2021）は人びとが
近視眼的（hyperbolic discounting）であれば予防行
動に補助を与える強い理由になると指摘してい
る。しかし，その場合でも，「正しい」割引率で将
来の保険料率低下分だけ予防行動を実施する時点
の料率を引き下げれば良いのではないか。
そもそも，予防行動に補助を与えることが適切
という議論も予防行動が将来の医療費を削減する
という前提の下での話である。しかし，予防医療
についての費用対効果の計測のレビューによると
〔Cohen, et al.（2008）〕，将来の医療費が削減され
るのは検討された全予防医療（1500例）の20％程
度に過ぎない18)。さらに，現実の例としてアメリ
カにおける企業ベースの健康増進プログラム
（Wellness program）を見ると，職場ベースなので
通常の診療環境より高いコンプライアンスと効果

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 112
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が期待できると思われるが，Baicker, et al.（2010）
によるメタアナリシスでは大きな効果があると報
告されたものの，Song and Baicker（2019）の
RCT19)の結果は，運動習慣や体重管理などの健康
行動は促進されたが，血糖値や血圧などの診療指
標や医療支出には影響無しというものであっ
た20)。
以上を踏まえると，特定健診の現行の実施方法
にはいくつかの問題点を指摘できる。一つは，受
診による保険料の低減（高齢者医療支援金の加
算・減算）の程度が将来の医療費削減効果に見
合ったものである保証がないことである。ここで
こそビッグデータを活用して健診の将来の健康改
善効果や医療費削減効果を厳格に計測して，もし
そうした効果が観察されないなら保険料は軽減し
ない（支援金の加算・減算はしない），そうした効
果があるなら将来の効果を割引現在価値に直した
分だけ保険料を引き下げるべきである。第二に，
各保険者による受診に対する補助は将来の医療費
節約や健康の改善の便益を大きく上回る懸念があ
ることである。保険者ごとに受診率等を基準とし
て加算・減算を実施するため，保険者としては受
診率向上が絶対的な目的化して過剰に受診補助を
する誘因がある。そもそも将来の便益に対応して
保険料率を引き下げれば補助は不要である。誘因
の形態として補助は抵抗が少ないため安易に実施
されやすいが21)，医療費の負担が高まる中でわざ
わざ支出（補助）を増やすよりは素直に受診者の
保険料を軽減する方が望ましい。第三に，予防医
療の費用対効果は対象となる疾病リスクが高いか

低いかに大きく左右されるが，特定健診はリスク
が高くない人も一律にスクリーニングしている。
関連して，予防医療の適応は年齢や病態などに
よって厳格に規定されており，特定健診のように
非常に広い年齢層に基本的に共通の健診を実施す
ることは非効率となり得る。田倉（2023）のよう
な個人の特性に応じた個別化という方向性が望ま
しい。

（2） 事後のモラル・ハザードへの対応
消費の効率性の条件は，各人の限界代替率が等
しくなることであるが，すべての消費者が直面す
る価格が同じであれば，各人の効用最大化行動を
通じてこの条件は充たされる22)。しかし，高齢者
の自己負担率が低く設定されていると消費者の間
で医療サービスの価格が異なることになり，消費
の効率性の条件が充たされない。したがって，高
齢者の自己負担率を若年者並みに引き上げるべき
である。しかし，保険の所得保障機能と自己負担
率引上げによる効率化のバランスを採る必要があ
る。
自己負担と所得補填に関して，神取（2014）に
興味深い例がある（同書図1.9）。自己負担の軽減
（価格補助）は相対価格を歪めるため非効率であ
るので，所得移転（年金）に切り替えることに
よって，補助と同額の政府支出でより高い効用を
実現することができる。この例を少し変えて，所
得移転へのスイッチ後の効用水準を元の価格補助
時と同じに留めれば，効用水準は維持しつつ支出
額を少なくすることができる。すなわち，自己負

18) ただし，それ以外の60％程度の予防医療も費用対効果が10万ドル／QALY以下であり，コストを負担して実施す
る価値はあるかもしれない。しかし保険料を下げたり補助を与えたりすることにはつながらないということであ
る。なお，これらの研究では予防医療の対象となる年齢や病歴などが厳密に規定されていることに注意しておこ
う。
19) 各人のプログラムへの参加のインセンティブは平均250ドル程度であった。
20) 健康行動の改善が実際の健康の改善につながるかどうかについて，Warburton（2006）のナラティブ・レビュー
では身体運動がいくつかの生活慣習病の予防に有効であるとされたが観察研究が主であり，Stensvold, et al.
（2020）のようなRCTでは身体運動の死亡率に対する効果は否定されたりしている。Kujala（2018）は身体運動実
施の内生性を指摘してRCTでは効果が確認されていないことから，運動の健康上の便益が観察されてもそれが因
果関係とは言えないとしている。
21) むしろ非受診者の保険料を相対的に高くして健診の根拠を厳しく議論して欲しいところだ。
22) 各人はそれぞれ限界代替率と相対価格が等しくなるように消費を決定し，各人の相対価格が共通であれば，す
べての人の限界代替率が等しくなる。

保健医療の持続可能性とビッグデータ 13
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担率引上げと所得移転のセットにより，効率性を
向上させ，かつ，所得保障機能を維持し，さらに，
政府の支出額（補助）を抑制することができる。
このスキームは高齢者への所得移転（年金）を増
やすことになるので反発はあるかもしれない
が23)，第1節で指摘したように所得移転額を資産保
有額に応じて減額することにより公平性を確保で
きる。
神取（2014）の重要な指摘は，これまで効率的
な解決策が採れなかったのは政府の情報上の制約
のためだというものである。逆説的に，ここに解
決のヒントがある。ビッグデータを利用すること
により，事前に，病気になる確率や必要な補助額
などをそれなりの精度で予測しこうした政策が実
現できる可能性が出てきているのではないだろう
か（完全に個々人については無理でも属性ごとの
カテゴリー単位では可能だろう）。

（3） 医療サービスの額に応じた自己負担率の
設定：Major Risk Approach

自己負担を設定する際に，医療サービスの性質
に応じて負担率を変化させることが考えられる。
少額の医療サービスの自己負担は高くし，高額の
医療サービスの自己負担は低くするというのが常
識にも適うであろう〔Feldstein（1971）〕。これに
は最適課税のラムゼー・ルールの応用という側面
もある。特に，少額の医療サービスはおおむね価
格弾力性が大きいとみられ，デッド＝ウエイト・
ロスを小さくするために価格を市場価格からあま
りかい離させない（自己負担率を高く設定する）
ことが妥当である。
より一般的に考えると，最適な自己負担率は，
モラル・ハザードによる経済厚生の損失と所得保
障による金融的リスク軽減の便益とが限界的に等
しくなるという条件により決定できる〔Phelps
（2011）〕。前者は需要の価格弾力性に依存し，後

者はリスク回避度や資産・所得の平均額及び分散
に依存する。需要の価格弾力性が高いほど，ま
た，医療支出額が小さいほど，最適な自己負担率
は高くなる。Phelps（2011）が効率性と所得保障
のバランスから最適な自己負担率を計算した結果
は次のとおり（リスク回避度が0.0001のケース）：
入院は5％，外来は50％，歯科は60％，予防医療は
95％。仮定する需要の価格弾力性は小さくまたカ
テゴリー間でそれほど違わないにもかかわらず，
最適自己負担率は大きく異なる。

Ⅳ ほかの政策目標との関係とビッグデータ

1 少子化対策との関係
少子化対策への医療資源の移転には3つのパ
ターンが考えられる。
（a）高齢者から若年者への移転を行うことによ
り，結果として医療資源を削減するパターンがあ
る。例えば少子化対策の財源を高齢者の自己負担
の引上げによって賄うという政策である。しか
し，第1節で指摘したようにこのような政策では
生涯の予算制約が不変で目的を達成することはで
きない。表面的な移転に目を奪われることなく，
生涯を通じた受益と負担の関係を詳細に検証すべ
きであり，そのためにビッグデータが有効であ
る。
（b）次に，少子化対策を健康保険を財源として実
施するパターンである。例として，本来健康保険
の対象でない出産費用を保険でカバーするという
政策が挙げられよう。少子化支援金の健康保険料
への上乗せもこのパターンである24)。このとき，
医療制度・政策の外側で決められた（潜在的には）
無意味な政策が健康保険に押し付けられかねな
い。例えば出産費用の補助は，出産サービスの需
要と供給の単純な図を描けば分かるように，より
高い価格でも支払うことができるので出産サービ

23) 所得移転をセットにすることは，ヒックスの補償原理を仮想的でなく実際に実施するスキーム〔熊谷（1964）〕
と言え，効率的な政策を実現する現実的な方策である。
24) 歳出改革と賃金上昇により負担は増えないと説明されているが，歳出改革（おそらく自己負担の引上げによる
医療費の削減）により本来は低下するはずの健康保険料を引き下げるつもりはなさそうなので，健康保険からの
財源移転である。

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 114
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スに対する需要曲線が上方にシフトするが，供給
は価格に対して非弾力的で供給曲線は垂直に近い
ため25)，補助分だけ出産費が上昇するだけであろ
う（もちろん，出産一時金を当て込んだ豪華な付
帯サービスを付けた出産施設は激増するだろう
が，普通のレベルの施設が淘汰される）。これを
保険適用とした場合，価格は当然公定価格になる
が，それは医療的に妥当なケアという観点からは
決定されないであろう。このように政策の帰結を
十分に検討しない支援策では（経済主体の反応に
より）負担は軽減せずさらなる支援の必要性が意
識されるだけである。
（c）三つ目に，単純に，少子化対策の拡充の財源
として医療資源が削減されるパターンがある。こ
こで特に問題なのは，経済・社会構造によっては
政策の効果が期待されたものにならないことも多
いことである。例えば教育費の負担が大きいこと
が少子化に結び付いていることから教育費の支援
をするとする。しかし，Becker, et al.（1990）が示
したように，教育費の増大が少子化に結び付く背
景には，教育投資が収穫逓増的になっていること
がある。この場合，教育費を補助すると少子化は
さらに悪化する。ベッカー達のアイディアを俗っ
ぽく流用して説明しよう。図3（1）は教育投資が
収穫逓減的である場合を示している（伝統的教育
については自然な想定である）。この場合，第1子
に最初に教育投資を始めた時点（A点）では成果
が大きく増加するが，ある程度投資した後（B点）
では教育の限界生産性は小さくなる。つまり，第
1子に投資を続けるよりは第2子に新たに投資を始
める（A点）方がより大きな成果を得ることがで
き，第2子を持つ誘因がある。しかし，（2）のよう
に教育投資の限界収益が逓増する場合には，第1
子に投資をすればするほど成果は大きく増加する
ので，教育資金を分散して第2子に投資すること

は不利である。結果として第1子への投資をひた
すら拡大し，第2子は持たないことになる。ここ
で教育費を支援してもさらに高度な教育26)を行う
だけである。「投資が投資をよぶ」27)ことになり，
まさに蟻地獄だ。支援を第2子以降に限っても，B
点から2人の教育に資金を分散することはやはり
不利である。
本当に教育投資が収穫逓増的でなくても，保護
者が収穫逓増であると認識していればそれに応じ
た教育投資をする。そして，企業の従業員の採用
も高度教育投資＝高度人材という前提に立ってい
れば，社会全体としてあたかも収穫逓増が妥当す
るかのように行動する。教育投資がどの程度収穫
逓増的か（あるいはそうで無いか）は，ビッグ
データを構築して解明することが可能だろう。そ
して，そうした分析を踏まえて社会的観点から教
育投資のあり方を検討することが肝要だ。
なお，少子化対策の財源は国債で賄うことを考

25) 出産数が減少すると見込まれる中では価格が上昇しても出産施設の供給を増加させることは考えにくい。
26) 例えば，従来の高校までが大学さらには大学院への進学，塾や進学校，特別な技能・資格や課外活動さらには新
しいタイプの高校等や海外留学その他差別化のための投資が際限なくエスカレートするであろう。
27) 高度成長期には，規模の経済をてことして，規模を拡大して収益率が上昇するとさらに設備投資で規模を拡大
するという現象がみられた〔香西（1981）〕。投資市場を考えると，教育や設備への需要曲線が収穫逓増のために
右上がりになっており（投資が増えるほど限界便益が増加），供給曲線より傾きが緩やかであれば投資は発散的に
増大する。

保健医療の持続可能性とビッグデータ 15

（1）教育投資の収穫逓減ケース

教育の成果

教育投資（ストック）
A B

（2）教育投資の収穫逓増ケース

教育の成果

教育投資（ストック）
A B

図3 教育投資の収穫逓増と少子化
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えた方が良い。経済学的な理由としては少子化対
策は一種の投資であるということであるが，無責
任な巨額の対策を抑止する工夫ができないだろう
か。少子化対策に特定した国債を発行して事業費
は市場調達額の範囲内とし，将来の少子化軽減効
果を利払い・償還に充てるという形にすれば28)，
効果が期待できない政策では発行価格が低下して
調達額が減少する。国債発行は無責任で安定財源
を確保することが将来世代に対する責任であると
言われるが，そうではない。現在の増税は将来も
続く。効果の無い政策で負担増を押し付けられる
将来世代はたまったものではない。

2 金融政策との関係
目標間の対立をもう一つ挙げておきたい。イン
フレを必要以上に高進させるという金融政策のバ
イアスがあると，診療報酬の引上げが2年間遅れ
ることが資源配分上問題となり得る。ロシアのウ
クライナ侵攻に端を発したインフレ上昇に対する
当局の対応は，通常想定されないほどインフレ上
昇にウェイトを置いたものであった。ここでは当
該政策の是非は置いておいて，インフレ・バイア
スがあることを確認しておきたい29)。
このバイアスをWoodford（1999）に基づく図4
によって考えてみよう。実現可能なインフレと
GDPギャップとの間にはトレード＝オフがあり
（フィリップス曲線），金融当局はこの制約の下で
望ましいインフレとGDPギャップの組み合わせ
を選ぶ（無差別曲線がフィリップス曲線と接する
点A30)）。原油価格上昇（サプライ・ショック）に
よりフィリップス曲線は上方へシフトする。イン
フレ率を元の水準にとどめようとするとGDP
ギャップが大きく拡大するので（B点）従来以上
のインフレを許容するが，一方で過度にインフレ
が高まる（D点）も望ましくないので，通常は名目

金利は引き上げる（C点）。ただし，その引上げ幅
はインフレ率の高進よりも小さく，実質金利は低
下する。すなわち，名目金利引上げでもより緩和
的となる。GDPギャップの拡大はサプライ・
ショックにより経済全体のトレード・オフが悪化
しているため仕方がない。その結果（名目賃金は
インフレにより上昇するものの）実質賃金は低下
せざるを得ない。しかし現実の政策は，インフレ
率の高まりに対して全く金利を引き上げずに（賃
金を上昇させるために）GDPギャップは拡大させ
ないというスタンスを採った（D点）。この背景と
しては，インフレの持続性に対する予測能力の欠
如もあろうが，異次元の超緩和政策の出口が現実
味を帯びて来る中で極端にリスク回避的な姿勢を
採っているように見える31)。さらにこのところは
政府がインフレを通じた賃上げを推進しているこ
とへの配慮が強く滲む32)。しかし，インフレにな
れば名目賃金は当然上昇するが，実質賃金は低下
する。無理に名目賃金を引き上げても転嫁によっ
てさらに物価水準が上昇するので，最終的には実
質賃金は上昇せず，物価水準が無駄に高くなるだ
けである33)。政策の目標や帰結の認識に混乱があ
ると，政策の非整合性から無駄なコストがかかり
保健医療の持続可能性が脅かされる34)。

28) 特定目的ということにはグリーンボンドの例がある。CATボンドのように利払いや償還停止のトリガー（例え
ば出生率の一定限度を超える下振れ）を付すことができればなお良い。
29) 当該箇所は2023年夏から年末にかけて執筆したが，2024年前半に（インフレが今後低下する中で）ゼロ金利政
策が転換されるという観測が強まっている。仮にそうなってもこれまでの政策動向に基づく認識は変わらない。
30) 最初の均衡A点をインフレ率・GDPギャップともに0に採ったが，ほかの点から初めても以下の議論の大筋は変
わらない。

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 116

インフレ率

ＧＤＰギャップ

フィリップス曲線：
サプライ・ショック後

フィリップス曲線：
サプライ・ショック前

無差別曲線
Ａ

C

D

B

出所：Woodford (1999) Figure 1に変更を加えた。

図4 サプライ・ショックと最適な金融政策
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以上のような金融政策のバイアスは医療分野に
大きな問題を引き起こす。一つには，コストが上
昇する中で規制価格が改定まで据え置かれるた
め，医療機関の経営や医療供給に支障が生じる
（インフレ対策で医療機関への補助金が支給され
ているが，適正な額である保証は全く無い）。一
方，需要側から見ると，消費者物価全体のインフ
レ率は3～4％であるが，これはほとんど上昇して
いない住居費や公益料金・医療などの規制料金を
含んでの上昇率であり，家計が強く意識する生鮮
食品を除く食料などの上昇率は10％近い。インフ
レの中で診療報酬が据え置かれると，相対価格が
低下して過大な医療消費となる35)。効率的な医療
消費の維持のため，医療サービスと密接な代替関
係がある消費財36)価格の上昇に見合って診療報酬
を毎年引き上げるべきである。そのために，例え
ば診療報酬1点当たりの金額を毎年変更すること
が考えられる37)。点数単価の改定には会計システ
ムの改修が必要（インフレによるメニュー・コス
ト！）となるが，点数制度はインフレに対応する
巧妙な仕組みと言える。

Ⅴ 結語

本論文では，ビッグデータが保健医療の持続可
能性に貢献できる可能性を3つの側面から指摘し
た。第2節で政策効果の正確な計測への貢献，第3
節で政策・制度の立案と実施における貢献（医療
介入の評価と効率的な医療の提供及び医療価格の
設定，価格の歪みの除去による効率化と所得保障
機能のバランス），第4節でほかの政策目標（少子
化対策及び金融政策）との調整への貢献を採り上
げた。本論文で示した多様な例を通じてビッグ
データが政策を効率化し的確な制度設計・実施を
実現する可能性が示された。
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Sustainability of Health Care and Big Data
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Abstract

This paper demonstrates possibilities of big data in enhancing the sustainability of the production and

consumption of health care services. After a review of current social and economic conditions surrounding

health care, three contributions of big data are examined: precise analyses of the effects of health policies;

designing a just and efficient health system through accurate evaluation and proper pricing of health

interventions and elimination of distortions; and reasonable balance with other policy interests such as

financial resources needed to mitigate falling birthrate and inflationary pressure of monetary policy. With

these contributions big data is an essential ingredient of health care reform.

Keywords：Big Data, Statistical Methods (C180), Cost Benefit (D610), Regulation (I180), Health Insurance
(I130)



0102_社会保障研究_【中山】_PK-1.smd  Page 1 24/06/21 09:18  v4.00

特集：ビッグデータと保健医療の未来

ビッグデータは健康増進に向けた行動変容を促進できるのか

中山 健夫＊1，福間 真悟＊1，齋藤 良行＊1，2

抄 録

パブリックヘルスにおいて，ビッグデータの活用は健康増進を目的とした行動変容の促進に有用であ
り，個別化された健康介入の設計と実施を強化するための貴重な資源となり得る。本論説では，パブ
リックヘルスにかかわる研究者が，どのような医療・健康情報を用いて，社会保障課題の解決を目指し
ているのか，具体的な介入事例も交えて論説する。事例では，健康保険者の保健事業によって取得され
る健診データを用いた慢性腎臓病に関する内容を取り上げる。患者の健診データ，受療行動，生活習慣
に関連するデータの分析に基づいて設計された行動変容介入が，疾病の予防および管理において有用で
あり，効果的な行動変容戦略の開発に寄与することを紹介する。行動変容介入を適切に評価し，評価結
果に基づき，より効果的なプログラムへ改善する一連の循環により，科学的エビデンスの創出と社会実
装を促進させ，日々の健康行動をサポートしていく未来が期待される。

キーワード：パブリックヘルス，行動科学，健康増進，証拠に基づく政策実装

社会保障研究 2024, vol. 9, no. 1, pp. 20-32.

Ⅰ 導入

医学の発展は，その歴史をḷると得られる情報
の進歩であったともいえる。より高度な検査方法
が産み出されることで，新たなデータが情報にな
り，今まで定義されていなかった疾患を確立して
いった。そして確立した疾患への介入結果から得
られる情報がさらなる知識となり，新たな診断法
や治療法の発展へと繋がっていった。現在のパブ
リックヘルスにかかわる研究者は，情報化社会に
おいて医学を目的とした情報の活用だけでなく，
人びとが生活し，社会が発する情報を組み合わせ

ることで，ひとの生・老・病・死にかかわる知識
をどのように産み出し，人と社会に還元していく
のかが問われている〔中山（2014）〕。本論説では，
パブリックヘルスにかかわる研究者が，どのよう
な医療・健康情報を用いて，社会保障課題の解決
を目指しているのか，具体的な介入事例も交えて
論説し，今後，さらなるデータの連結でどの様な
研究が可能になり，社会を変えていくことができ
るのか，その未来についても展望したい。なお，
本論説における「ビッグデータ」は，パブリック
ヘルスの研究に用いられる経時的に蓄積された分
析できる能力を備えたデータと考える〔中山
（2014）〕。

＊1京都大学大学院医学研究科
＊2東京大学大学院薬学系研究科

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 120
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Ⅱ パブリックヘルスが扱う医療・健康データ
の整備状況

1 パブリックヘルスが問う課題とは
公衆衛生大学院（SPH: School of Public Health）
では教育の5つのコア・コンピテンシーとして生
物統計（Biostatistics），疫学（Epidemiology），社
会・行動科学（Social and Behavioral Sciences），医
療政策・管理学（health services administration），
環境健康科学（Environmental Health Sciences）が
提唱されている〔京都大学大学院医学研究科社会
健康医学系専攻（2021）; Middleton et al.（2021）〕。
パブリックヘルスの研究には，個人・集団レベル
の健康課題の発見と要因の探索を行う「疫学研
究」や医療資源による厚生の最大化に焦点をあて
た「ヘルスサービス研究」などが含まれる。医
療・健康ビッグデータを用いた疫学研究では，因
果推論や関係性の探索・検証や，稀な疾患や “特
殊な個人” と呼ばれる外れ値に着目した研究，そ
して集団の特徴や傾向の把握などが行われてい
る。一方，ヘルスサービス研究では，限られた資
源を用いて，必要な医療を必要な患者に，どのよ
うに届けることができるのかが探求されている
〔Lohr et al.（2002）〕。具体的には，医療技術の質
や費用，そしてアクセスの公平性の課題を政策へ
の反映，個人の行動変容にどうつなげていくのか
が研究されている。社会保障の文脈では医療資源
の分配を考慮する上で，患者の価値観や倫理の問
題など，健康の定義そのものや，厚生の扱い方に
ついてなどが関係する。

2 なぜ，ビッグデータが重要なのか
根拠に基づく医療の実践（EBM: Evidence

Based Medicine）は1990年代初頭に提唱されはじ
め〔Guyatt（1991）; 中山（2023）〕，臨床研究ではラ
ンダム化比較試験（RCT）を中心に介入研究が注
目されてきた〔Echt et al.（1991）〕。一方で，RCT
には実施費用が高額であることや，結果の外的妥
当性の課題などが指摘されており，近年では治療
や薬剤など，何らかの曝露を受けた集団のデータ

を用いた観察研究が実施されている〔漆原他
（2013）; Chodankar（2021）〕。例えば，対象者とし
て組み込むことが難しい特殊な集団や，薬剤の安
全性に関する比較研究など倫理的に介入研究では
実施が制限される研究に対して，データベースを
用いた観察研究ではこれらの課題に対応すること
ができる。加えて，最近では観察研究においても
ランダム化された介入研究を模倣した研究デザイ
ン（Target Trial Emulation）も提唱されはじめて
おり，より比較妥当性，外的妥当性の高い研究実
施の取り組みが促進しつつある〔Matthews et al.
（2022）〕。
また，限られた資源をより効率的に再分配する
ために，効果的な介入対象集団を探索する研究
や，診療の質のばらつきに関する研究などが行わ
れている。昨今では効果が乏しいというエビデン
スがあることが指摘されている医療（Low-Value
Care）を明らかにする研究も行われている
〔Schwartz et al.（2019）〕。これらの研究は近年に
なり大規模データへのアクセスが容易になったこ
とで実施できるようになった。今後は研究から得
られた知見からより効率的・効果的な介入施策・
健康増進政策の立案に寄与することが期待されて
いる。

3 どのようなデータが重要なのか
重要な情報として①集団の特性（性年齢・傷病
名等の個人属性，個人が所属している組織・地域
の特性，等），②介入・曝露の情報（薬剤使用有無，
健診実施など保健事業の実施有無，等），③アウト
カム（臨床転帰や価値の測定，等）が挙げられる。
また，データの性質として，④追跡性，⑤集団の
悉皆性などが挙げられる。研究の目的に応じて利
用するデータが選択されるべきであることは前提
だが，特に追跡性や集団の悉皆性という観点か
ら，我が国では保険者を主体として収集された業
務管理データ（Administrative data）である診療報
酬請求情報（Claims data，日本での通称はレセプ
ト情報），及び特定健康診査（以降，特定健診）等
の保健事業のデータが多く使われている〔中山
（2016）; Hiramatsu et al.（2021）〕。
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レセプト情報は各医療機関が審査支払機関を通
じて保険者に請求している情報であり〔中山
（2012）〕，医科報酬・歯科報酬・調剤報酬・DPC
データが含まれる。一方で，検査値データやカル
テ情報などが取得できないことなどの限界も存在
する。

4 データへのアクセス
これらのデータを使用するには，医療機関から
直接得ることもできるが，一般には審査支払機関
が審査後に保険者に返還したデータを保険者から
取得する。提供を受けるための目的としては，研
究利用だけでなく，保険者のための保健事業の企
画立案，実施や評価を目的として提供を受ける方
法などがある。また，その他のデータへのアクセ
ス方法としては，厚生労働省が管理するNDB
（National Data Base）へ利用申請する方法〔星野
（2023）〕や，民間のデータ提供企業から商用デー
タベースを購入する方法〔Kimura et al. (2010); 中
山（2016）; Nagai et al. (2020); Nagai et al. (2021)〕
などが存在する。
国が中心になりデータ整備を進めるNDB事業
は，データ利用者への提供までの期間が長期であ
ることや，データ連結，追跡性への課題が指摘さ
れていたが，今後はデジタル社会を実現させる国
家戦略として，予防接種情報なども含め，個人に
施された医療・健康情報を集約的に連結可能な形
で蓄積しようという試みが進められている〔経済
財政運営と改革の基本方針（2023）〕。
一方で，民間企業が提供するデータベースにつ
いては，研究の目的や研究利用者の立場に応じて
費用に差があるものの，データへのアクセスは容
易であり，またすでに多くの研究用途での利用実
績がある。民間企業のデータベースの大きいな特
徴としては，レセプトデータに加えて，保険者と
連携して各個人へ介入を行った結果を連結して提
供できるサービスなどが存在する点が挙げられ
る。主な事例として株式会社JMDCが提供する
Pepup〔Nagai et al.（2021）〕や，DeSCヘルスケア
株式会社が提供する Kencom〔Hamaya et al.
（2021）〕など，保険者向けのサービスとして保険

の加入者への健康管理サービスを提供し，さらに
そのサービスを通じて得られた追加情報も，レセ
プト情報に連結してデータ提供を可能にしてい
る。

5 医療の価値に関する情報の意義
医療の質を評価する上で，生死の情報だけでな
く医療の価値の定義と測定に関する議論が進めら
れている〔五十嵐他（2021）〕。よく知られる価値
指標の一つとして，QALY（質調整生存年）や疾病
負荷の指標であるDALY（障害調整生存年）が挙
げられるが，その他にも労働生産性や健康関連
QOL（HRQOL; health-related quality of life）などの
患者自身の患者報告アウトカム（PRO; Patient
Reported Outcome）や，医療提供に伴う人的・物
的資源，介護負担などを考慮することの重要性も
指摘されている。医療の供給者側も価値に基づい
た医療の実践〔Silveira Bianchim et al.（2023）；
Teisberg et al.（2020）〕や，保険償還の意思決定
〔Lee et al.（2017）〕などへの活用が期待されてい
る。
これらの研究と実装を促進するためにも，公的
な事業で得られるデータベースだけでなく，商用
データベースなど追加的な調査により取得された
情報が連結できるデータベースの構築が望まれ
る。

Ⅲ ビッグデータを活用した行動変容の取り組み

1 行動変容に活用可能なビッグデータ
わが国に特徴的なビッグデータとして，保健事
業によって取得される健診データがある。具体的
には，我が国では，40歳以上の全成人を対象に心
血管病リスクのスクリーニングを目的とした特定
健診（いわゆるメタボ健診）が行われている〔中
山（2024）〕。特定健診の1年あたりの利用者は，
3000万人以上であり，これは世界にも類をみな
い，壮大な社会実験によって取得される稀有な
データである。特定健診では，血圧やBMIなど身
体検査，心血管リスク因子を中心とした血液検
査，生活習慣や薬剤に関する自記式質問紙が測定

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 122
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されており，心血管病に関連する生活習慣などの
行動，臨床的なリスク因子，心血管病に関連する
アウトカムを把握することが可能である。医療機
関に受診した患者だけでなく，一般集団における
潜在的な健康課題を有する集団を補足可能な点
で，これら健診データは特徴的である。これらの
健診データと医療機関受診時に記録される診断病
名や医療の内容を示す医療レセプトデータを併せ
て分析することで，患者が疾患の診断を受ける前
段階から経時的に健康状態の変化を検討すること
もできる。

2 医療者の行動を分析：診療の質評価
慢性腎臓病は日本人の8人に1人が有する非常に
頻度の高い慢性疾患である〔Imai et al.（2009）〕。
進行して末期腎不全に至れば，生涯の透析治療や
腎移植を必要とする。また，慢性腎不全を有する
集団では，高額医療や要介護につながる心血管病
の発生率が高いことが知られている。慢性腎臓病
の進行リスクは，高血圧，糖尿病，肥満，喫煙な
ど，複合的な因子がある。重症化予防や心血管病
発生予防のためには，複合的な因子に対する多角
的な対策が求められる。しかし，慢性腎臓病自体
は無症状であるため，未治療者が多く，適切なタ
イミングで適切な医療の介入を受けていない可能
性がある。我々は，ビッグデータを用いて慢性腎
臓病に関する行動の課題を分析し，医療者側と患
者側の両面で検討した。
医療者側の行動の課題は，エビデンスに基づく
推奨治療を医療者が適切に患者に提供しているか
という点で評価できる。推奨治療と実際の治療の
ギャップは，エビデンス・プラクティス・ギャッ
プと呼ばれ，診療の質指標（quality indicator）を用
いて，定量化することが可能である。患者に提供
された医療内容を網羅的に示すレセプトデータを
分析することで，実際に行われたプラクティスを
知ることが可能である。我々は，大規模なレセプ
トデータで半自動的に測定可能な診療の質指標を
開発した〔Fukuma et al.（2017）〕。慢性腎臓病の
診療を行う，腎臓内科，糖尿病内科，プライマリ
ケアの専門家で構成されるエキスパートパネルを

構成し，既存のエビデンスを集約し，推奨治療リ
ストのコンセンサスを形成し，11項目から成る診
療の質指標を作成した。
厚労省・戦略研究で実施された「高齢者医療の
適正化推進に向けたエビデンス診療ギャップの解
明（研究代表：中山健夫）」のコアテーマの1つと
して，高齢慢性腎臓病患者の診療の質の評価を
行った。日本のレセプトデータを網羅するレセプ
ト情報・特定健診等情報データベース（ナショナ
ルデータベース：NDB）に診療の質指標を応用
し，日本の高齢者における慢性腎臓病診療の質を
明らかにした。日本で新規に慢性腎臓病の診断を
受けた89万人の65歳以上の患者を全数抽出し，診
断後6か月間での質指標に含まれる推奨治療各項
目の順守割合を算出した（表1）〔Fukuma et al.
（2020）〕。
慢性腎臓病患者に推奨される特徴的な診療内容
として，尿検査の実施割合が59.9％，栄養指導の
実施割合が4.5％，NSAIDsの常用回避が91.2％で
あった。推奨治療の順守割合は項目ごとにばらつ
きがあること，診療の質について改善の余地があ
ることが示された。
このように，医療者側の行動の課題であるエビ
デンス・プラクティス・ギャップを定量化するこ
とは，医療者側の行動を改善し，医療の適正化に
つながることが期待される。
さらに，この研究では，診療の質が末期腎不全
への進行に与える効果をデータベースで検討した
（表2）。説明変数がアウトカムに与える効果を
データベースから分析する際，説明変数とアウト

ビッグデータは健康増進に向けた行動変容を促進できるのか 23

表1 高齢慢性腎臓病患者におけるエビデンス・プラ
クティス・ギャップ

順守割合％
全体 非糖尿病 糖尿病

尿検査 59.9％ 55.6％ 71.4％
栄養指導 4.5％ 3.3％ 7.8％
NSAIDs常用回避 91.2％ 90.5％ 93.3％
順守項目数
0 3.4％ 4.1％ 1.7％
1 40.2％ 44.3％ 29.5％
2 53.6％ 49.8％ 63.6％
3 2.8％ 1.8％ 5.2％
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カムの共通原因である交絡因子が問題となる。診
療の質と末期腎不全の共通原因として，慢性腎臓
病の重症度（慢性腎臓病ステージ）が重要である。
慢性腎臓病が重度である患者は，積極的な医療介
入を受けやすく，診療の質が高くなる傾向があ
る。一方で，慢性腎臓病が重度である患者は，末
期腎不全の発生率が高度である。そのため，診療
の質と末期腎不全の共通原因である慢性腎臓病の
重症度を考慮せずに，診療の質と末期腎不全の関
連を検討した場合，診療の質が高いほど，末期腎
不全の発生率が高いという結果が得られる。つま
り，共通原因である慢性腎臓病の重症度が診療の
質と末期腎不全の関連を歪める『交絡』を起こし
ている。従来の解析方法の回帰モデルや傾向スコ
アでは，測定された共通原因を調整することで，
交絡の影響を取り除くことが試みられてきた。し
かし，この研究で分析したレセプトデータベース
には検査結果が含まれていないため，検査結果
（腎機能，尿蛋白）で定義される慢性腎臓病の重症
度を従来の解析方法では考慮することが出来な
かった。回帰モデルや傾向スコアにて，年齢・性
別・併存症など，測定された共通原因を調整した
うえで分析したところ，診療の質が高いと末期腎
不全の発生率が高いという結果が得られた。この
結果から，診療の質を向上することは有害である
と判断することは，データから誤った意思決定を
導き出すことにつながってしまう。従来の解析方
法では，データベースに重要なすべての共通原因
が測定されているという仮定の元で解釈されてい
たが，現実世界でこの仮定が成立していることは
保証されない。
この研究では未測定の共通原因に対処するため
に，操作変数法を利用して解析を行った。操作変
数法の意義を理解するためには，介入効果を検証
するためのゴールドスタンダードであるランダム
化比較試験とデータベースを分析する観察研究の

対比を行うと分かりやすい。ランダム化比較試験
では，介入を受ける介入グループと，そうでない
比較グループにランダムに割り付けられる。介入
グループと比較グループは，未測定の共通原因も
含めてすべての変数が確率的に均等に分布するの
で，未測定共通原因の影響を受けずに介入評価を
行うことが可能となる。そのため，介入評価の理
想的な研究デザインはランダム化比較試験である
と言われる。
操作変数法は，データベース上に存在する隠れ
たランダム割付変数を定義して，ランダム化比較
試験に似せた介入評価を行う。例えば，平均的に
診療の質が高い医療機関を受診した患者は，患者
本人の慢性腎臓病の重症度に依存せず，高い診療
の質の介入を受けやすいことが想定される。つま
り，一部の患者は，本人の慢性腎臓病の重症度に
よらず，高い診療の質を提供する傾向の医療機関
と低い診療の質を提供する傾向の医療機関にラン
ダムに割り付けられる状況が存在すると考えられ
る。この様な疑似的なランダム割付の状況を利用
することで，診療の質がアウトカムに与える効果
を未測定共通原因の影響を受けずに推定すること
が可能となる。操作変数法の結果として，糖尿病
の高齢慢性腎臓病患者では診療の質が高いほど，
末期腎不全発生率が低いことが明らかになった
〔Fukuma et al.（2020）〕。この結果は，高齢の糖尿
病患者を対象として，台湾のレセプトデータベー
スで行った分析でも同様の結果が確認された
〔Wu et al.（2017）〕。
これまでの結果から，大規模ヘルスデータを用
いて診療の質を測定し，医療者の行動の課題であ
るエビデンス・プラクティス・ギャップを可視化
する意義が示された。大規模ヘルスデータを活用
して，診療の質をモニタリングすることで，医療
者の行動を変え，診療の質や健康アウトカムを改
善することが期待される。

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 124

表2 診療の質が末期腎不全進行に与える影響
全体 非糖尿病 糖尿病

ハザード比＊ 0.54 0.99 0.25

（95％CI, 0.51-0.56）（95％CI, 0.92-1.05）（95％CI, 0.24-0.27）
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3 患者の行動を分析：受療行動の評価
次に，患者側の行動の課題である受療行動の分
析について述べる。医療者の行動を変えてアウト
カムを改善できるのは，医療機関を受診し，医療
介入を受けている患者のみである。我々の検討で
は，健診で発見される慢性腎臓病の95％以上が，
医療機関を受診せず，医療介入を受けていないこ
とが明らかになった〔Yamada et al.（2019）〕。この
ことから，医療者の行動を変えるだけでは，世の
中に多く存在する潜在的な慢性腎臓病患者の多く
は救うことが出来ないと考えた。
我々は，ビッグデータを利用して，患者の受療
行動を改善する行動変容介入を設計し，リアル
ワールドでその介入効果の検証を行った。最初に
健診データを用いて，将来，腎機能低下が進行す
るリスクの高い慢性腎臓病ハイリスク集団を同定
した。慢性腎臓病ハイリスク集団の受療状況を医
療レセプトで把握したところ，やはり多くの患者
は医療機関を受診していなかった。受療行動は，
本人の意思によるため，強制的に受診させること
は出来ない。そのため，行動経済学のナッジを活
用した行動変容介入を設計した。ナッジは，肘で
小突くという意味から来ており，強制や罰則，金
銭的インセンティブなどを用いず，自然に適切な
行動を選択できるように誘導する複数のテクニッ

クから構成される。一つには，損失回避という人
間の考え方の癖を利用した。人は，得をするかど
うかよりも，損をしないかどうかの方が，意思決
定に影響を与えやすいことが指摘されている。そ
こで，「今，医療機関を受診する機会を逃せば，心
筋伷塞になったり，透析が必要になる恐れが出て
くる」というメッセージで受療を促した。また，
人は行動を実行するまでの工程に労力が大きいと
行動を変えにくいという癖がある。そのため，受
療行動を促す通知資材の中で，受診までの簡潔な
工程を示し，本人の余計な労力を極力排除した。
この様な受療行動を促すナッジ介入を設計し，
ナッジ介入群と従来フォローのみのコントロール
群にランダム割付した。データベース上で対象者
抽出，ランダム割付を行うことで，大規模なラン
ダム化比較試験を非常に効率的に実施した。アウ
トカムである受療行動や慢性腎臓病リスク因子の
変化をデータベース上で追跡，取得することで，
データ測定の労力やコストも大きく低下した。こ
の様なリアルワールドのデータベース上で行うラ
ンダム化比較試験（RCT on DB）は，ビッグデー
タ時代の新たな研究デザインとして期待される。
従来のランダム化比較試験と比べて，多様で大規
模な集団を効率的にリクルート可能で，リアル
ワールドでの介入評価の質が向上する。

ビッグデータは健康増進に向けた行動変容を促進できるのか 25

図1 行動経済学のナッジを用いた受療行動への介入
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結果としては，11.3万人の健診受診者から同定
された慢性腎臓病患者4011人を対象にランダム化
し，ナッジによる受診勧奨群と通常フォローの比
較対照群について，データベース上で受療行動を
比較したところ，ナッジ介入群で約4％の受療行
動の改善を認めた。

4 行動変容介入の評価：疑似実験デザイン
健康アウトカム改善のために，さまざまな行動
変容介入プログラムが設計されている。わが国で
は，前述した特定健診によって腹囲肥満による健
康リスクがあると判断された場合，特定保健指導
の対象となり，年間100万人以上の人が指導を受
けている。しかしながら，今まで特定保健指導が
健康改善につながっているかに関しての検討は十
分ではなく，特定保健指導の介入効果を評価した
従来の研究には方法論的な問題が残されていた。
先行研究では保健指導を受けた人と，受けなかっ
た人を比較し，保健指導を受けた人の方が受けな
かった人よりも，翌年度の健康アウトカムが改善
したと報告していた。しかし，実際に推奨通りに
保健指導を受けた人は一般的に健康意識が高いの
に対して，保健指導を受けなかった人は健康意識
が低いと考えられる。そのため，この2つのグ
ループを比較しても，保健指導を受けたから健康
改善を認めたのか，健康改善するような健康意識
が高い人が保健指導を受けたのか，区別すること
ができない。このように，介入効果の検証を歪め
てしまうような未測定共通原因（例：健康意識）
について従来の手法では十分に考慮されていな
かった。そこで，我々は，回帰不連続デザインと
いう分析手法によって，未測定共通原因の問題を
解決し，保健指導が健康アウトカムに与える効果
をより正確に評価した。
特定保健指導の効果を評価するにはいくつかの
方法が考えられる。最もシンプルな方法はランダ
ム化比較試験による「実験」を行うことである。
具体的には，特定保健指導を「受ける人」と「受
けない人」の2グループにランダム（無作為）に割
り付けて比較を行えば，両グループの特性は似
通った集団になり，特定保健指導の効果を正しく

評価することができる。しかし，国家規模で実施
されている保健指導をランダムに割り付けること
はさまざまな点で困難である。また，「実験」を実
施するには多額の費用や労力がかかる。「受けな
い人」（「受ける人」にも）に不利益が生じない倫
理的配慮も必要である。そこで，本研究では，大
規模な健診データを用いて「実験」に似た状況
（＝「疑似実験」）を作り出し，妥当な比較を行う
ことが可能な「回帰不連続デザイン」という手法
を用いた。「実験」は人為的にランダム割り付け
を行うが，「疑似実験」ではリアルワールドで測定
されたデータからランダム割り付けに似た状況を
見つけ出し解析に利用する。「疑似実験」には，回
帰不連続デザイン，操作変数法，分割時系列デザ
イン，差分の差分析など，さまざまあり，状況に
応じて適切なデザインを選択することになる。
我々は，全国規模国保組合の男性の健診データ
約7.5万人を解析した。特定健診において腹囲が
基準値以上で特定保健指導の対象になるという状
況を活かし，腹囲が「基準を少し超えて指導対象
になった人（ギリギリ引っかかった人）」と「基準
を少し下回って指導対象にならなかった人（ギリ
ギリ引っかからなかった人）」で1-4年後の肥満
度，心血管リスクの変化を比べる回帰不連続デザ
インを選択した。この方法では，「保健指導の対
象になったかどうか」以外は，（健康意識など測定
の難しい特性も含めて）特徴の似通った2つの集
団を比べることができるので，「保健指導の対象
となった効果」を正しく評価することができる。
腹囲の測定結果はランダムにばらつくことが想定
されるので，腹囲85.1㎝と測定され保健指導の対
象になった人が，もう一度測定すると腹囲84.9㎝
で保健指導対象にならないことがあり得る。この
点から，腹囲の測定におけるランダムなばらつき
が，あたかも「実験」におけるランダム割り付け
の様に保健指導への割付を決めていると考えるこ
とができる。そのため，腹囲85cmで起こったアウ
トカムの不連続な変化が「保健指導の対象となっ
たことによる効果」であると解釈できる（図2）。
「保健指導の対象となった効果」を整理すると，
1年後の健康アウトカムについては，軽度の肥満

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 126
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改善を認めるが，心血管リスクの改善は認めない
という結果が得られた。また肥満の改善は3年目
以降で差が検出できなくなった。これらの結果
は，初回指導に限定した場合，女性を対象に分析
した場合も同様であった。保健指導の対象になっ
た人の中で，実際に指導を受けたのは16％に過ぎ
なかった。回帰不連続デザインでは「保健指導を
実際に受けた場合」の効果を推定することも可能
で，「保健指導の対象になった場合」と比較して，
より大きな肥満度改善が認められた。保健指導の
対象になった人の一部しか，実際に保健指導を受
けていなかったのでこの違いは妥当であると考え
られた。「保健指導の対象になった場合」の効果
は割付の効果であり，Intention-To-Treat（ITT）効
果と呼ばれる。医療政策上の保健指導の評価とし
ては実施割合の影響を加味したITT効果で評価す
ることが適切である。一方，「保健指導を実際に
受けた場合」における効果は，Treatment-on-the-
Treated（ToT）効果と呼ばれる。保健指導に割り
付けられ，指導を受けたことの効果を解釈したい

場合はToT効果が適切である。しかし，保健指導
実施割合100％を目指すことは，リソース（人やコ
スト）の観点からも現実的ではない。単純に指導
実施割合を増やすことを目標にせず，指導がより
効果的な集団を明らかにして，その集団における
指導実施を進める方が効果的であると考えられ
た。
回帰不連続デザインは特定の変数の測定値に
よって，介入への割付が決まるような状況に応用
できる。今回の場合は，腹囲の測定結果によって
保健指導の対象になるかどうかが決まっていた。
腹囲85㎝を境に健康リスクは連続的に変化してい
るはずであり，この基準値は人為的に決められた
ものである。この様な状況下で回帰不連続デザイ
ンは有用である（図3）。
以上の研究デザインの工夫によって，大規模
データを活用した観察研究によって妥当な介入評
価が可能である。それでは，ランダム化比較試験
とビッグデータを利用した観察研究はどのように
使い分ける必要があるだろうか。私は，どちらが

ビッグデータは健康増進に向けた行動変容を促進できるのか 27

図2 回帰不連続デザイン
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上位であるということはなく，解決すべき課題と
利用可能なリソースによって，ランダム化比較試
験と観察研究を相互補完的に選択すべきであると
考える。介入評価を厳密に検討するためには，や

はりランダム化比較試験が最善であると考えられ
る。しかし，常にランダム割付が出来るとは限ら
ない。現実的には，ランダム割付を実施できない
状況の方が多い。その場合，疑似実験の考え方

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 128

図3 保健指導の対象になることによって1年後の心血管リスク変化に与える影響
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で，観察研究をランダム化比較試験に似せて，出
来るだけ妥当な介入評価を心掛けるべきである。
もし，未観測共通原因やほかのバイアスによって
歪められた結果を基に意思決定してしまうとか
えって有害となる。

5 EBPMへの行動変容介入の実装
データやエビデンスに基づく行動変容介入は保
健事業に実装されつつある。しかし，そのエビデ
ンスの質については改善の余地が大きい。疫学，
データサイエンスの方法論を適切に理解し，最善
の研究デザインで，ビッグデータの分析を進める
ことが重要である。
我々は，厚労省 予防・健康づくりに関する大
規模実証事業，全国協会けんぽ共同研究事業等
で，全国規模の保険者と連携し，未治療者・治療
中断者に対する受診行動変容の介入
特保利用者における生活習慣行動変容の介入を
行っている。これらの，保健事業と連携した行動
変容介入の研究は，医療や保健の現場に必要なエ
ビデンスを生み，それを医療や保健の現場にアク
ションとして実装するサイクルを形成する。我々
は，これをラーニング・ヘルスシステムと呼んで
いる（図4）。
ビッグデータを分析することで，健康課題を解
決するためのナレッジが取得できる（Data to
Knowledge）。このナレッジを医療や保健の現場
に実装し（Knowledge to Performance），さらに新

たなデータ取得と課題の抽出（Performance to
Data）へつなげることで，健康を支える仕組みを
持続的に向上することができる。これらサイクル
を回す活動を通して，行動変容介入の社会実装を
推進するための研究機関，保険者，医療機関，行
政，産業界のコミュニティーが構築される。
最近，数年間でも，利用可能なビッグデータは
拡大し，実装可能な行動変容介入のアプローチは
進化している。現在と未来の健康を支えるため
に，ビッグデータを活用した行動変容介入への期
待は大きい。

Ⅳ 今後の展望

ビッグデータを活用した行動変容は，データの
拡大，解析技術の進化，行動変容アプローチの進
化によって，今まで以上に，社会実装が進み，
データが日々の健康行動をサポートしてくれるよ
うな未来が期待される。一方で，行動変容介入を
適切に評価し，評価結果に基づき，より効果的な
プログラムへ改善することも求められる。適切な
介入評価において，疫学，統計学，データサイエ
ンスの方法論はもちろん，ビッグデータが生成さ
れる医療・保健の現場に対する理解も重要であ
る。パブリックヘルスの研究者は，研究による科
学的エビデンスの創出と，得られたエビデンスの
社会実装と検証に引き続き貢献していく。
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Can Big Data facilitate behavioral change toward
health promotion?

NAKAYAMA Takeo＊1, FUKUMA Shingo＊1, SAITO Yoshiyuki＊1, 2

Abstract

For conducting public health, the resource of big data helps promote behavior change aimed at

improving health and can be valuable for enhancing the design and implementation of personalized health

interventions. This editorial introduces how public health researchers use medical and health information to

solve social security problems, with specific examples of interventions. The case study focuses on chronic

kidney disease using health check-up data obtained by health insurers’ health services. It shows that behavior

change interventions designed based on data analysis related to patients’ health check-up data, medical

history, and lifestyle can be useful in disease prevention and management and contribute to developing

effective behavior change strategies. Cycles in which behavior change interventions are appropriately

evaluated and improved into more effective programs based on the evaluation results are expected to promote

the generation of scientific evidence and social implementation and to support daily health behaviors in the

future.

Keywords：Public Health, Behavior Science, Health Promotion, Evidence-Based Policy Making (EBPM)
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特集：ビッグデータと保健医療の未来

データサイエンスの保健医療への応用

大西 立顕＊

抄 録

過疎化や働き手不足により，日本全国で買い物や医療へのアクセスに困難を抱える人が増大してい
る。データサイエンスの保健医療への応用として，本研究では国勢調査と座標付き法人電話帳の100m
メッシュデータを用いて，住民の居住地と店舗・施設の位置情報を組み合わせることで，全国の国民一
人一人について最寄り店舗・施設までの距離を推定した。2010年と2015年の2時点を比較した結果，5年
間で全年代では最寄り店舗・施設までの距離が縮小している一方で，高齢者では相対的に距離が遠く
なっていることを明らかにした。推計した距離を都道府県や市区町村単位で年齢階層別に集計し，距離
の比や変化率を用いることで買い物や医療へのアクセスが困難である地域を検知した。さらに，高齢者
の生活環境を評価し，悪化や改善の傾向を明らかにした。

キーワード：地理空間ビッグデータ，電話帳データ，買い物困難，医療困難，最寄り店舗・施設

社会保障研究 2024, vol. 9, no. 1, pp. 33-44.

Ⅰ データサイエンスの潮流

コンピューターの性能はムーアの法則に従って
向上しており，18カ月ごとに二倍になるという
ペースで指数関数的に進化している1)。これは10
年で100倍，20年で1万倍，30年で100万倍という驚
異的な性能向上になる。実際，20年前のコン
ピューターの性能と比較すると，計算時間やデー
タ容量の面でも著しい進歩が見られる。例えば，
20年前には１年かかるとされる計算が，いまでは

わずか1時間で可能になっている。パソコンの主
記憶装置も2000年頃の数ギガバイトのハードディ
スクから，現在では数テラバイト2)のSSDが主流
になっている。情報通信ネットワークも2000年頃
の3Gと呼ばれる毎秒数メガビットの通信速度か
ら，現在では毎秒数10ギガビット3)の5Gに向上し
ている。このような指数関数的な性能向上は物理
世界では考えられない。例えば，自動車や新幹線
が20年後に1万倍のスピードで走るようなことは
起こり得ない。物質世界では物理法則や物理的制
約が進歩のペースを制限するが，情報の世界はそ

＊立教大学大学院人工知能科学研究科 教授
1) 厳密にはこれは半導体素子に集積されるトランジスタ数についての話であるが，コンピュータの処理能力の向
上は，主に半導体の集積技術の向上に依存している。
2) 1テラバイトは1000ギガバイトである。
3) 1ギガビットは1000メガビットである。
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のような制約を受けにくいため，コンピューター
の驚異的な性能向上が実現している。2000年頃に
はコンピューターは多くの業務で実用的な性能を
持つようになり，その後の進展は生活に大きな変
革をもたらし，現代の生活を根底から変えるもの
になってきている。
このように情報通信技術が進展したことによ
り，社会のあらゆる領域で日々，多様なデータが
生み出され，その量は爆発的に増加し続けてい
る。特に人文社会科学系分野における研究では，
従来はアンケート調査や実験などを通じて目的を
持ってデータを収集し，そのデータを理論や仮説
に基づいて検証することで分析が行われてきた。
しかし，現在では，（多くの場合，異なる目的で）
自動的に収集されたビッグデータを活用すること
で，これまでに調査できなかった対象に対しても
分析を行うことが可能になっている。既存の理論
や仮説にとらわれることなく，データドリブン
（データ駆動）で分析を行うことも可能になり，こ
れまでにない新たな発見が生まれやすくなってい
る。さらに，計算機の性能が向上したことによ
り，線形回帰などに代表される単純な分析だけで
はなく，非線形性，非定常性，非正規性などデー
タが持つ複雑で本質的な性質を反映させた分析も
容易に行えるようになっている。
経済物理学の分野では，1990年代から大規模な
データに基づいた実証的な分析が積極的に行われ
ている。当初は，すでに大量のデータが利用可能
であった株式や為替などの金融市場が主な分析対
象であったが，その後，個人や法人の所得，企業
間の取引ネットワーク〔大西（2021），p.66〕〔藤原
（2024），p.4〕，不動産取引〔大西・渡辺（2019），
p.15〕など，さまざまなデータの分析が行われて
いる。ブログやTwitter（X），TVメタデータ〔Ito
and Ohnishi (2021), p.1〕などのテキストデータか
ら社会を分析するような研究も行われるようにな
り，社会物理学や計算社会科学といった新たな分
野も誕生している。地理空間ビッグデータを活用
した分析も進展している。一般に，地理空間情報
と呼ばれる空間データを扱うための情報量や計算
コストは，時系列データやネットワークデータ

（多くの場合，疎行列で表現される）よりもはるか
に大きくなる。そのため，時空間ビッグデータの
観測や分析はこれまでは容易ではなかったが，計
算機の能力向上により実行しやすくなってきてい
る。例えば，スマートフォンや携帯電話の位置情
報を活用して全国規模で流動人口を把握し，昼間
人口と夜間人口の差から各地域の住宅地の場所を
特定した上で各住宅地から外出した人の人数を推
定するようなことも可能であり，このような観測
に基づいて新型コロナウイルス流行下での地域住
民の自粛率を可視化する研究も行われている
〔Mizuno et al. (2021), p.453〕。また，電話帳デー
タを利用して数ヶ月単位で市区町村やより小さな
地域ごとに店舗数の増減を計測することで，新型
コロナウイルスに関連した倒産が全国各地でどの
程度起こっているかを推定するような研究も行わ
れている〔Saito et al. (2022), p.545〕。
本稿では地理空間ビッグデータを活用した具体
的事例として，食料品や医療施設へのアクセスが
困難な地域を推定した分析を紹介する。元々は電
話番号を調べるために作成された電話帳のビッグ
データを活用することで，買い物が困難な地域を
推定するといった異なる目的にデータを有効活用
できることを示す。一方で，データを活用する際
には多くの場合，サンプルバイアスの問題が生じ
る。これに関連した分析の限界についても触れ
る。

Ⅱ 地理空間ビッグデータを用いた買い物困
難・医療困難地域の推定

1 研究の背景
近年，過疎化や働き手不足により，店舗や公共
機関の減少，公共交通の路線縮小や本数削減が相
次いでいる。これにより，人口減少や超高齢化が
深刻な地域だけでなく都市部においても，買い物
や医療に困難を抱える人が増加している。生鮮食
料品を販売する店舗へのアクセスが困難な状況に
ある人のことを買い物困難者と呼ぶ。日本全国の
買い物困難者は，経済産業省によると約700万人
〔経済産業省（2015）〕，農林水産政策研究所による

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 134
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と約824.6万人に上ると推定されている〔農林水
産政策研究所（2018）〕。この問題は「買い物難
民」，「買い物弱者」，「食料品アクセス困難」，
「フードデザート」といった用語でも表現され，住
民の生活環境の維持や高齢者の介護予防にも直結
する社会問題として認識されつつあり，近年，こ
の問題に関するさまざまな研究が行われている。
近隣のスーパーマーケットが撤退したことで自
家用車を持たない高齢者が満足に買い物に行けな
くなってしまったという話を聞いたことがある人
は多いであろう。この事例に象徴されるように，
問題の本質的な要因は社会的弱者が集まって暮ら
す地域において生鮮食料品の供給環境が悪化する
ことであると考えられる〔岩間（2013）〕。地方や
農村，都市圏といった地域の特性によって問題の
背景や状況は異なっており，家族や地域社会の助
け合い（ソーシャル・キャピタル）の低下が問題
をさらに深刻化させていることも指摘されている
〔岩間（2017）〕。この問題に対処するためには，ど
の地域でどの程度の問題が生じているかの実体を
把握することが重要であり，まずは，自宅から最
寄りの生鮮食料品店へのアクセスの困難さを指標
として定量化することが必要になる。全国規模の
このような指標として，買い物困難者の人口を日
本全国の500mメッシュの単位で推定して可視化
をした「食料品アクセスマップ」が知られている
〔農林水産政策研究所（2018）〕。これは，店舗まで
の距離が500m以上でかつ自動車の利用が困難な
65歳以上の高齢者を買い物困難者として定義し，
2015年国勢調査と2014年商業統計の地域メッシュ
統計（500mメッシュ統計）からデータを収集して
推定されたものである〔薬師寺（2015）〕。一方，
特定地域のみを対象とした分析についても山形県
〔三浦・古藤（2010），p.643〕や福岡県福岡市〔鳥
海（2014），p.993〕，山形県鶴岡市〔中村・渡辺
（2014），p.33〕，東京都港区〔中村・浅見（2019），
p.437〕，富山県富山市〔衣笠他（2023），p.735〕な
ど，多くの研究が行われている。これらの研究で
は，単に店舗へのアクセスの困難さだけではな
く，アンケート調査を加えたり，食生活と栄養面
から店舗の食料品の品ἧえも考慮するなど〔岩間

他（2018），p.81〕，対象は一部の特定地域に限定
されているがより実態を反映させた分析も行われ
ている。
日本全国の規模で買い物が困難である地域を特
定するには，理想的には全国規模でアンケート調
査を実施する必要があるが，現実には膨大なコス
トがかかるためそれを行うのは難しい。実際，全
国規模で買い物困難地域の地理的分布を推定した
調査は，農林水産政策研究所による食料品アクセ
スマップのみが知られている〔農林水産政策研究
所（2018）〕。このアクセスマップでは，メッシュ
データから推定を行っている都合上，居住地から
500m以内に店舗があるか否かの情報のみをもと
に買い物困難者の人口を推計している。閾値を
500mとして固定して調べているため，100mの距
離の人と400mの距離の人，あるいは800mの距離
の人と2kmの距離の人などの差異を考慮した考察
を行うことができない。実際，適切な閾値は，地
域の特性や対象とする人の属性によって大きく異
なってくると考えられる。さらに，国勢調査と商
業統計は数年に一度しか調査が実施されないた
め，両者の調査が同時点に行われるとは限らず
データの時点にずれが生じてしまう問題，最新の
データが利用できない問題もある。
本研究では，国勢調査100mメッシュ推計デー
タと座標付き電話帳DBテレポイント法人版の
データを活用することで，100mという高い精度
で最寄り店舗までの距離を推計する。これによ
り，全国の住民一人一人に対して店舗・施設まで
の距離をより詳細に分析することが可能になる。
電話帳データは数ヶ月ごとに更新されるため，国
勢調査が実施された時点と同時点の店舗・施設の
情報を得ることができる。さらに，最新の店舗・
施設の所在地データを用いた分析も可能であり，
食料品店のみに限ることなく商業統計の調査対象
になっていない業種に対しても同様の分析を行う
こともできる。

2 国勢調査100mメッシュ推計データと座標
付き電話帳DB
本研究では，2010年と2015年の国勢調査100m
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メッシュ推計データを使用し，全国規模で住民の
居住地を把握した。このデータは，地域メッシュ
統計の4次メッシュ（500mメッシュ）集計データ
の人口を，住居系建物の戸数に基づいて100m
メッシュに配分することで得られるものであり，
各100mメッシュ単位で0～14歳人口，15～64歳人
口，65歳以上人口，75歳以上人口，85歳以上人口，
高齢単身世帯数，高齢夫婦世帯数が推計されてい
る。全国において人口が1人以上いるメッシュの
数は，2010年時点で3,844,802個になる。
食料品・飲食店や病院・医療施設の所在地を特
定するためには，座標付き電話帳DBテレポイン
ト法人版（2010年2月，2015年2月）を使用した。
このデータは，電話帳に収録されている店舗・施
設に経度と緯度の座標値，そして業種の情報が付
加されたものである。図1は，東京都港区におけ
る電話帳に収録されている全店舗・施設の位置を
点として示したものである。電話帳には，大企業
から個人事業主まで幅広い店舗・施設が収録され

ているため，全国規模であらゆる業種の店舗・施
設の所在地を特定することが可能である。業種は
39の大分類，824の中分類，2209の小分類に分類さ
れており，それぞれの店舗・施設に記載されてい
る。本研究では，食料品・飲食店に該当する71個
の中分類業種と，病院・医療施設に該当する32個
の中分類業種を抽出して分析を行った。その結
果，2010年時点で抽出された食料品・飲食店は
1,078,381個，病院・医療施設は356,267個であっ
た。

3 最寄り店舗・施設までの距離
全国の国民全員に対して最寄りの食料品・飲食
店までの距離を調べた。人々の居住地は100m
メッシュデータで提供されているが，食料品・飲
食店の位置情報はポイントデータ（経度と緯度）
であるので，両者のデータ形式を一致させる必要
がある。本研究では，居住地の経度と緯度を各
メッシュの中心点として定義することで，メッ
シュデータをポイントデータとして扱った。各居
住地（つまり，各メッシュの中心点）から最寄り
の食料品・飲食店までの距離を計算するために
は，その居住地から最も近い店舗を特定する必要
がある。そのためには，各居住地からすべての食
料品・飲食店までの距離を計算し，最小距離の店
舗を見つける必要がある4)。この計算には膨大な
計算量が必要になるが，並列計算に適した計算に
なるため，MPIを用いてスーパーコンピュータで
実行した。また，本研究では全国規模で分析を行
うため，経度と緯度から二地点間の距離を単純に
計算すると，緯度によって実際の距離が異なって
しまう問題がある。このため，ヒュベニの公式5)

を用いることで，軽い計算コストで比較的高い精
度で距離を算出した。
群馬県北部の一部の市町村において，各居住地
から最寄りの食料品・飲食店までの距離を計算し

4) 実際には計算効率を向上させるために，アルゴリズムを工夫して実行している。具体的には，計算を開始する
前に，すべての居住地と食料品・飲食店を経度の昇順に並べ替える。次に，注目している居住地の最寄りの食料
品・飲食店を見つけるために，その居住地の経度に近い順に食料品・飲食店を優先的に選択し，距離を計算してい
く。この際，ある一定の距離以上離れた食料品・飲食店は，順番の情報だけからその距離がすでに計算された距
離よりも大きくなることが分かるため，計算コストのかかる距離の計算を省略することができる。

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 136

注：●は自転車店，○は酒店，＋は喫茶店（その他），×は料亭を
示す。

図1 電話帳データに収録されている東京都港区の店
舗・施設の空間分布
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た。図2にその結果を示す。都市部では，最寄り
の食料品・飲食店までの距離が300m以下の居住

地が多い一方で，山間部では4km以上，場所に
よっては8km以上も離れている居住地もある。図
3は高知県についての結果である。高知県は山間
部が多いため，4km以上離れている居住地が多く
存在しており，また，島内に食料品・飲食店がな
い離島も存在していることが分かる。
次に，全国の国民一人一人について最寄りの食
料品・飲食店までの距離を調べた。これは，先程
求めた居住地から最寄りの食料品・飲食店までの
距離に，その居住地の人口に応じた重みをかけて

5) 地球が楕円体であることを考慮して長半径 ，短半径 ，第一離心率 と

して，経度 ，緯度 と経度 ，緯度 の二地点間の距離を に

より求める。

データサイエンスの保健医療への応用 37

図2 群馬県北部の一部の市町村について居住地から
最寄りの食料品・飲食店までの距離（km）を示
したマップ

図4 食料品・飲食店（上図）と病院・医療施設（下図）
について最寄り店舗・施設までの距離の確率密
度関数

図3 高知県について居住地から最寄りの食料品・飲
食店までの距離（km）を示したマップ
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集計することで算出される。図4（上図）に得られ
た距離の確率密度関数を示す。全国民の半数は居
住地から約200m以内の距離に食料品・飲食店が
あり，高齢単身世帯の場合，ほかの世帯に比べて
食料品・飲食店の近くに居住している人も多い一
方で，数kmも離れている世帯も多い傾向がある。
距離を全国民で平均すると279mになるが，65歳
以上のみで平均をとると324mと1.16倍大きくな
る。したがって，高齢者ほど最寄り食料品・飲食
店までの距離が遠い傾向が見られる。同様の傾向
は中央値でも確認できる。病院・医療施設につい
ても同様に計算を行った結果を図4（下図）に示
す。最寄りの病院・医療施設までの距離の全国民
の平均値は432mであるが，65歳以上の平均値は
515mと1.19倍大きくなる。したがって，食料品・
飲食店と同じく，高齢者の最寄りの病院・医療施
設までの距離も遠い傾向が見られる。
国民一人一人について求めた最寄り店舗・施設
までの距離を市区町村単位に集計することで，全
国の全市区町村の特徴を明らかにすることができ
る。各市区町村ごとに最寄りの食料品・飲食店，

病院・医療施設までの平均距離を計算した。平均
距離の大きい市区町村を表1，2に示す。距離が大
きくなっている鹿児島県十島村，東京都三宅島，
東京都小笠原村，東京都御蔵島村，沖縄県島尻郡
などの離島では，島内に該当する店舗・施設が電
話帳データに存在していなかった可能性が考えら
れる。また，過疎地域とみなされる高知県土佐郡
大川村，山梨県北都留郡丹波山村，岩手県下閉伊
郡川井村，北海道積丹郡積丹町などでは，距離が
大きくなっている。これらの市区町村ごとに求め
た平均距離は，生活環境を定量化する一つの指標
として活用できる。
都道府県単位でも同じように調べた。各都道府
県ごとに最寄りの食料品・飲食店までの平均距離
を計算した結果を図5（上図）に示す。人口の多い
都道府県では距離が短く，人口の少ない県では距
離が長くなる傾向が見られる。また，65歳以上の
人に限定して最寄りの食料品・飲食店までの平均
距離を計算した結果を図5（下図）に示す。ほとん
どの都道府県で先程の平均距離よりも長くなって
おり，ここでも高齢者ほど最寄りの店舗までの距

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 138

表1 最寄りの食料品・飲食店ま
での距離が大きい市区町村

距離（m） 市区町村名
47791 鹿児島県鹿児島郡十島村
4760 高知県土佐郡大川村
3952 東京都三宅島三宅村
3776 東京都小笠原村
3149 山梨県北都留郡丹波山村
2851 福島県南会津郡檜枝岐村
2837 宮崎県東臼杵郡椎葉村
2714 愛知県北設楽郡豊根村
2700 奈良県吉野郡十津川村
2613 鹿児島県鹿児島郡三島村
2583 福島県双葉郡川内村
2581 東京都御蔵島村
2567 長野県南佐久郡北相木村
2531 宮崎県児湯郡西米良村
2514 宮崎県東臼杵郡諸塚村
2501 福島県双葉郡ᷤ尾村
2490 北海道十勝郡浦幌町
2467 沖縄県国頭郡東村
2386 北海道天塩郡幌延町
2294 熊本県球磨郡球磨村

表2 最寄りの病院・医療施設ま
での距離が大きい市区町村

距離（m） 市区町村名
22856 沖縄県島尻郡渡名喜村
7722 岩手県下閉伊郡川井村
6933 沖縄県島尻郡渡嘉敷村
6231 北海道積丹郡積丹町
5928 奈良県吉野郡野迫川村
5362 宮崎県東臼杵郡椎葉村
4846 青森県中津軽郡西目屋村
4472 熊本県球磨郡五木村
4454 北海道阿寒郡鶴居村
4367 北海道宗谷郡猿払村
4341 北海道野付郡別海町
4332 青森県下北郡東通村
4309 青森県下北郡風間浦村
3984 北海道目梨郡羅臼町
3969 大分県東国東郡姫島村
3953 北海道島牧郡島牧村
3952 東京都三宅島三宅村
3942 福島県南会津郡檜枝岐村
3879 福島県双葉郡川内村
3784 宮崎県東臼杵郡諸塚村
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離が遠い傾向が確認された。ただし，この傾向の
強弱は都道府県によって異なり，次節で詳しく調
べる。図6は病院・医療施設について計算した結
果であるが，食料品・飲食店と同様の傾向が確認
できる。

4 最寄り店舗・施設までの距離の比
前節で示したように，高齢者とその他の年齢層
では最寄りの店舗・施設までの距離に差異があ
り，これらの差は市区町村や都道府県によって異
なる。この差異を調べるために，各市区町村（都
道府県）における65歳以上の最寄り店舗・施設ま
での平均距離を，全年齢層の平均距離で割った値
（距離比）に注目した。この値が大きいほど，高齢
者は全住民と比較して最寄り店舗・施設までの距
離が遠くなり，高齢者の生活環境が悪いと解釈で
きる。一般に，移動手段や生活環境は市区町村
（都道府県）によって異なるため，距離そのものに
ついては各地域の特性を考慮した上で解釈する必

要があり，地域間の直接的な比較は困難である。
しかしながら，距離の比を見ることで，地域の特
性を調整した上での評価が可能になる。
食料品・飲食店と病院・医療施設について，市
区町村ごとに距離の比を計算した。距離の比の大
きい市区町村を表3，4に示す。これらの地域で
は，高齢者が店舗・施設から相対的に遠くに居住
しているため，優先的に施策を検討すべきと考え
られる。沖縄県島尻郡南大東村，沖縄県宮古島
市，北海道利尻郡利尻富士町では，全住民と比較
して高齢者は店舗・施設から約1.4倍も遠くに居
住している。距離の比の大きい市区町村は，必ず
しも人口の少ない地域や人口減少が顕著な地域と
は限らない。例えば，愛媛県松山市や鹿児島県霧
島市など，県庁所在地や人口の多い地域も含まれ
る。買い物や医療へのアクセスに関しては，しば
しば人口の少ない地域に焦点が当てられがちだ
が，実際には高齢者の居住地と店舗・施設の所在
地が重要である。両者の距離を考慮して距離の比

データサイエンスの保健医療への応用 39

図5 都道府県別に算出した最寄りの食料品・飲食店
までの距離（m）の全年齢平均（上図）と65歳以
上平均（下図）

図6 都道府県別に算出した最寄りの病院・医療施設
までの距離（m）の全年齢平均（上図）と65歳以
上平均（下図）
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を算出したことで，より実態に即した状況把握が
可能になった。
都道府県単位で距離の比を求めた結果を図7に
示す。食料品・飲食店と病院・医療施設のいずれ
においても，東京都，大阪府，神奈川県では高齢
者とほかの年齢層で大きな違いは見られなかっ
た。しかし，大分県，鹿児島県，愛媛県，石川県，
宮崎県，高知県では，高齢者が店舗・施設から遠
くに住んでいる傾向が強く現れている。地域包括
ケアなどの行政政策を検討する際には，地域特性
を十分に考慮することが重要であり，これらの知
見の活用が期待できる。

5 最寄り店舗・施設までの距離の変化率
以上は一時点のデータについての分析であった
が，本節では時間的な変化に着目した分析を行
う。具体的には，2010年と2015年の2つの時点を
比較し，最寄りの店舗や施設までの距離がどのよ
うに変化したかを調べた。その際，2015年の距離
の中央値Yが，2010年時点の距離の中央値Xに対
して何倍になったかを表わす変化率R＝Y／Xに注
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表3 最寄りの食料品・飲食店まで
の距離の比（65歳以上平均／全
年齢平均）の大きい市区町村

距離の比 市区町村名
1.40 沖縄県島尻郡南大東村
1.40 沖縄県宮古島市
1.37 北海道苫前郡初山別村
1.36 山口県柳井市
1.36 鹿児島県姶良郡姶良町
1.35 沖縄県国頭郡今帰仁村
1.35 山口県熊毛郡平生町
1.35 長野県北安曇郡白馬村
1.33 鹿児島県大島郡瀬戸内町
1.30 宮崎県日向市
1.30 和歌山県有田郡有田川町
1.28 愛媛県松山市
1.28 福岡県筑紫郡那珂川町
1.27 大分県中津市
1.27 広島県三次市
1.27 和歌山県田辺市
1.27 京都府福知山市
1.27 鹿児島県霧島市
1.26 沖縄県国頭郡国頭村
1.25 和歌山県伊都郡高野町

表4 最寄りの病院・医療施設まで
の距離の比（65歳以上平均／全
年齢平均）の大きい市区町村

距離の比 市区町村名
1.38 北海道利尻郡利尻富士町
1.37 山口県熊毛郡平生町
1.37 鹿児島県霧島市
1.37 和歌山県有田郡有田川町
1.35 沖縄県宮古島市
1.34 北海道北斗市
1.34 岐阜県本巣市
1.33 青森県むつ市
1.33 沖縄県島尻郡南大東村
1.33 北海道中川郡中川町
1.32 北海道虻田郡喜茂別町
1.32 沖縄県国頭郡国頭村
1.29 和歌山県日高郡日高町
1.29 京都府福知山市
1.29 福岡県筑紫郡那珂川町
1.29 鹿児島県姶良郡姶良町
1.28 沖縄県うるま市
1.28 鹿児島県大島郡瀬戸内町
1.28 宮崎県日向市
1.27 北海道標津郡中標津町

図7 食料品・飲食店（上図）と病院・医療施設（下図）
について都道府県別に算出した最寄り店舗・施
設までの距離の比（65歳以上平均／全年齢平均）
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目した。全国の住民を対象にして調べた結果，変
化率R住民は食料品・飲食店では0.945，病院・医療
施設では0.972であり，5年間で距離が短縮された
ことが明らかになった。一方，65歳以上のみで調
べた場合，変化率R高齢者は食料品・飲食店で
0.956，病院・医療施設で0.984であった。高齢者
の変化率はほかの年代と比較して1に近く，相対
的に最寄りの店舗・施設までの距離が遠くなって
おり，高齢者の生活環境の悪化が懸念される。
なお，変化率が1より小さいからと言って，実際
に5年間で距離が短かくなったと断言することは
できないことに注意する必要がある。異なる二つ
の時点のデータを用いて分析しているが，各時点
のデータでサンプルバイアスの入り方が同じであ
る保証はない。実際，2010年と2015年で国勢調査
の方法はまったく同じではなく，固定電話の利用
が減少していることから電話帳に記載されている
店舗・施設が減少している可能性も考えられる。
一方，全国民で求めた変化率R住民と高齢者で求め
た変化率R高齢者を比較することで，両者は同じ条
件で算出したものであるためバイアスの影響が軽

データサイエンスの保健医療への応用 41

表5 食料品・飲食店についての距離の変
化率の比の大きい市区町村

市区町村名 距離の変化率の比
鹿児島県鹿児島郡三島村 2.34

鹿児島県大島郡大和村 1.51

北海道阿寒郡鶴居村 1.49

福島県双葉郡広野町 1.34

長野県下伊那郡根羽村 1.30

北海道古宇郡神恵内村 1.28

山形県最上郡大蔵村 1.26

奈良県吉野郡上北山村 1.24

青森県三戸郡新郷村 1.22

兵庫県赤穂郡上郡町 1.20

沖縄県国頭郡大宜味村 1.20

福島県大沼郡金山町 1.19

沖縄県中頭郡中城村 1.19

愛知県知多郡美浜町 1.19

愛媛県上浮穴郡久万高原町 1.18

富山県中新川郡舟橋村 1.17

福島県河沼郡会津坂下町 1.17

千葉県香取郡神崎町 1.17

北海道河東郡士幌町 1.15

北海道上川郡清水町 1.14

表6 病院・医療施設についての距離の変
化率の比の大きい市区町村

市区町村名 距離の変化率の比
岡山県勝田郡勝央町 1.60

北海道虻田郡ニセコ町 1.47

島根県隠岐郡西ノ島町 1.44

福島県双葉郡広野町 1.41

奈良県吉野郡野迫川村 1.37

北海道様似郡様似町 1.30

新潟県岩船郡粟島浦村 1.29

北海道新冠郡新冠町 1.25

北海道河東郡士幌町 1.25

鹿児島県大島郡喜界町 1.24

山口県阿武郡阿武町 1.240

奈良県吉野郡上北山村 1.24

沖縄県島尻郡伊是名村 1.20

長野県小県郡長和町 1.20

北海道上川郡東川町 1.20

新潟県南魚沼郡湯沢町 1.19

岐阜県大野郡白川村 1.19

長野県下伊那郡売木村 1.17

福島県耶麻郡北塩原村 1.16

長野県上水内郡飯綱町 1.15

図8 食料品・飲食店（上図）と病院・医療施設（下図）
について都道府県別に算出した距離の変化率の
比
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減され，信頼性の高い評価が得られると言える。
そこで，高齢者と全住民の変化率の比R高齢者／

R住民に注目した。この比が1より大きい（小さい）
ほど，5年間で高齢者の最寄り店舗・施設までの距
離が相対的に遠く（近く）なったことを示す。市
区町村単位で計算した結果，変化率の比が大き
かった市区町村を表5，6に示す。これらの地域で
は高齢者の生活環境が相対的に悪化しており，特
に高齢化や人口減少の課題を抱えている山村地域
や離島地域でその傾向が顕著であることが分か
る。同様に都道府県単位で計算した結果を図8に
示す。鹿児島県，大分県，宮崎県では変化率の比
は1より小さく，相対的にみて高齢者の最寄り店
舗・施設までの距離が短縮されたことが分かる。
一方，京都府や香川県では変化率の比は1より大
きく，距離が相対的に長くなったことが分かる。
このように高齢者と全国民の変化率の比を観測す
ることで，最寄り店舗・施設までの距離の側面か
ら高齢者の生活環境の悪化，改善の状況を定量化
することができた。

6 まとめと今後の課題
本研究では，全国の住民一人一人に対し，100m
メッシュの精度で食料品・飲食店や病院・医療施
設までの距離を計算した。食料品や医療施設への
アクセスに必要な距離を100mの空間解像度で可
視化することで，どの地域にどの程度の問題が生
じているかを全国規模で詳細に把握することがで
きるようになった。さらに，市区町村や都道府県
の単位で集計を行い，各地域の特徴を明らかにし
た。各地域ごとに高齢者と全住民を比較すること
で，高齢者の生活環境を評価し，悪化や改善の傾
向を把握することができた。これらの知見を用い
て，買い物や医療へのアクセスが困難であると疑
われる地域を早期に特定し，実態を把握するため
にその地域に限定してアンケート調査を行うな
ど，ビッグデータとアンケート調査を組み合わせ
た効果的な活用が考えられる。
本研究では，各地域を平均距離で特徴づけて議
論を行った。同じ地域に住む住民でも，距離の遠
い人もいれば，近い人もおり，図4で見たように距

離は広く分布している。今後，各地域ごとに距離
の分布をさらに調べていくことで，人によって距
離の差が大きい地域を特定したり，全国で距離の
分布が類似した地域をクラスタリングすることが
可能である。本研究では，2010年と2015年の二時
点について分析を行ったが，国勢調査は5年に一
度，電話帳データは数ヶ月ごとに更新されるた
め，過去のデータを活用して例えば1年ごとに分
析することも可能である。これにより，時系列と
して各地域の変化の推移を追跡し，現在の状況に
至った経緯を調べることもできる。このような分
析によって得られる結果は，各地域の生活環境の
評価や政策立案に有益なものになると期待され
る。
今後の課題として，以下のことが考えられる。
まず，国勢調査に回答していない住民，電話帳に
記載されていない店舗や施設の存在が挙げられ
る。これらの情報の欠落によるサンプルバイアス
の影響を確認し，実際の状況を反映しているかど
うかを精査する必要がある。特に，農村部では宅
配や移動販売，自家生産，直売所などの特殊な
サービスや施設が存在することを考慮しなくては
ならない。算出された指標が実際の状況を正確に
反映しているかどうかの調査も必要である。例え
ば，本研究では直線距離として距離を推定した
が，精度を向上させるために道路に沿った距離を
用いることもできる。特に，川や海，山などの地
形がある場合は，この誤差の影響は大きいと考え
られる。経路，地形の起伏，移動手段，年齢など
も考慮して，より現実に即した指標を検討するこ
とも考えられる。また，今回の分析で得られた変
化の原因が店舗や施設の撤退や進出によるものな
のか，それとも住民の転居，死亡，出生によるも
のなのかを検討する必要もある。実際に施策や政
策を策定する際には，データのみからでは把握で
きていないこれらの要因も慎重に考慮した上で行
う必要がある。

Ⅲ 保険医療ビッグデータ活用の可能性

医療保険のあらゆる領域において，ビッグデー

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 142
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タの活用が期待される。医療画像，医療記録，ゲ
ノムデータ，創薬などでは，より効率的な診断，
治療，予防に向けた取り組みが行われている。今
後も情報通信技術が急速に進展することが想定さ
れるため，ウェアラブルデバイスやセンサー技術
などの活用が進み，心拍数や血圧などのさまざま
な生体データの取得がより容易になり，日常生活
でのあらゆるデータが収集可能になってくると予
想される。世界的に見れば，日本は超高齢化社会
であるため，特に高齢者に関するデータは今後
益々取得できるようになってくると考えられ，こ
れを活用した研究の進展が望まれる。一方で，個
人情報保護や倫理的観点から，データの適切な管
理と利用がより求められるようになる。個人情報
の保護が過度に強調されると，データの有効な活
用が制限されてしまう可能性があるため，このバ
ランスを取ることが重要になってくる。データを
適切に分析するためには，その領域の専門知識だ
けではなく，ビッグデータの取り扱いに関する情
報と数理の知識やスキルも必要になる。1人の研
究者が両方の知識やスキルを修得するのは難しい
ため，専門知識を持った複数の人材が密に連携し
て分析を進めることが今後より重要になってくる
と考えられる。
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The application of data science to healthcare

OHNISHI Takaaki＊

Abstract

The depopulation and labor shortage in Japan have made it increasingly difficult for residents to
access shopping and medical services throughout the country. As an application of data science to healthcare,

this study estimated the distance from each individual’s location to the nearest stores and facilities using

national census data and geocoded corporate phone directory data at a 100-meter mesh scale. When comparing

data from 2010 to 2015, it was found that the distance decreased for all age groups over the five-year period,
except for the elderly who experienced a relative increase in distance. The estimated distances were

aggregated by prefecture and municipality, stratified by age groups, and used to identify areas where access to
shopping and medical services is challenging. Additionally, the study evaluated the living environment of the

elderly individuals and identified trends in its deterioration or improvement.

Keywords：Big geospatial data, Phone directory data, Shopping difficulties, Medical difficulties, Nearest
stores/ facilities
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特集：ビッグデータと保健医療の未来

保険者のデータヘルス計画の現状と課題

柴田 潤一郎＊1，井原 陽介＊2

抄 録

全国健康保険協会では保有するビッグデータを活用し，医療費動向及び地域や業種・業態による健康
度の格差の要因分析等を実施し，これを基礎データとして，健康づくり事業や医療費適正化を実施する
ためのデータヘルス計画を策定している。
データヘルス計画の柱として，生活習慣病予防の「重症化予防事業」や事業所と協働した従業員の健
康維持・増進する「コラボヘルス（健康経営のサポート）」を推進している。
埼玉支部では糖尿病性腎症の重症化予防などを効果的に実施していくため，東京大学大学院医学系研
究科医療経済政策学と共同分析を実施するなど，データの有効活用を図っている。
今後さらに，医療費動向や健康度分析の精度向上を図るためには，保険者間の継続的なデータ連携が
重要となる。また，個人の健康をサポートするためには，その効率的・効果的な実施の障害となる個人
情報保護の適用見直し等の法律改正を行う必要がある。

キーワード：医療費適正化，データヘルス計画，重症化予防，データ連携

社会保障研究 2024, vol. 9, no. 1, pp. 45-53.

Ⅰ 全国健康保険協会のデータヘルス計画（保
健事業）

全国健康保険協会（以下「協会けんぽ」とい
う。）は，加入者約4,000万人，加入事業所約260万
事業所からなる日本最大の医療保険者であり，平
成20年10月に社会保険庁（国）が運営してきた政
府管掌健康保険を引き継ぎ，健康保険法に基づき
設立された法人である。
政府管掌健康保険では，全国一律の運営が行わ
れており，保険料に関しても標準報酬月額（≒所

得）が同じであれば全国一律であり，医療費に都
道府県毎の地域差があったが，保険料率には反映
されていなかった。
高齢化の進展により，各保険者の医療保険財政
が厳しい状況にある中，保険者の財政基盤の安定
化及び保険者機能の発揮のため，都道府県単位の
財政運営のもと，被保険者等の意見を反映した自
主性・自立性のある保険運営を行うことが企図さ
れ，「健康保険法等の一部を改正する法律」（平成
18年法律第83号）により，協会けんぽが設立され
た。
協会けんぽは本部及び47都道府県支部で構成さ

＊1全国健康保険協会東京支部長
＊2全国健康保険協会本部企画部
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れており，各支部が保険者機能を発揮し，医療費
適正化や加入者の健康維持・増進を目的に健康づ
くり事業を実施している。
協会けんぽ設立当初は，現金給付の審査支払等
の保険者としての基盤的な業務の確立を中心に取
り組んでいたため，加入者の健康づくりについて
は，「高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年
法律第80号。以下「高確法」という。）」により義
務付けられた特定健康診査及び特定保健指導1)に
特化して展開していた。
平成25年10月から，特定健康診査と特定保健指
導に加え，被保険者が受診している生活習慣病予
防健診の健診結果データに着目した。具体的に
は，血圧・血糖の健診結果から治療が必要と判断
されている者のうち，レセプトデータを活用して
医療機関を受診していない被保険者を特定し，早

期の医療機関への受診勧奨を行う「重症化予防事
業」を開始した。令和4年10月からは，当該事業の
対象について，血圧・血糖に，LDLコレステロー
ル値も加えた（図1）。今後，被保険者だけでなく，
被扶養者にも対象を広げ，更に取組の強化を行っ
ていく予定である。
また，協会から加入者本人への取組に加え，協
会と事業主が協働して従業員の健康維持・増進す
るコラボヘルス（健康経営2)のサポート）を推進し
てきた。協会から事業所へ従業員のレセプトデー
タや健診データから疾病傾向や健康課題の保有状
況を掲載した「事業所カルテ」を示し，事業所と
して，職場の健康づくりに取り組むことを宣言
し，協会けんぽとともに従業員の健康維持・増進
を図る取組である。
平成27年10月に制定した保険者機能強化アク

1) 1）高齢者の医療の確保に関する法律第二十条：保険者は，特定健康診査等実施計画に基づき，厚生労働省令で
定めるところにより，四十歳以上の加入者に対し，特定健康診査を行うものとする。以下，略。
2）高齢者の医療の確保に関する法律第二十四条：保険者は，特定健康診査等実施計画に基づき，厚生労働省令で
定めるところにより，特定保健指導を行うものとする。
2) 健康経営：従業員等の健康管理を経営的な視点で考え，戦略的に実践すること。企業理念に基づき，従業員等へ
の健康投資を行うことは，従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし，業績向上や株価向上
に繋がると期待されている。健康経営は，日本再興戦略，未来投資戦略に位置づけられた「国民の健康寿命の延
伸」に関する取り組みでもある。

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 146

図1 重症化予防事業の流れ



0104_社会保障研究_【柴田】_PK-2.smd  Page 3 24/06/21 09:25  v4.00

ションプラン（第3期）では，保険者機能の更なる
強化により，「医療等の質や効率性の向上」「加入
者の健康度を高めること」「医療費等の適正化」を
実現すべき目標とし，更に進んだ健康づくり等の
取組を行うこととした。具体的には，①本部にて
保有する加入者データやレセプトデータ，健診
データ等を紐づけ，加入者の健康状態の変化や医
療費の状況，所属事業所の規模，業態等の各支部
の特徴を把握し②各支部において，当該データ分
析に基づいてデータヘルス計画3)を策定し，保健
事業の充実を図ってきた。
令和6年度からの保険者機能アクションプラン

（第6期）では，医療費・健診データを活用した地
域差の分析を掲げ，データ分析に基づく事業の実
施等，協会が保有するビッグデータの活用を進め
ていくこととしている。
次章では，具体的な健康づくり事業の内容につ
いて，埼玉支部を例に述べる。

Ⅱ 埼玉支部のデータヘルス計画（保健事業）

埼玉支部におけるデータヘルス計画は，図2の
ように大きく分けると，「生活習慣病の重症化予
防」と「健康経営のサポート事業」の2本柱により
構成されている。特定健康診査及びレセプトデー
タについて，加入者や事業所ごとに紐づけ分析を
行うことにより，埼玉支部の特徴を把握し，効果
的かつ効率的な取組を通じた加入者の健康維持増
進を図っている。

1 埼玉支部の重症化予防
全国的に，協会けんぽ加入者の入院外医療費に
ついては，40歳以降の全年齢階級で高血圧性疾患

と糖尿病が上位に入っているが，埼玉支部におい
ては，その比率が全国を上回っている。更に，埼
玉県は高齢化が最も顕著なスピードで進むため，
生活習慣病の重症化が極めて速くなる可能性があ
る（事実，人工透析を受ける加入者は年々増加し
ている）。
そこで，埼玉支部のデータヘルス計画では，生
活習慣病（糖尿病など）の重症化予防を一つの柱
とした。特に，人工透析導入の主原因たる糖尿病
性腎症の重症化予防を積極的に展開していくこと
が，健康寿命の延伸等のための重要な課題ととら
えている。
具体的には，重症化予防は，図3のとおり，健康
状態により，三つの段階に分けて，①～③の取組
を実施している。
① 予備軍の特定保健指導については，生活習
慣病の発症リスクが高く，生活習慣改善に
よる生活習慣病の予防効果が多く期待でき
る方に対して，専門スタッフ（保健師，管
理栄養士など）が生活習慣見直しに向けた
サポートを実施している。

② 未治療者については，健診当日に健診機関

3) データヘルス計画：医療情報（レセプト）や健診結果の情報等のデータ分析に基づき，PDCAサイクルで効率
的・効果的な保健事業を実施する取り組みで，平成27年度からすべての保険者に実施が義務付けられている。

保険者のデータヘルス計画の現状と課題 47
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図2 データヘルス計画の概要
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図3 重症化予防の分類
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から医療機関への受診勧奨を行うことが望
ましいが，すべての健診機関でそうした対
応を実施することは難しい。このため，健
診の後日，糖尿病重症化リスクの高い未受
診者を抽出し，文書により受診勧奨を行っ
ている。更に，勧奨対象者のうちより重症
域と判断される者に対し，文書及び電話で
受診勧奨を行っている。

③ ハイリスク者については，糖尿病性腎症で
治療中の患者に保健指導への参加勧奨を行
い，参加同意のあった患者に対し，かかり
つけ医の指示に基づき，自己管理能力の向

上を中心とした4ヵ月間の保健指導を実施
している。更に，保健指導実施後も，年1回
程度の継続支援を3年間実施している。

2 埼玉支部の健康経営サポート
健康経営に取り組む企業へのサポートにあたっ
て活用しているのが，図4にサンプルを掲載して
いる「健康経営サポートカルテ」である。事業所
加入者の健診データやレセプトデータを事業所ご
とに分析し，その事業所の特性を明らかにするも
ので，県平均や同業種との比較もできる。

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 148

図4 健康経営サポートカルテ（抜粋）
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Ⅲ 東京大学大学院医学系研究科医療経済政策
学との共同研究

1 共同研究の内容
埼玉支部では，加入者のQOLの維持・向上及び
医療費の適正化を目的として「生活習慣病の未治
療者への受診勧奨事業」及び「かかりつけ医と連
携した糖尿病性腎症重症化予防事業」を行ってい
る。
東京大学大学院医学系研究科医療経済政策学
は，医療ビッグデータの多変量解析のみならず，
機械学習4)を開発している。
当該機械学習を活用したデータ分析を志向する
東京大学と，保有する大規模な加入者データの分
析を効率的に行いたい埼玉支部のニーズが一致し
たため，機械学習を活用して，生活習慣病未治療
者への適切で効果的な受診勧奨の研究及び糖尿病
性腎症の重症化予防に共同で取り組むこととなっ
た。
本研究事業は，健康関連行動の要因解明ととも
に，各種取組の有用性（財政効果など）も検証す
る。また，予防介入の臨床的な効果検証のみなら
ず，医療費・介護費に対する影響も併せて評価し，
長期の臨床経済的な予測モデルの精度向上も目指
す。県民福祉への貢献のみならず，診療連携の強
化やデータサイエンス分野の学際的な進展を促す
ことも期待される事業である。

Ⅳ データヘルス計画（保健事業）推進上の課題

1 複数の法律により分断された健康管理
保険者が加入者の健康維持・増進のため健康管
理を行う上で必要なデータは数多く存在するが，

埼玉支部ではその一部しか保有できていない。そ
の背景には，健康管理にかかわる法律が複数存在
すること，また，それらの法律の連動性が極めて
少なく，各法律に基づいて，各機関が別個に健康
管理を実施している実態がある。
例えば，保険者は，高確法に基づき特定健康診
査を実施し，そのデータを保有している。ただ
し，被用者保険の場合，40歳未満への健診は義務
付けられていないため，基本的には40歳以上の健
診データを保有している（協会けんぽでは，被保
険者では35歳以上を対象に健診を実施）。
一方，事業者は労働安全衛生法（昭和47年法律
第57号）5)に基づき，従業員への健康診断（事業者
健診）を行っている。高確法上，当該データを保
険者の求めに応じて提供することとされている
（第27条）6)が，実際提供されているデータはごく
一部に留まっている。
大きな要因は，保険者が健診機関に事業者健診
データの提供を依頼する際，事業者の同意が必要
となるところ，事業所サイドの非協力的な姿勢や
保険者における人件費等の多大な労力の発生か
ら，同意書の取得が困難な点にある。
加入者の健康維持・増進さらにはデータ分析を
精緻なものにしていくためにも，データの一元管
理，具体的には保険者への集中が必要である。

2 個人情報保護法等による個人への保健事業
展開への障害
本稿でこれまで述べてきた通り，保険者は，健
診データ・レセプトデータを分析し，加入者の健
康維持・増進，健康管理更には医療費適正化に活
用することにより，事業を効果的に実施してきて
いる。
一方で，個人情報の保護に関する法律（平成15

4) 人口知能を応用し，広義の健康関連行動（アドヒアランス）関連の指標から医療・介護分野の累積費用（及び生
命予後）を予測するモデル（ASHR0モデル）。
5) 労働安全衛生法第六十六条第一項：事業者は，労働者に対し，厚生労働省令で定めるところにより，医師による
健康診断（※第六十六条の十第一項5）に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。）を行わなけれ
ばならない。
労働安全衛生法六十六条の十第一項：事業者は，労働者に対し，厚生労働省令で定めるところにより，医師，保健
師その他の厚生労働省令で定める者（以下この条において「医師等」という。）による心理的な負担の程度を把握
するための検査を行わなければならない。

保険者のデータヘルス計画の現状と課題 49
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年法律第57号）等による制限のため，匿名化が可
能なポピュレーションアプローチやマクロ的な分
析は実施できる一方，ハイリスクアプローチや個
人に特化した分析は実施が難しく，事業に繋げら
れない現状がある。
例を挙げると，多剤服用への注意喚起に関し
て，保険者はレセプトデータから個人ごとの調剤
履歴を分析し，健康に害のある服用（1か月間に20
以上の医療機関を受診し，同様の薬を処方され，
異なる調剤薬局にて受け取っているケース等）を
把握できる。
（※）こうした服用に関しては，お薬手帳を持参し
ていれば，医療機関もしくは調剤薬局にて，適正
な処置が行われることになるが，お薬手帳の提示
を行わない加入者も存在する。
保険者は，該当の個人に対し，注意喚起をして
いるが，多くの場合行動変容に繋がらない。個人
の意思に委ねた対応には限界があり，担当医にこ
うした状況を知っていただき，適正な処方を行っ
ていただく必要がある。
しかし，ここに個人情報の壁があり，本人の同
意を得ない限り，医療機関や調剤薬局には情報提
供できない。結果，多くのケースで同意をとるこ
とができず，保険者としての対応の限界となって
いる7)。

個人のQOLの向上と医療費の抑制を進めてい
くためには，医療にかかわる個人情報保護の適用
方法の見直しが必要不可欠である。

3 被用者保険における被扶養者の特定健診の
課題
被用者保険の被保険者（本人）については，事
業所を通じ健診が実施又は案内されているが，被
扶養者（家族）に関しては事業所を通じた関与は
ほとんどない。
その結果，被保険者と被扶養者で健診受診率に
は大きな開きがある。被保険者の健診受診率（協
会で把握している事業者健診データを含む）は全
国平均で65.2％（令和4年度実績）である一方，被
扶養者の健診受診率は27.7％（4年度実績）であ
る。
これは，被扶養者（家族）の場合は職域ではな
く，地域での生活が中心となっていることから生
じている結果と思われる。被扶養者は，市区町村
からの情報提供に基づく健診の方が生活実態と合
致するのである。
このため，被扶養者の健康状態にかかわる分析
を有効なものとするには，被用者保険と市区町村
との連携が不可欠と考える。

6) ※5高確法の第二十七条：保険者は，特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため，加入者の資格を取得し
た者（国民健康保険にあっては，同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した被保険者を含む。
次項において同じ。）があるときは，当該加入者が加入していた他の保険者に対し，当該他の保険者が保存してい
る当該加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
2 保険者は，特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため，加入者の資格を取得した者が後期高齢者医療広
域連合の被保険者の資格を有していたことがあるときは，当該後期高齢者医療広域連合に対し，当該後期高齢
者医療広域連合が保存している当該加入者に係る第百二十五条第一項に規定する健康診査又は保健指導に関
する記録の写しを提供するよう求めることができる。

3 保険者は，特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため，加入者を使用している事業者等（厚生労働省令
で定める者を含む。以下この項及び次項において同じ。）又は使用していた事業者等に対し，厚生労働省令で
定めるところにより，労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る
健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求め
ることができる。

4 前三項の規定により，特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録，第百二十五条第一項に規定する健康
診査若しくは保健指導に関する記録又は労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している健康診断に関す
る記録の写しの提供を求められた他の保険者，後期高齢者医療広域連合又は事業者等は，厚生労働省令で定め
るところにより，当該記録の写しを提供しなければならない。

7) 今後，マイナンバーカードと健康保険証の一体化が行われても，個人の同意なしに情報を閲覧することはでき
ないため，こうした課題の解決には至らない。

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 150
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Ⅴ 保健事業の将来像

1 保険者間の垣根のない情報共有
協会では，各支部において加入者のデータを活
用した医療費適正化や加入者の健康づくり事業を
展開している。また，医療費や健康度の地域差が
生じている要因についての調査研究にも取り組
み，その研究成果を協会職員が各種学会で発表し
ているほか，協会けんぽが主催する調査研究
フォーラム（平成26年から開催）及び取りまとめ
る調査研究報告書で広く公開している。
協会は約4,000万人の加入者について，レセプ
トデータや健診データ，被保険者の居住地，報酬，
事業所の業態等の適用情報，医療機関や健診を受
診していない者の属性等のデータを把握してい
る。これらのビッグデータを活用して分析を実施
できることが，協会の強みである。
一方，協会データでの分析には課題もある。協
会けんぽは被用者保険であることから，被保険者
は事業所の従業員である（任意継続被保険者を除
く）。そのため，一般的に健康状態が悪化し，医療
費の支出が多くなる高齢者の加入割合が低くな
る。また，高齢者でなくとも健康状態が悪化し，
就労ができなくなった者は加入資格を喪失する。
このため，重症患者の健康状態や医療費の分析に
バイアスが生じる。重症化予防事業の効果測定を
行う際も，健康状態が悪化したことにより退職
し，資格喪失した者のデータは含まれず，早期に
医療機関を受診し，適切な疾病コントロールのも
と就業を続けている者のデータが集積しやすいこ
と等を考慮せねばならない。
医療費や健康度に係る地域の実情や格差の要因
を真に解明し，効果的・効率的な事業実施に繋げ
るためには，全年代をカバーしたデータが必要で
ある。
そのためには，被用者保険，国民健康保険，後
期高齢者医療保険といった保険者が組織の枠を超
えてデータを持ち寄り，分析を実施することが求

められる（NDBの活用もその一つである）。地域
の医療保険者が持ち寄ったデータの共同分析と事
業の共同実施を行えるよう，協会けんぽとして積
極的に保険者間の「顔の見えるネットワーク」の
構築に取り組んでいる。

2 地域保険者との連携
「顔の見えるネットワーク」の構築を通じた共
同分析・共同事業の実例として，協会では保険者
協議会や都道府県，市区町村（以下「保険者協議
会等」という。）と協力して，協会加入者と国民健
康保険加入者等の匿名加工情報を合わせたデータ
分析を実施している。働く世代の加入者が比較的
多い協会加入者と高齢世代が比較的多い国民健康
保険加入者のデータを合わせると，都市部と地方
で差はあるものの，地域の人口の6割程度，74歳以
下の人口を万遍無くカバー可能である。
埼玉県においても協会と国民健康保険に加え，
健康保険組合，共済組合から特定健康診査等の
データを集約し，市町村別の健康状態を取りまと
めて公表している。
また，協会けんぽと国民健康保険は，地域住民
全体の健康の保持・増進を図る観点から，健康づ
くりの取組を共同で実施している。鳥取県湯梨浜
町・佐賀県鳥栖市と国民健康保険中央会・協会け
んぽが連携して，令和5年度から，住民の健康度の
分析及びそこで明らかになった健康課題解決に向
けたモデル事業を実施している。共同事業の効果
を検証した結果，当該事業の有効性が確認されれ
ば，実施する市町村の拡大等に向けた検討を行う
予定である。
最後になるが，これらの取組は，匿名加工情報
を持ち寄り，その時点での地域の実情を分析した
ものである。保険者の枠を超えて連携するうえで
も，健康づくりとその効果による長期的な医療費
の状況の分析を行うには，個人の生涯を追った分
析が最も効率的8)である。しかし，現時点では，保
険者間のデータを名寄せし，個人の生涯を追った
分析を実施するには，要配慮個人情報を第三者に

8) 退職等で協会けんぽの加入者資格を喪失した者は，多くの場合国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入する。

保険者のデータヘルス計画の現状と課題 51
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提供するための本人同意取得という大きなハード
ルがある。加入者の健康度維持・増進，医療費適
正化の取組を効果的に行っていくため，引き続
き，情報連携に向けて法律の改正も含めた検討を
進めるべきである。

付記
本論文で使用した図表は全国健康保険協会の内
部資料から引用した。ここに記して感謝申し上げ

る。

参考文献
健康保険法等の一部を改正する法律附則第2条第2項の
規定に基づく基本方針について（平成15年3月28日
閣議決定）。
全国健康保険協会事業報告書。

（しばた・じゅんいちろう）
（いはら・ようすけ）
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Current situation and issues onʠData Health Planʡ
of public medical insurers

SHIBATA Junichirou＊1, IHARA Yousuke＊2

Abstract

In accordance with the Government policy, Japan Health Insurance Association (JHIA) formulates
“Data Health Plan” to enable efficient and effective health activities based on the analysis of various data it

has, such as medical cost data and information from health checks.

Based on the plan, JHIA especially works on two activities: one is activities to prevent lifestyle

diseases and the other is activities to protect the health of employees through collaboration with employers.

To do the activities efficiently, Saitama prefectural branch office of JHIA (JHIA has prefectural
branch offices 47 locations nationwide) devises creative methods such as starting the collaborative analysis
with the University of Tokyo.

To improve the analysis of medical cost data and information from health checks, data linkage

between medical insurers becomes essential. Also, it is necessary to amend Act on the Protection of Personal

Information since it sometimes becomes an obstacle to efficient and effective health activities provided by

public medical insurers.

Keywords：Moderation in healthcare cost, Data Health Plan, Prevent lifestyle diseases, Data linkage
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特集：ビッグデータと保健医療の未来

大規模レセプト情報の二次利用を取り巻く環境

鈴木 里彩＊，小西 孝明*

抄 録

匿名医療保険等関連情報データベース（NDB, National Database of Health Insurance Claims）は，医
療レセプト情報ならびに特定健診・特定保健指導情報等によって構成された医療ビッグデータである。
2008年に医療費適正化計画の作成，実施及び評価のために構築され，2011年から二次利用のための第三
者提供が開始された。2023年12月現在，約260億件の医療レセプト情報と約3.8億件の特定健診・特定保
健指導情報が格納されている。また，2016年からNDBオープンデータが公開されており，基礎的な集計
表が無料で即時ダウンロード可能である。厚生労働省では，第三者提供の迅速化，クラウド上での解析
環境の開発，連結解析対象となるデータベースの拡大，NDB収載情報の拡大，申請・審査プロセスの合
理化，研究者支援体制の構築等，二次利用の利便性の向上に取り組んでいる。

キーワード：データベース，NDB，クラウド，レセプト，二次利用

社会保障研究 2024, vol. 9, no. 1, pp. 54-65.

Ⅰ NDBの概要

1 データベースの概要
本邦において国が保有する大規模レセプト情報
の一つに，匿名医療保険等関連情報データベース
（NDB, National Database of Health Insurance

Claims）がある。高齢者の医療の確保に関する法
律（昭和57年法律第80号。以下，「高確法」とい
う。）第16条に基づいて，医療費適正化計画の作
成，実施及び評価のために厚生労働省が2008年に
構築した。同第16条の2に基づいて，厳格な運用
の下にデータの第三者提供が行われており，研究
目的による二次利用が可能である。

NDBには保険診療にまつわるさまざまなデー
タが含まれており，国民皆保険下にある本邦で
は，国民の全数に近い医療動向を把握することが
できる。保健・医療を対象とした政策立案や研究
の遂行にあたり，貴重な医療ビッグデータである
と位置づけられる一方で，機微性の高い情報であ
ることから，利用者には高いセキュリティ環境の
担保が求められることや，その膨大なデータ量か
らハンドリングが難しいことなど，利活用の推進
に向けた課題も残っている。

2 データベースの内容と構成
NDBは保険診療における電子化された医療レ
セプト情報ならびに特定健診・特定保健指導情報

＊厚生労働省保険局医療介護連携政策課保険データ企画室 室長補佐

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 154
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等によって構成されている。NDB格納時に後述
する個人特定リスクを減ずる処理をされた上で，
レコード毎のcsvファイル形式で提供される。
医療レセプト情報は以下のような流れでNDB
に収載される。保険診療を行った医療機関は，診
療報酬点数表に基づいて計算した診療報酬（医療
費）を毎月の月末に患者一人ずつ集計して明細書
を作成し，審査支払機関を経由して保険者へ診療
報酬を請求する。この明細書をレセプト（診療報
酬請求明細書）という。傷病名，診療開始日，投
薬，処置，手術，検査等の情報を含んだレセプト
は，患者別，月別，受診した診療所及び病院別，
入院外来別にそれぞれ1部ずつ発行される。診療
報酬請求のために提出された医療レセプトは，氏
名等の個人を識別する情報が削除された後，医
科，DPC，調剤，歯科の4種類のレセプトのそれぞ
れについて，情報の種別毎のレコードに区分して
格納される。診療月から約3ヶ月後に格納されて
おり，その件数は年間約20億件にのぼる。2023年
12月時点で，2009年4月診療分からの約260億件の
レセプトが格納されている。なお，レセプトは保

険診療に関する診療報酬明細書であるため，現状
保険収載されていない妊娠／分ṯ等に関する医療
行為や，業務上の疾病，予防医療等の保険外の診
療はNDBには収載されない。また，検査値やバイ
タルサイン等の臨床指標も格納されていない。
特定健康診査（以下「健診」という。）および特
定保健指導については，2008年度から40歳以上75
歳未満の被保険者・被扶養者を対象として，内臓
脂肪型肥満に着目した事業の実施が医療保険者に
義務付けられているものである。特定健診の結
果，生活習慣病の予防効果が多く期待できる者に
対して特定保健指導の実施が義務付けられてい
る。それらの特定健診・特定保健指導について，
実施日，健診結果，問診結果等の情報が支払基金
に法定報告され，個人情報等を削除したうえで
NDBに格納される。2023年12月時点で，2008年度
実施分からの約3.8億件が格納されている。
情報の安全性を高めるため，NDB格納時に，一
部の項目は通番化，階級化等の匿名化処理が行わ
れている。氏名や医療機関名などの固有名詞は削
除されて一定のルールに基づくIDに置き換えら

大規模レセプト情報の二次利用を取り巻く環境 55

出所：申出テンプレートの注意点。

図1 NDBデータの提供形式
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れる。医療機関コード，健診実施機関コード，保
険者番号等の機関を一意に特定できるコードは，
機関毎に一意となるような通番化を施されて格納
される。年齢は，提供時に原則として階層化され
る。そのほか，生年月日については日の情報が削
除されている。一方，オンライン資格確認システ
ムを活用して，2022年より患者居住地の郵便番号
や限度額適用認定証区分がレセプト情報に付加さ
れるようになった。上記にあげた項目について
は，研究計画において活用する必要性があると認
められた場合に二次利用目的に第三者提供されて
おり，研究目的に応じて適切に粒度を下げた状態
で提供することが可能である。
NDBは個人を特定可能な情報を削除している
ため，異なる医療レセプトや特定健診・特定保健
指導情報を連結するには，ID等による「名寄せ」
が必要となる。名寄せを可能とするため，運用開
始当初から，氏名・性別・生年月日に基づくIDと，
保険者番号・被保険者番号・性別・生年月日に基
づくIDがNDBには格納されていた。しかし，結婚
等による改姓や転職による保険者変更により，同
一個人であっても同一IDが付与されず名寄せが
できないことが問題視されていた。そのため，
2022年から，医療保険の資格を確認するオンライ
ン資格確認システム基盤を活用して，個人の持つ
最も古い被保険者番号に基づくID（ID5）の格納
を開始した。これによって，個人追跡の精度が向
上することが期待される。

このほか，NDBに格納・提供される際の加工に
ついては，厚生労働省の「【NDB】匿名医療保険等
関連情報データベースの利用に関するホームペー
ジ」内，「申請に必要な書類」の「申出依頼テンプ
レートの注意点」に詳述されている。

3 NDBの二次利用
2008年のNDB構築時，NDBデータの利用は厚生
労働省内の医療費適正化を目的とするものに限ら
れていた。その後，データ利活用促進の一環とし
て，2011年には提供に関するガイドラインの初版
が作成され，大学の研究者等による二次利用のた
めのNDBデータの第三者提供が開始された。
2019年の健康保険法（大正11年法律第70号）等
改正により，第三者提供は法定化され，研究計画
に公益性があること，商用利用でないこと等を条
件として民間事業者へのデータ提供も可能となっ
た。また，同改正で介護保険総合データベース
（介護レセプトを格納）や匿名診療等関連情報
（DPCデータを格納）との連結解析も可能となっ
た。
データ提供の可否については，高確法第16条の

2の第3項により，「厚生労働大臣は予め社会保障
審議会の意見を聴かなければならない」とされて
おり，社会保障審議会医療保険部会の下に設置さ
れる保険者や研究者などの有識者から構成される
専門委員会が合議によって意見を述べ，最終的に
厚生労働大臣が判断している。審査事項及び審査

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 156

表1 NDBに格納されているID
ID 元となる情報 特徴 格納期間 主な利用方法
ID1 保険者番号，

被保険者証の記号・番号，
生年月日，性別

保険者の変更や誤記により
紐付けができなくなる
可能性がある

レセプト：2009年4月診療分～
特定健診：2008年度実施分～

レセプト情報間の紐付け

ID1N
レセプト情報と特定健診・保健指
導情報との紐付け

ID2
氏名，
生年月日，性別 氏名の変更や誤記により

紐付けができなくなる
可能性がある

レセプト：2009年4月診療分～
特定健診：2008年度実施分～ レセプト情報間の紐付け

ID4
カナ氏名，
生年月日，性別

レセプト：2018年4月診療分～
（介護：2020年3月給付分～）
（DPC: 2020年4月診療分～）

NDBデータとほかの医療・介護等
データとの紐付け

ID5 被保険者番号の履歴
保険者の変更により紐付け
できなくなるID1，ID1Nの
課題に対応

レセプト：2022年2月診療分～
特定健診：2021年度実施分～

レセプト情報間の紐付け
レセプト情報と特定健診・保健指
導情報との紐付け
NDBデータとほかの医療・介護等
データとの紐付け

出所：「NDBの利用を検討している方へのマニュアル2023年10月版」より一部改変。
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基準は「NDBの利用に関するガイドライン」に示
されており，提供申出者等の氏名等，利用目的，
希望するデータの概要と必要性，研究体制等，安
全管理対策，結果の公表予定，その他必要な事項
に区分されている。
この制度のもと，利用目的に応じた複数の形式

（集計表，サンプリングデータセット，特別抽出）
により，年間70件程度の第三者提供が行われてい
る。
先述したとおり，NDBは保険医療を受けるすべ
ての国民の医療レセプトが集積された機微性の高
い情報である。提供したデータが不正に二次利用
されることのないよう，法令，規約，ガイドライ
ン等にさまざまな安全管理措置や規定が定められ
ている。法令上は，高確法において，NDBデータ
を利用するものは他の情報と照合してはならない
こと（第十六条の三 照合等の禁止），利用する必
要がなくなった時はデータを遅滞なく消去しなけ
ればならないこと（第十六条の四 消去），漏洩等
の防止その他の安全管理を講じなければならない
こと（第十六条の五 安全管理措置），知りえた内
容を不正な目的に使用してはならないこと（第十
六条の六 利用者の義務），厚生労働大臣は利用

場所等に立ち入って検査できること（第十六条の
七 立入検査等），以上の項目に違反している場
合は厚生労働大臣が是正を命じられること（第十
六条の八 是正命令）が定められている。また，
規約やガイドラインにおいて，違反に対する措置
内容として一定期間のデータ利用停止や新規提供
禁止等が定められ，厳格な運用が行われている。

4 NDBオープンデータの公開
上記のようなNDBデータ提供が特定の施策や
研究等の利用を目的として個別に行われている一
方で，厚生労働省はNDBデータから汎用性の高い
基礎的な集計表を作成して，NDBオープンデータ
として厚生労働省のホームページ上で公開してい
る。本集計表はExcelファイルとして即時ダウン
ロード可能で，同ホームページには年間約44万回
のアクセスがある。
まず2016年に，医科（入院，入院外），歯科，調
剤，DPCの各レセプトおよび特定健診データから
都道府県別及び性年齢階級別に集計したデータの
公開を開始した。2019年からは二次医療圏別，診
療月別の集計が追加された。オープンデータの詳
細な集計内容については，NDBオープンデータの
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データ抽出

データ抽出

作表

2011 年
10 月

2011 年
7 月

2011 年
4 月

2011 年
1 月

2022 年
10 月

2022 年
7 月

2022 年
4 月

2022 年
1 月

～

匿名医療保険等関連情報データベース
（NDB）

提供申出者が指定した抽出条件に基づき対応
2011 年～ 2022 年 10 月までは

抽出済みのため（2023 年 10 月時点）
提供申出者が指定したものを即提供

特別抽出
サンプリング
データセット集計表

出所：「NDBの利用を検討している方へのマニュアル2023年10月版」より一部改変。

図2 2023年10月時点のNDB提供データの種類
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ホームページからリンクされている各回のオープ
ンデータの公表ページに「解説書」として提示し
ている。
2021年には，excel形式のデータ掲載だけではな
く，BIツールを用いてデータをビジュアライズで
きるようにしたNDBオープンデータ分析サイト
を公開した。過去分のデータについてもḪって
BIツールで操作できるようになっている。
2024年以降，これまで算定回数の集計を基本と
していたところ，ID5を用いた算定人数の集計も
開始する予定である。今後も，ホームページ上で
収集している意見や有識者からの指摘を踏まえ，
必要性を吟味しながら随時集計内容を拡充してい
く予定である。

Ⅱ NDB利活用の現状と課題

1 二次利用の現状
NDBはこれまで約500件の第三者提供を行って
おり，その多くは大学等の研究機関に対する提供
である。主たる利用方法はその悉皆性を活かした
記述疫学研究であるが，治療や背景因子等の比較
研究も実施されている。NDBデータを利用した
研究成果の公表も徐々に増えており，年ごとの調
査で，2022年度には約150件の成果物の報告が
あった。

2 NDB二次利用の抱える課題
利活用が進む一方で，データ提供に要する時間
の長さが課題となっている。承諾からデータ提供
まで平均330日を要し，その大部分が研究計画に
対し必要最小限のデータを提供するための調整／

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 158

大学及びその
他の研究機関 , 

76 件

民間事業者 , 21 件

公的機関 , 12 件

※担当者の所属施設を集計（1 申出につき主たる研究機関 1 つをカウント）
※オンサイトリサーチセンターを含む

厚生労働省 76 件

国の行政機関
12 件

都道府県
19 件

市区町村 8 件研究開発独立行政法人等 26 件

大学・大学院
182 件

国所管の公益法人 15 件
その他 3 件

【提供依頼申出者の区分（件数）（2020 年 9 月審査分まで）】

【提供申出者の区分（件数）（2020 年 12 月審査分から）】

※オンサイトリサーチセンターを含む

※申出者より成果物として提出された公表物について発表年で集計
※2023 年は 5 月時点で確認

4 1
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123

36

0
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140

不明 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

発表年ごとの成果物の集計

出所：第16回匿名医療情報等の提供に関する専門委員会資料3より一部改変。

図3 第三者提供の提供申出者の区分と成果物の集計



0105_社会保障研究_【鈴木】_PK.smd  Page 6 24/06/21 09:26  v4.00

審議と，研究計画をデータの抽出条件に落とし込
むためのコーディネートと，抽出作業に費やされ
ている。
NDBは診療報酬請求のため集められた各月の
レセプトを格納した二次利用目的のデータベース
であり，研究への一次利用目的に構築されたレジ
ストリーと異なり複雑な構造を有している。この
ため，NDBを用いた分析を行うには，一般的な
データベースハンドリングや統計解析，公衆衛
生・疫学等の知識に加えて，レセプト構造の理解，
コードの解釈のための診療報酬の知識が必要であ
る。さらに，NDBを研究活用のためのパネルデー
タとして活用するためには，レセプト単位で作成
されるデータを個人単位化する等の前処理が必要
となる。
また，ハード面では，研究に携わる者のみが入
室できる区画を用意し入退室管理を行う等の安全
管理対策が求められている上，受領するデータ量
によっては高額なサーバーが必要になる等，環境

整備のハードルも高い。

3 「NDBの迅速提供に向けたスキーム再構築に
資する研究」
こうした現状を受けて，2023年6月の規制改革
実施計画において，「厚生労働省はNDBについて，
利用申請から申請者が実際にデータの利用を開始
し得るまでに要する期間について，平均で390日
を要する現状から原則7日（研究者等側の都合に
要した期間は除く。）とすること」とされ，NDB提
供体制は抜本的な見直しを求められている。
この見直しのため，厚生労働省ではNDBを利用
する研究者等による特別研究「NDBの迅速提供に
向けたスキーム再構築に資する研究」を実施し，
NDBデータの利活用の推進のために，対応が必要
な政策・技術的課題の検討と，将来的なNDBの在
り方も含めた課題解決に向けた具体的提言を仰い
でいる。2023年12月に行われた匿名医療等関連情
報の提供に関する専門委員会では，本研究の中間

大規模レセプト情報の二次利用を取り巻く環境 59

○直ちに、サンプルデータ、トライアルデータセットの作成、セキュリティの担保されたクラウドの実装に取り組み、
・2023 年 6 月、NDBサンプルデータを厚労省HPに公表
・2023 年 11 月、リモートアクセスでトライアルデータセット・解析用に特別抽出したデータを解析可能
○さらに、不適切利用等の監視機能やポータルサイトの機能拡充を開発・実装の上、
・2024 年秋、リモートアクセスの解析データを拡大
・申請からデータ提供まで平均 390 日の現状に対し、申請〆切を毎月設定し、申請から原則７日で処理
※申請が月 5件程度であることを踏まえ、当面月 1回を設定するが、今後申請件数が増えれば複数回設定する

ログ履歴の管理（措置済み）
（SEによる人的監視）

解析用に処理
したNDB

NDBの改変などの不正アクセスの監視機能

NDB

解析用に特別
抽出したデータ

特定商品・役務の広告・宣伝（マーケティング）
利用、研究目的と合致しないデータへのアク
セス、特定個人の識別等を自動検知等の機能

自動的なログ監視

NDBサンプルデータの作成
（240 億件からサンプル抽出）
HP公表（2023 年 6 月）

トライアル
データセット

HIC（クラウド上の解析基盤）

HIC

クラウド上でトライアルデータセット・
解析用に特別抽出したデータを解析可能
（2023 年 11 月）

クラウド上で解析用に処理した
NDBそのものを解析可能
（2024 年秋）解析用に特別

抽出したデータ

トライアル
データセット

NDB

【不正アクセスの監視機能の実装】 【不適切利用の監視機能の実装】

出所：第165回社会保障審議会医療保険部会資料2より一部改変。

図4 NDBデータ提供の抜本的見直し（概要）
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報告として課題解決のための方向性が示された。
以下にその一部を抜粋する。厚生労働省では，研
究班からの提言を踏まえて，引き続き具体的な運
用改善に向けた検討を行う。

（1） 分析に適したデータセットと提供方法に
関する指摘

NDBを研究活用のためのパネルデータとし
て活用するためには，レセプト単位で作成さ
れるデータを個人単位化する等の前処理が必
要となる。このようなNDBの利便性を向上
させるための前処理の一部は，これまでも厚
生労働省において行われてきているが，NDB
分析に関する知見は今も発展段階であり，今
後広く利活用するためには，こうした個人単
位化するために必要な情報の付与やデータ
ベース構造の見直し等のデータベースを扱い
やすくする不断の見直しが必要である。その
ためには，研究者は利活用を通じて得られた
NDBの分析に関する知見を厚生労働省に還
元し，厚生労働省はその知見に基づき，次項
で提案するような迅速提供のためのデータの
整備を優先的に行いつつ，今後も新たに得ら
れた知見を優先度に応じて発展させるような
アジャイル型のデータベースの発展させてい
くことが望まれる。
（中略）
原則7日での提供にむけては，これまで，研究
に必要なNDBデータのみを抽出したデータ
セットが研究者に提供されていたため，抽出
から提供までの時間がかかる要因となってい
た。他方，提供期間短縮のために，全ての研
究者が全てのデータに実質的な制限なくアク
セス可能とすることは，個人特定性のリスク
やインフラ維持のコストを考えたときに現実
的なものとは言えない。研究利用の観点にお
いては，全ての研究において必ずしもNDBに
格納された十数年分の全てレセプトデータが
必要ではなく，一定期間のデータについて，
1／1000を抽出した場合でも外来入院合わせ

て年間で延べ200万レセプト程度のデータと
なるため，一定の探索的な解析を含め，多く
の研究には十分な数となる。この十分量の
データについて，事前のデータ処理やHIC上
での提供を合わせて行うことで，個人特定性
のリスクを減じることができ，コストも低減
できると考えられる。従って，症例の縦断的
追跡を可能となるような情報を付与・加工
し，1～数年分の十分なデータ件数を確保し
たデータの提供を広く行い簡易な審査によっ
て提供することで，短期間で安全性の高い
NDBデータ提供が実現するものと考えられ
る。前述の加工済みデータよりも多くのデー
タが必要な研究については，追加的な審査の
上で，提供された環境に追加的なデータ利用
を可能とすることにより，初回の利用から切
れ目無い研究環境を構築できると考えられ
る。

NDBの全データが研究実施に必ずしも必要で
はない点に触れたうえで，一定の探索的解析を含
む多くの研究に十分なデータ件数を確保した，
1～数年分の縦断的追跡研究を可能とするデータ
セットの開発が提案されている。事前のデータ処
理等により個人特定性のリスクを下げた上で，簡
易な審査でこのデータセットを提供することによ
り，短期間で安全性の高いNDBデータ提供が可能
となると考えられる。また，追加的な審査を経て
より広範なデータの利用を認めることで，切れ目
のない研究が可能であるとしている。

（2） 研究者支援に関する指摘

このほか，一部の研究者は頻回にNDBを利用
しているが，研究を始める際に様々な課題が
あり，新規でNDB研究を行おうとする者は多
くはない現状がある。新規参入者を増加させ
るためにも，利便性の高い分析環境の構築と
ともに，研究者への支援体制も必要である。
研究を始める上で特に困難となるのは，アク
セスするNDBのデータ構造に関する理解や，

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 160
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それに基づく前処理手法，マスタ整備等があ
る。こうした課題に対しては，これまで複数
の分担研究者がNDBに関するe-learning等を
開発し，データベースを再構築するための提
案等が行われてきている。こうしたNDBに
関する分析等の知見を一元的に集約したプ
ラットフォーム環境の構築が期待される。こ
のほか，上記のような仕組みを前提とした申
請・審査体制の再構築も必要である。複数の
データベースの連結解析に係る申請の際に同
一の書類を複数の事務局に提出しなければな
らない，必ずしも個人特定性のリスクが低い
データセットの利用にも厳格に審査してい
る，等の課題があり，データ利用における安
全性確保，特にHIC特有の解析環境の課題や
アクセス向上による新たなリスクへの対応等
も前提としつつ，合理的でない申請業務は書
類審査の実現等，研究者の負担軽減の観点に
立った運用改善が必要である。

研究者支援に関しては，初めてNDBデータを用
いた研究を行うとする者にとって，データ構造に
関する理解や，データ前処理手法，マスタ整備が
障壁となることが述べられている。新規参入者を
増やすために，これらに関する知見をまとめたプ

ラットフォームの構築が提案されている。また，
複数データベースを利用する際の複雑な申請手続
や，すべてのデータセットについて行われている
会議審査等について，研究者の負担軽減の観点に
立った運用改善が必要であるとしている。

Ⅲ 医療・介護等のデータベースの二次利用を
取り巻く今後の展開

1 クラウド基盤の整備
厚生労働省では，媒体による提供を基本として
いるNDB等のデータベースの二次利用をクラウ
ド環境で利用可能とする，医療・介護データ等解
析基盤（HIC, Healthcare Intelligence Cloud）を段
階的に整備している。このようなリモートアクセ
ス環境上でのデータ提供は，海外においても米国
CMS（Center for Medicare and Medicaid Services
Data）のVRDC（Virtual Research Data Center），英
国DARS（Data Access Request Service）の SDE
（Secure Data Environment），韓国HIRA（Health
Insurance Review and Assessment），デンマーク
Forskerservice等で開始されている。
現在，HIC上で提供可能なのは，サンプリング
データセットからさらに希少レセプトを除外した
トライアルデータセットと特別抽出の一部（NDB
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表2 HICとNDBの主な安全管理措置の比較
HICガイドライン NDBガイドライン（特別抽出の場合）

組織的措置 運営管理規定を整備 運営管理規定を整備
人的措置 法令・契約違反者等は利用不可 法令・契約違反者等は利用不可

入退室管理 利用場所の施錠
職員等以外の入室禁止

利用場所の施錠
入退室のチェック，取扱者以外の入室禁止

盗難・覗き見防止
クリアスクリーン等による覗き見防止
スクリーンショットやスマートフォン等での撮影禁止
利用端末を追跡・遠隔からの命令等により消去する機能

クリアスクリーン等による覗き見防止
スクリーンショットやスマートフォン等での撮影禁止
窃盗防止用チェーン等設置による盗難防止

認証・識別 パスワードの規則遵守
二重認証

パスワードの規則遵守
二重認証

不正ソフトウェア
対策

セキュリティ対策のアップグレード
不正なログオン等が認められれば，サービスの利用停止 セキュリティ対策のアップグレード

ネットワーク対策
公衆無線LANに接続しないこと
無線LANの不正アクセス対策
その他，ネットワークの規定

外部ネットワークに接続しないこと

消去 （運用保守業者が削除） 復元不可能な手段で廃棄すること
ログ管理 （運用保守業者が管理） アクセスログの確認・管理

出所：第15回匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会資料1。
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と介護DBの連結案件を含む）のみであるが，将来
的にはさまざまな医療・介護データ等の解析基盤
として活用される構想があり，検討が続けられて
いる。
HICを利用する場合，研究者は厚生労働省管理
下のシンクライアント環境でデータを取り扱うこ
とになるため，取扱者のみに入室が限定された区
画の用意や，厳格な入退室管理といった，一部の
安全管理措置が緩和され，研究環境を用意する負
担が軽減される。HICは本格運用が始まったとこ
ろであり，継続的に利用環境の改善が図られる見
込みである。

2 連結解析のさらなる拡大
NDBとNDB以外のデータベースとの連結解析
も拡大されつつある。これまで，2020年に介護保
険総合データベース，2022年に匿名診療等関連情
報がNDBと連結解析可能になっている。2024年4
月には匿名感染症等関連情報，5月までに次世代
医療基盤法に基づく匿名加工医療情報も連結解析
が可能となる予定である。このほか，障害福祉，
予防接種，指定難病，小児慢性特定疾病のデータ
ベースについて，連結解析を可能とする法案が成
立し，施行に向けて検討中である。また，全国が
ん登録に係るデータベースについても，NDBとの

連結解析の検討がなされている。抽出したデータ
の連結解析が可能となるのと同時に，HICのよう
な共通のクラウド基盤で複数のデータベースの
データを用いた解析が可能となる構想についても
検討が進められており，今後，厚生労働省の有す
るデータベースを用いた二次利用の幅が大きく広
がると考えられる。

3 NDB収載情報の拡大
2024年から，死亡の事実や死因等の死亡情報の

NDB収載が開始される。死亡というハードアウ
トカムが把握できるようになることから，効果比
較研究の幅が広がることが期待される。また，重
篤な併存疾患を持つ集団において，正しく死因を
把握することで，より正確な治療介入効果の検証
に資すると考えられる。
その他，2024年以降，生活保護の医療扶助につ
いてオンライン資格確認が開始されるのと同時
に，健診情報がNDBの収載対象となるほか，訪問
看護レセプトのオンライン請求開始に伴うNDB
収載等，NDB本体データの充実をめざして収載情
報が随時拡大されていく予定である。正式な収
載・提供の時期については，社会保障審議会医療
保険部会や匿名医療情報等の提供に関する専門委
員会において，都度公表予定である。

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 162

区分 DB名 主なデータ NDBとの連結の意義・必要性 連結の検討状況等

公的

介護DB ・介護レセプト
・要介護認定情報

要介護者の治療前後の医療・介護サービスの利用状況の把握・
分析に資する。 2020 年 10 月開始

DPCDB ・DPCデータ
（診療情報、請求情報）

急性期病院の入院患者の状態の把握が可能となり、急性期医療
の治療実態の分析に資する。 2022 年４月開始

障害福祉DB ・給付費等明細書情報
・障害支援区分認定情報

障害者の治療前後の医療・障害福祉サービスの利用状況の把
握・分析に資する。

連結解析を可能とする法案が成立。
施行に向けて検討中。

予防接種DB ・予防接種記録
・副反応疑い報告

予防接種の有無を比較した、ワクチンの有効性・安全性に関す
る調査・分析に資する。

連結解析を可能とする法案が成立。
施行に向けて検討中。

感染症DB ・発生届情報 感染症の治療実態と予後の把握・分析に資する。 連結解析を可能とする法案が成立。
2024 年４月施行予定。

難病DB ・臨床調査個人票 網羅的・経時的な治療情報を得ることが可能となり、より詳細
な治療実態の把握・分析に資する。

連結解析を可能とする法案が成立。
連結に向けて検討中。小慢DB ・医療意見書

全国がん
登録DB

・届出対象情報
・死亡情報

各種がんの各ステージ分類毎による治療実態と予後の把握・分
析に資する。 引き続き検討中

民間 次世代DB ・医療機関の診療情報 医療情報と連結・分析を可能にすることにより医療分野の研究
開発を促進する。

連結解析を可能とする法案が成立。
2024 年４月施行予定。

出所：第15回匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会資料1より一部改変。

図5 医療・介護データ等の連結解析に向けて
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4 申請・審査プロセスの合理化等
現在，NDBの申請プロセスは，メールにおける
多数の文書のやりとりを基本としている。「NDB
の迅速提供に向けたスキーム再構築に資する研
究」中間報告においても利用者の負担軽減の観点
に立った運用改善が求められており，規制改革実
施計画でも触れられているような手続のオンライ
ン化を活用した，手続の負荷軽減と迅速化が検討
されている。
また，現在，厚生労働省の医療・介護データ等
を複数連結して二次利用しようとする場合，利用
しようとするすべてのデータベースの窓口に対し
て申出手続を行う必要がある。連結解析を行おう
とする申出者にとっては，類似の書類の提出を複
数の窓口に対して行わなければいけないため，負
担感が大きい。
こうした研究者の利便性を向上するための一元
的な利用申請の受付・審査体制のあり方等につい
ては，医療等情報の二次利用に関するワーキング
グループにおいて今後検討が行われる予定であ
る。

5 研究者支援体制の構築
課題の項でも述べた通り，NDBは研究用の一次
利用データベースと異なり構造に特徴があるほ
か，データを解釈するためには診療報酬体系や記
録条件仕様の知識が必要となる。このほか，デー
タ構造に適した前処理を行うことや，マスタの整
備が初学者にとってハードルとなることが研究班
の中間報告書でも触れられている。
データの二次利用を進めるためには，こうした
多くの研究者に共通する課題について厚生労働省
として一定の支援体制を構築することが必要であ
る。中間報告で提案されたとおり，これまでに公
表されている教育資材や研究成果，共有可能な知
財を集約するほか，規制改革実施計画で触れられ
ている専門家集団による研究者支援についても体
制を整え，申請時に利用できるポータルサイト
（開発中）上にプラットフォームを構築し，一元的
に提供できるような環境の検討が進められてい
る。

Ⅳ まとめ

NDBは世界でも有数の規模と悉皆性を誇る
データベースであり，今後，死亡情報等の収載拡
大や，ほかの医療・介護等データと連結が可能に
なる等，これまで得にくかった背景情報やアウト
カム情報についても充実が図られる見込みであ
る。使いやすいクラウド連携基盤の開発により，
厚生労働省の所管する公的データベース同士の連
携は益々進むことが期待される。公的データベー
ス以外との連結については，次世代医療基盤法に
基づく認定作成事業者の提供する匿名加工情報と
の連結が2024年春から始まるところであり，議論
は緒についたところといえる。引き続き，医療情
報の安全な運用を諮りながら今後の政策研究・疫
学研究に資するデータ利活用の在り方について検
討を重ねる。
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Secondary use of large-scale claim databases in Japan

SUZUKI Risa＊, KONISHI Takaaki＊

Abstract

National Database of Health Insurance Claims (NDB) is a large-scale healthcare database that
contains anonymized information of almost all population in Japan. The Ministry of Health, Labour and Welfare

(MHLW) established NDB for medical expenditure optimization in 2008 and started providing NDB data to
third parties for secondary use in 2011. In 2019, the MHLW also began providing NDB data to private

businesses, given the public benefit of the research and non-commercial use of the data. As of December 2023,

NDB stored approximately 26 billion claims data (such as diagnosis, drugs use, and interventions) and 380
million checkups data (such as results of laboratory tests and medical interviews). More than 500 NDB
datasets have been provided for secondary use and approximately 150 publications issued in 2022. NDB Open

Data also became available since 2016 for free and immediate download of summary tables. The MHLW is

conducting an official research project on prompt provision of NDB data. Furthermore, the MHLW is

developing a cloud-based analysis environment, extending interlinked analysis, expanding NDB-stored data,

streamlining the application, and establishing a support system for researchers.

Keywords：Administrative database, Checkups, Claims, NDB, Secondary use
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特集：ビッグデータと保健医療の未来

ビッグデータと価値に見合った医療

蓋 若琰＊

抄 録

近年，価値に見合った医療（value-based health care）の考え方が世界的に注目されている。この概
念では，患者の健康アウトカムを最大化し，医療費を最適化することが重視されており，患者の視点を
中心に据えたアプローチが提唱されている。一方で，保健医療分野におけるビッグデータや機械学習，
人工知能の進展は，この価値に見合った医療の実現に向けて重要な役割を果たすと期待されている。本
論文は，このビッグデータが価値に見合った医療を推進するための可能性と課題について先行研究をレ
ビューし，患者報告アウトカムの臨床試験や臨床診療への応用，ビッグデータ化と社会的実装，医療経
済評価の精確化などの課題を議論した。日本の医療制度が直面する医療の質と効率性を向上させるた
めの対策の一助となる。

キーワード：価値に見合った医療（value-based healthcare），ビッグデータ，患者報告アウトカム
（PRO），医療経済評価，データサイエンス

社会保障研究 2024, vol. 9, no. 1, pp. 66-77.

Ⅰ はじめに

近 年，価 値 に 見 合 っ た 医 療（value-based
healthcare）の考え方が世界で広がっている。
Porter et al.（2006）は医療の価値を「患者の立場
から見た望ましい健康アウトカムと満足度を最大
化しつつ，医療費を最適化すること」と定義した。
価値に見合った医療は，患者のアウトカムに焦点
を当て，すべての利用可能な医療資源が個人及び
集団の健康アウトカムの最大化を実現することに
よって達成される〔Porter et al. (2006); Porter
(2010)〕。その概念が提起された背景は，医療の

価値の多様化と医療の持続可能性にある。従来，
臨床的実践における治療方法の選択にかかわる意
思決定は医師に主導されていたものの，疾病構造
の変化や医療技術の進歩によって，臨床的指標を
最大に改善する選択肢は必ずしも患者が最も望ま
しい選択肢に限らなくなっている。また，医療費
の高騰の課題は多くの国や地域で深刻になってい
る中，患者の意見を臨床的および保健医療政策の
意思決定に十分に反映し患者の健康アウトカムと
満足度を高めつつ，効率的な医療プロセスや予防
的なアプローチを通じて限られた医療資源を効率
的に活用するによって，医療の価値を最大化する
患者中心的なアプローチが提唱された〔Berwick

＊ 長崎大学グローバル連携機構 教授

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 166
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et al. (2008)〕。この影響を受けて，患者の視点が
臨床医療においてますます重要視されている。医
療プロセスにかかわる意思決定において患者を参
加させてその意見を十分に反映し，患者報告アウ
トカム（PRO: patient-reported outcomes）が臨床
診療と臨床試験における利用が拡大されて，臨床
的意思決定，保健医療政策の意思決定の重要な指
針となっている〔Baumhauer et al. (2016)〕。
最近急速に進展した保健医療分野のビッグデー
タおよび機械学習や人工知能の応用は，価値に見
合った医療の推進における重要な役割を期待され
ている。具体的には，患者の視点に基づいたデー
タと情報から精密な洞察を得て，個々の患者の特
性やニーズに合わせた個別化された診療を行うこ
とは，疾患の早期発見や予防，健康アウトカムの
向上，合併症の回避による医療費の削減や健康ア
ウトカムの向上があげられる。ビッグデータ，機
械学習や人工知能の保健医療分野への導入を推進
しているのは，世界各国で広がったデータ駆動型
医療改善に向けた戦略の構築である。日本国内で
は，医療情報のデジタル化，電子カルテの普及，
ビッグデータ解析と活用，機械学習と人工知能に
よる診断支援，治療計画の最適化と予防医療の実
現などのデータ駆動型医療改善の戦略を推進し，
より効率的で質の高い医療サービスの改善が期待
される。
本稿は上述の背景を基にして，ビッグデータが
価値に見合った医療を推進する道筋と課題につい
て先行研究をレビューした上，患者の視点から
ビッグデータをはじめとする医療情報技術の進化
および政策の動向が医療分野に与える影響を展望
する。次の第II節では，価値に見合った医療に欠
かせない患者報告アウトカムの測量と臨床試験，
臨床診療への応用における課題を述べる。第III節
では，昨今の世界で広がった患者報告アウトカム
のビッグデータ化における動向をレビューして，
患者報告アウトカムのビッグデータ化と利用拡大
の推進における課題を考察する。第IV節ではビッ
グデータの資源配分にかかわる意思決定を支える
医療経済評価に与えた影響を考察する。最後に，
第V節ではビッグデータの活用による価値に見

合った医療を実現するための道筋を展望する。

Ⅱ 患者報告アウトカムの臨床試験，臨床診療
への応用

1 患者報告アウトカムの概要
患者報告アウトカムとは，患者が自身の健康状
態や治療効果を主観的に評価するための指標であ
る。米国食品医薬品局（FDA: Food and Drug
Administration）による定義は「臨床家その他のだ
れの解釈も介せず，患者から直接得られた，患者
の健康状態に関するあらゆる報告」と訳された
〔FDA (2009), 下妻訳〕。初期の医学研究では，主
に生存率，生存期間の延長，重症度や生理学的な
指標が評価の主軸であった。一方で，医師と患者
の認識の乖離がしばしばあって，臨床的指標を最
大に改善する選択肢は必ずしも患者が最も望まし
い選択肢に限らないため，患者の感じる痛みや生
活の質の面の医療の価値にかかわる情報は，客観
的な医学的指標だけでは把握できない。特定の治
療が生存期間を延ばしても，患者の心理面，社会
面への配慮が欠如し生活の質を低下させることは
近年，問題視されている〔Temel et al. (2010);
Zimmermann et al. (2014)〕。
患者の生活の質，患者満足度，自らの状態や治
療に対する主観的な感受性や経験，日常生活にお
ける機能制限と心理的な側面，治療へのアドヒア
ランスなどの要素への関心が高まっている中で，
患者報告アウトカムの重要性は認識され，臨床治
療と臨床試験の効果評価における利用も拡大しつ
つある。米国FDAは患者の視点を医療品開発に
かかわる審査に取り入れて患者報告アウトカム指
標評価に関するガイダンスを発表した〔FDA
(2009)〕。経済協力開発機構（OECD: Organization
for Economic Cooperation and Development）もヘ
ルスシステムのパフォーマンス評価における患者
報告アウトカムの利用とデータ収集の重要性を強
調した〔OECD (2017)〕。日本国内では患者報告
アウトカム使用のためのガイダンスが厚生労働省
科学研究班の成果として出版され，臨床試験およ
び臨床現場における患者報告アウトカムの利用推
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進に資している〔厚生労働省科学研究班（2022）〕。
最近の10数年間は臨床試験における患者報告アウ
トカムの導入は顕著に増加し，その要因は臨床医
療の専門学会や関連の規制機関による推奨と患者
団体によるアドボカシーと考えられる〔Kluetz et
al. (2018); Merciaca-Bebber et al. (2018)〕。患者報
告アウトカムのデータは臨床研究，臨床および政
策立案にかかわる意思決定への情報提供，長期的
転帰の予測，さらに医療技術評価にも応用され，
医療の質とアウトカムの向上，患者中心的で個別
化された治療の推進に寄与している。患者の視点
に基づいた質の高いデータ収集は，価値に見合っ
た医療において不可欠な要素となっている
〔Baumhauer et al. (2016)〕。

2 患者報告アウトカム尺度
患者報告アウトカム尺度（PROMs: Patient-

Reported Outcome Measures）は症状，健康関連生
活の質（HRQOL），機能的状態などの健康関連ア
ウトカムに関する情報を患者から収集する標準化
された質問票であり，大まかに疾患特異的尺度
（disease-specific measures）と一般的尺度（generic
measures）がある〔Churruca et al. (2021)〕。前者
は特定の疾患や健康状態に焦点を当てたアウトカ
ムを評価するための尺度であり，さまざまな疾患
への臨床的な応用が広がっている。その例とし
て，欧州がん研究機構によって開発されたがん患
者の生活の質（QOL: Quality of Life）を評価するた
めに広く使用されているEORTC QLQ-C30，また
心不全患者のQOLを評価するために広く使用さ
れている Minnesota Living with Heart Failure

Questionnaire（MLHFQ）な ど が あ げ ら れ る
〔Aaronson et al. (1993); Rector et al. (1992)〕。そ
れに対して，後者はさまざまな健康状態や疾患に
適用できる健康アウトカムを評価するためのもの
であり，代表例としてSF-36，WHOQOL-BREF，
EQ-5Dなど健康関連アウトカムを身体，精神，社
会などの多次元的な側面を評価して世界範囲で広
く使用される尺度がある〔Ware et al. (1992); the
WHOQOL Group (1998); EuroQol Group (1990)〕。
両者の特徴について，前者は特定の疾患に関連す

る健康状態や症状を詳細に評価することによっ
て，特定の治療効果や介入の影響を正確に把握で
きる。一方で，一般的尺度は幅広い疾患や人口集
団に適用できて比較が容易にできる。
価値に見合った医療の一環として，患者報告ア
ウトカム尺度は意思決定を支える医療経済評価に
も重要な役割を果たしている。健康関連生活の質
の評価のほかに，費用対効果分析，患者中心的ア
プローチを促進する保健医療政策や介入のデザイ
ン，医薬品・医療サービスの市場価値の評価，治
療法の選択や保健医療資源の効率的な配分にかか
わる意思決定にも幅広く応用されている〔Le
Corroller et al. (2023)〕。ここで患者報告アウトカ
ム尺度の例としてEQ-5Dを紹介する。EQ-5Dは
EuroQolグループが開発した健康関連生活の質を
測定するための代表的な一般的尺度の一つであ
り，その質問票には，患者の健康状態を評価する
移動（Mobility），セルフケア（Self-care），日常活
動（Usual activities），痛 み・不 快 感（Pain ／
Discomfort），不安・うつ（Anxiety／Depression）と
いう5つの次元を含み，各次元は3つ（EQ-5D-3L）
もしくは5つのレベル（EQ-5D-5L）で評価される。
EQ-5Dは多様な疾患，健康状態の評価に応用さ
れ，異なる疾患，人口集団の間の比較も可能であ
る。具体的には，患者が各次元で回答したレベル
に割り当てられた重みを使用して各健康状態を数
値化したスコアを利用して，疾患や治療の各段階
の健康状態を評価するのである。各次元・レベル
の重みはタリフともいい，特定の国や地域の人口
集団の選択的嗜好に基づいて異なる健康状態（健
康状態の合計数は，EQ-5D-3Lの場合は3^5＝243
通，EQ-5D-5Lの場合は5^5＝3125通である）を重
み付けることにより，各健康状態に対する重要度
を考慮した数値を得られるものである。タリフに
基づいて算出したEQ-5Dスコアは，疾患や介入に
よって改善，もしくは悪化した質調整生存年
（QALY: Quality Adjusted Life Years）を算出でき
る。したがって，EQ-5Dは医療経済評価の重要な
ツールとして，治療を含む保健医療介入の効果お
よび費用対効果の定量化評価によく利用され，資
源配分における比較優位性を考察するための比較
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も容易になった〔Nixon et al. (2003)〕。また，これ
まで医療経済評価に直接に使用できなかった疾患
特異的尺度をEQ-5Dなどの医療経済評価向けの一
般的尺度と結び付けて当該疾患の医療経済評価に
応用するMappingの手法も最近広がり，従来の疾
患特異的尺度の利用範囲を拡大し，さまざまな疾
患における医療経済評価の実践を促進している
〔Luo et al. (2019)〕。

3 臨床試験および臨床診療への応用の課題
患者報告アウトカムは介入の有効性や安全性を
評価するための重要な指標として，これまでラン
ダム化対照試験を含む臨床試験の一部として実施
されることが多く見られている〔Calvert et al.
(2013)〕。臨床診療においても患者の健康状態や
治療の効果の定量化評価の有用なツールとなって
いる〔Snyder et al. (2016)〕。一方で，患者報告ア
ウトカムの臨床試験および臨床診療への応用に
は，いくつかの重要な課題がある。一つはデータ
の質である。患者報告アウトカムは主観的な評価
なため，情報の収集や解釈にバイアスが生じるリ
スクがある〔Snyder et al. (2016)〕。また，Bell et
al.（2018）は患者報告アウトカムの欠損データが
臨床試験の結果に大きな影響を与える可能性があ
るため，適切な取り扱い方法の重要性を示唆し
た。患者報告アウトカムの信頼性と一貫性を確保
するためには，適切な尺度とデータ収集プロセス
が必要である。もう一つは適切な尺度の選択の課
題であり，疾患の特性，評価の目的，患者の文化
的背景，測定尺度の感度や信頼性などの要素の考
慮が不可欠である〔Basch (2018); Jones et al.
(2016)〕。データの効率的な収集も大きな課題で
ある。患者報告アウトカムのデータは質問票を使
用して収集するため，患者や医療従事者による
データ収集と入力に時間がかかってリアルタイム
の収集が難しい。さらに，異なる患者グループや
異なる疾患状態を比較するためには，異なる尺度
間でのデータの統合と比較が必要である一方で，
異なる研究デザインやデータ収集方法が使用され
たため異なる尺度間でのデータの統合は複雑であ
り，一貫性や比較可能性が損なわれる可能性があ

る〔Bianchim et al. (2023)〕。こうして，ますます
増大する臨床試験および臨床診療への応用に向け
て，研究デザイン，多様な尺度の選択，多様な
データ収集方法の選択，解析方法，データの解釈
と利用，患者と医療従事者のコミュニケーション
の改善や治療効果の評価への応用にかかわる標準
化されたガイドラインの開発と更新によってデー
タの品質や信頼性を向上することが求められる
〔Sutherland et al. (2021); Snyder et al. (2016)〕。
上記の問題点を克服するために，近年，患者報
告アウトカムの利用と報告の標準化されたガイド
ラインが開発された。その代表的なものには，臨
床試験の報告に関するCONSORT（Consolidated
Standards of Reporting Trials），臨床試験プロトコ
ルの報告に関する SPIRIT（Standard Protocol
Items: Recommendations for Interventional Trials），
国際QOL研究機構（ISOQOL: International Society
for Quality of Life Research）が開発した患者報告
アウトカムを報告するためのガイドライン，欧州
医薬品庁（EMA: European Medicines Agency）が
開発したガイドラインがある〔Calvert et al.
(2013); Calvert et al. (2018); Snyder et al. (2016);
EMA (2016)〕。CONSORTとSPIRITは臨床試験結
果の透明性を確保するために開発されたものであ
る。ISOQOLのガイドラインはより具体的な患者
報告アウトカムの報告方法に焦点を当てているこ
とに対し，EMAはヨーロッパの医薬品規制機関の
ため，医薬品開発のための臨床試験の品質向上と
医薬品の承認プロセスの改善に着目したものであ
る。これらのガイドラインによって，患者報告ア
ウトカムの報告の標準化と獲得するデータの品質
と信頼性の向上が期待できる。

Ⅲ 患者報告アウトカムのビッグデータ化と社
会的実装

1 患者報告アウトカムのビッグデータ化の動
向
昨今のデジタルヘルステクノロジーの進歩とと
もに，患者報告アウトカムはビッグデータ化して
いる。患者報告アウトカムのビッグデータ化には
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二つの動向がある。一つは電子機器やモバイルア
プリを利用した患者報告アウトカムデータの大規
模でリアルタイムな収集が可能になったことであ
り，もう一つは大規模な患者報告アウトカムデー
タを人工知能や機械学習などの高度な手法を用い
る解析と医療の個別化への支援である。ビッグ
データアプローチの患者報告アウトカムデータの
大規模でリアルタイムな収集と複雑系データの解
析への促進における有用性は先行研究で示唆さ
れ，データの品質と信頼性の向上，効率の良い収
集と複雑系データの解析の促進における役割を果
たしている〔Sloan et al. (2016); Eriksen et al.
(2020)〕。こうしたビッグデータ化の動向は，前
述した臨床試験および臨床診療への応用における
課題の解決の一助となる。
一つ目の動向の代表例は，モバイルヘルスアプ
リの活用，電子機器を経由した患者報告アウトカ
ムのデータ収集や電子健康記録，電子カルテ，レ
セプトデータとの連結を通して，患者の視点に基
づいたデータと情報を効率よく幅広く収集・解析
することであり，最近，電子機器を用いた患者報
告アウトカムの収集（ePRO: electronic PRO）が国
内外で急速に拡大している。ePROは従来の紙
ベースのアンケートやインタビューに比べて，
データの収集や分析の効率性を向上させるだけで
なく，患者の利便性も高めることが期待される。
Calvert et al.（2015）は患者報告アウトカムのICT
化の課題を提起し，データ収集の多様さと迅速
さ，大規模なデータセットから得た正確なパター
ンや関連性の抽出，患者と医療従事者のコミュニ
ケーションなどのビッグデータアプローチの潜在
的なメリットを挙げた。患者報告アウトカムが電
子カルテ，モバイルアプリ，電子化された病院情
報システムと連結して臨床診療に応用すること
は，治療効果，患者の生活の質の向上につながる
と実証されている。例えば，Maguire et al.（2021）
はランダム対照試験を実施して，遠隔症状モニタ
リングシステムが化学療法を受けたがん患者の症
状管理における有用性を示した。システムを利用
した患者は，より早い症状の発見や適切な介入が
可能であり，治療の副作用に対処するための支援

が向上し，患者の生活の質や心理の面にもよい影
響があった。Ruland et al.（2010）の介入研究で
は，コンピュータ支援型のインタラクティブな患
者アセスメントツールが，患者のケアや症状管理
支援のニーズに与える影響が評価された。
患者報告アウトカムのビッグデータ化にかかわ
る国内の取組みは，電子カルテを含む患者の健康
情報や診療記録のデジタル化，健康アプリの利用
に基づいたリアルタイムのePROデータ収集，臨
床試験における活用，医療機関の電子カルテをは
じめとする医療情報システムとの連結などがあげ
られる。中島らの厚生労働科学研究班（2022）は
ePROと電子カルテの臨床情報を連結したがん治
療モニタリングシステムを構築してがん治療に
フォーカスした患者報告アウトカムを臨床に実装
する基盤を整えた研究成果に基づいて，日本の医
療制度や文化に適した患者報告アウトカムのICT
化と社会的実装の方向性と課題を示した。ePRO
と電子カルテの連携による症状管理モニタリング
システムの構築について，国内で関連の介入研究
はまだないが，ePROと電子カルテ連携にかかわ
るパイロット研究や実例研究に基づいた報告が散
見される〔嶋田（2020）；堀江（2021）；平山他
（2022）〕。

2 人工知能や機械学習によるPROデータの解
析と個別化医療への支援
もう一つの動向は大規模に収集された患者報告
アウトカムデータセットの解析にあり，そこに人
工知能や機械学習，深層学習などの高度な手法の
活用が不可欠である。機械学習アルゴリズムは，
患者報告アウトカムデータセット内のパターンを
認識し，異なるカテゴリに分類することによっ
て，特定の疾患に関連する症状パターンや傾向を
抽出すること，類似した患者群をクラスタリング
して異なる亜群の特性や治療応答を特定するこ
と，患者や治療グループの異常なパターンや傾向
を特定することができる。これにより，個別化さ
れた治療計画や介入の開発が可能となる。また，
将来のイベントや結果を予測するモデルを構築す
ることにより，特定の治療法の効果や患者の予後
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を推定することも可能となる。その応用例とし
て，Rajkomar et al.（2018）は電子健康記録を用い
た深層学習手法により，患者の予後の予測やリス
ク評価を行った。Goldstein et al.（2016）は患者報
告アウトカムデータを含む多様なデータソースを
用いて，心血管リスクを予測するための機械学習
アルゴリズムを開発した。さらに，患者報告アウ
トカムをAI健康技術に組み込むことによって，よ
り効果的な治療と個別化された医療が可能となる
〔Rivera et al. (2023); Pearce et al. (2023)〕。患者
報告アウトカムデータを活用した人工知能，機械
学習・深度学習手法の開発や応用に関する研究の
増加はこの新たな領域に重要な知見を提供してい
る。

3 患者報告アウトカムのビッグデータ化に向
ける課題
このような患者報告アウトカムにかかわるビッ
グデータの大規模な解析と応用が大いに期待され
ているにもかかわらず，患者報告アウトカムの
ビッグデータ化とともにいくつかの課題が顕在化
している〔Rivera et al. (2023); Pearce et al.
(2023); MacLean et al. (2023)〕。一つ目はガイド
ラインや関連規制の整備である。従来のデータ収
集の断片化とデータの質にかかわる一貫性，正確
性と整合性という固有の課題の上，ビッグデータ
化とともに異なる尺度および臨床的データの連結
が不可欠なため，ガイドラインの標準化された
データ収集プロセスと解析技術をアップデートす
る必要がある。また，ビッグデータ化とともに患
者のプライバシーの確保とデータセキュリティの
保護が特に懸念となり，ガイドラインや関連規制
の整備は急務である。ビッグデータは通常高次元
で複雑な構造を持っていて，人工知能，機械学
習・深度学習のような高度な手法による解析にお
いても大きな課題が残っている。二つ目は医療従
事者および患者のビッグデータおよび高度な解析
アプローチに対する理解度の向上にかかわる活用
環境の整備である。実際の臨床環境におけるデー
タ収集，モデルの実装，結果の解釈と応用など一
連の診療プロセスでは，患者や医療従事者がモデ

ルの予測にかかわる知識と理解，解析モデルの透
明性と解釈可能性が不可欠である。三つ目は関連
インフラ整備に伴う医療機関の負担とその対策に
対する検討である。患者報告アウトカムを含む
ビッグデータの社会的実装と伴って，臨床情報に
かかわるビッグデータの収集と管理，電子化健康
記録，病院情報システムの構築とアップデートに
は大きな費用が必要なため，医療現場への負担に
対する懸念が提起されている。一方で，このよう
なビッグデータアプローチは医療機関の財務的健
全性と臨床の質の向上につながったことを示唆し
た海外の実証研究があった〔Modi et al. (2024)〕。
ただ，保健医療制度の文脈が異なって海外のエビ
デンスは必ずしも国内に適用しないため，社会的
実装に向けて医療機関への負担と診療報酬を含む
政策的な仕組みの検討が必要となる。

Ⅳ ビッグデータと意思決定を支える医療経済
的エビデンスの精確化

1 既存の医療経済評価手法の限界
医療介入がもたらす効果を費用に対してどれだ
けの価値があるかという医療経済評価は，資源配
分にかかわる意思決定に欠かせない要素であり，
価値に見合った医療の一環となっている。医療経
済評価で行われる費用対効果分析は，特定の医療
介入や治療法にかかる費用と効果を比較し，その
介入が資源の最適な利用であるかどうかを評価す
る手法である。費用対効果分析の費用指標は一般
的に投資した財源やリソースの金銭的な価値であ
り，効果指標として世界範囲で最も幅広く応用さ
れるのは，前述のEQ-5Dを使用して推定された質
調整生存年という効用指標である。患者報告アウ
トカムの尺度はさまざまな医療経済評価に応用さ
れ，健康アウトカムの推定に不可欠である〔Le
Corroller et al. (2023)〕。異なる疾患や保健医療介
入の費用対効果は，ある期間中の対象疾患にかか
わる健康状態の変化・転帰が経過した結果，比較
対象の介入によってそれぞれ発生された費用と改
善（もしくは悪化）された効果を（費用B－費用
A）／（効用B－効用A）の形となる介入Bが介入A

ビッグデータと価値に見合った医療 71



0106_社会保障研究_【蓋】_PK-1.smd  Page 7 24/06/21 09:26  v4.00

と比べた増分費用対効果比，いわゆる比較優位性
を示す数値を算出して比べるものである。
費用対効果分析に必要な健康状態の変化・転帰
は，臨床試験やコホート研究で収集された患者
データ，マルコフモデルや生存分析などのモデリ
ング手法，もしくは過去の研究成果や文献からの
情報を網羅して推定するのが一般的であり，推定
の精確さはデータと情報の質と入手可能性によっ
て左右される〔Gold et al. (1996)〕。上記の手法に
基づいた従来の医療経済評価はいくつかの限界が
ある〔Bojke et al. (2009); Claxton (2008)〕。一つ
は医療経済的アウトカムの測定に必要なデータが
しばしば足りないことである。臨床試験やコホー
ト研究でも，マルコフモデルや生存分析モデルを
築くためのエビデンス統合の源である既存の研究
でも，限られた規模および研究期間で実施される
ことが一般的である。長期間や大規模なコホート
を対象とすることが難しく，異なる研究や人口集
団の間に介入効果の測定方法やタイミングによっ
て結果が異なるケースがよくあり，推定に必要な
パラメータの不確実性を生じる一因となる。患者
報告アウトカムデータや医療記録，カルテの不完
全な記録・欠損より，データの質や信頼性が懸念
されることがある。もう一つの限界はモデリング
手法にある。マルコフモデルをはじめとするモデ
ルは，既存のエビデンスや知見に基づいた仮定に
よって対象である健康状態の変化・転帰・予後に
かかわるパスウェーを単純化するのが一般的であ
り，実際の複雑な現実を十分に反映することが難
しくて大きな不確実性の源となる。モデルの仮定
やパラメータの選択と内容によって，推定の結果
が大きく変わる。また，医療経済評価は医療技術
の進歩や患者にかかわる疫学，社会人口学的特性
の変化など将来の状況やイベントを予測する必要
があるため，これまでのモデリング手法による対
応が難しい。こういった限界はこれまでの医療経
済評価におけるさまざまな不確実性を生じるもの
であり，質の高いデータを網羅し，リアルワール
ドの複雑な関係性とパラメータを全面的に反映す
る精確な評価方法が必要となる。

2 医療経済評価における人工知能，機械学習
の活用
人工知能や機械学習・深層学習アルゴリズム
は，従来とらえきれなかった複雑な関係性とパラ
メータを精密に評価できる。大規模かつ複雑な
データからパターンや関係性を発見し，健康状態
の変化・転帰・予後を含む臨床的健康アウトカム，
医療サービスの利用，健康関連の行動変容，医療
費など費用対効果分析に必要な関連パラメータを
全面的にとらえる能力に優れている〔Lee et al.
(2022); Lee et al. (2023)〕。
このような大規模なデータの応用と解析能力に
基づいて，医療経済評価のためのモデル開発と改
善のほかに，最適な治療戦略と個別化された診療
の実現，効率的な医療資源の配分，リスク管理と
予防医療にかかわる意思決定を力強く支えている
〔Whicher et al. (2022); Leung, van Merode

(2018)〕。Rose（2018）は機械学習アルゴリズム
を用いて，医療費と医療条件の関連性を分析し，
医療費の変動要因を特定するための有用な手法を
提供して，そのエビデンスは医療費最適化にかか
わる意思決定の一助となる。ビッグデータの分析
を通して，高リスクおよび高コストな患者を正確
に特定することが可能となって，介入の対象をよ
り適切に設定し，効果的な医療資源の配分が実現
できるほかに，患者の健康状態や治療効果に関す
る詳細な情報を費用対効果分析に組み込んで推定
の精度を向上できる〔Bates et al. (2014)〕。こう
して，医療経済評価における人工知能や機械学習
の活用は，前述した医療経済評価手法の限界を補
うことが期待される。大規模で複雑なデータから
より精密な情報を抽出し，医療介入の効果や費用
対効果をより正確に評価することが可能となる。
その結果，より適切な治療戦略の選択や医療資源
の効率的な配分，さらには患者の健康状態や治療
効果に関する詳細な情報を考慮した意思決定が実
現される。
一方で，これらの技術の活用には前述したよう
にいくつかの課題や懸念もある。例えば，データ
の品質や信頼性，ガイドラインや関連規制の整
備，プライバシーの保護などが挙げられる。ま
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た，機械学習や人工知能による解析結果の透明性
や解釈可能性，加えて，技術の導入にはインフラ
の整備，医療従事者と患者の理解向上などの課題
も必要である。したがって，医療経済評価におけ
る人工知能や機械学習の活用は，医療の質と効率
を向上させるための重要な一歩であり，今後さら
にその有効性や実用性が検討されることが期待さ
れる。

Ⅴ おわりに

人口高齢化に伴う医療費増大と保健医療制度の
持続可能性において深刻な課題が生じており，医
療資源の適切な配分や効率的な医療サービスの提
供が求められている。これを背景に，価値に見
合った医療のアプローチは，効率的な医療資源の
配分，疾病の予防や進行の抑制，個別化された健
康管理と疾病管理における役割が期待されて，日
本の保健医療制度を改善するための有力な手段と
なり得ると考えられる。本稿はビッグデータおよ
び機械学習や人工知能の応用をはじめとしたデー
タ駆動型医療戦略に注目し，ビッグデータが価値
に見合った医療の要点である患者の視点を重視し
た臨床診療，臨床開発と医療の価値に基づいた意
思決定の推進における役割と関連研究の動向をレ
ビューした。このデータ駆動型医療戦略の特徴
は，ビッグデータおよび高度なデータサイエンス
手法である機械学習や人工知能の普及と活用，患
者の健康情報や診療記録のデジタル化，健康アプ
リの利用とそれに伴う患者報告アウトカムのビッ
グデータ化，そして複雑なデータ解析に基づいた
健康関連のアウトカム，費用対効果および広義の
社会経済的インパクト推定の精密化にまとめられ
る。臨床にかかわる健康関連アウトカムの測定，
医療経済評価を通して，ビッグデータのパワーに
より医療の価値をより精確にとらえた結果，限ら
れた保健医療資源の効果的な配分，治療効果や満
足度の向上につながる患者のニーズや希望に応え
た個別化された医療の実現，政策決定を支える医
療の価値にかかわるエビデンスの強化が期待でき
る〔田倉（2021）〕。

しかし，前述したように，このビッグデータア
プローチにはいくつかの課題もある。例えば，
データの統合と標準化，ガイドラインやセキュリ
ティ関連規制の整備や，医療従事者や患者のビッ
グデータに対する理解度の向上，ステークホル
ダー間の意思疎通と協働などが挙げられ，海外の
みならず，国内の研究でも示唆されている〔中島
（2020）〕。これらの課題を克服することで，ビッ
グデータの活用によって日本の保健医療制度にお
ける価値に見合った医療を実現するためには，以
下のような道筋が欠かせない。一つは患者報告ア
ウトカムの収集基盤の整備と既存の病院情報シス
テムの統合をするとともに，機械学習や人工知能
を利用した大規模なデータ解析に向けて，データ
の標準化や統合を促進するためのデータインフラ
を整備しデータの相互運用性を確保する規格の制
定が重要である。次に，医療従事者や患者などの
関係者の理解向上が欠かせないもので，医療従事
者や患者に対する患者報告アウトカム，医療経済
評価とビッグデータの活用にかかわる教育と普及
活動を強化することで，システムの適切な利用と
データの意味づけが促進される。最後に，ビッグ
データの収集の応用にかかわる政策的な枠組みの
整備が不可欠である。法的な枠組みや倫理的なガ
イドラインを整備するほか，社会的実装に向けて
医療機関への負担を実証した上で，診療報酬の面
の対応を検討する必要がある。
最後に，価値に見合った医療に向けて，日本国
内におけるビッグデータを活用した医療の価値に
かかわる実証的研究と医療経済評価はまだ限られ
るものの，これまで整備して蓄積された膨大な
ビッグデータと病院情報システムの基盤を最大限
に活用するとともに，データの質の向上とデータ
サイエンスに基づいた複雑系の分析手法の開発が
不可欠である。そのために，データ利用のための
ルールや規定の策定や研究助成金の提供など研究
の安定性と信頼性を確保するための政府側の取り
組みと，医療分野の研究者や学術機関と，産業界
やIT企業との連携強化，国際的な協力とノウハウ
の共有，人材の育成も期待される。
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Big data and value-based healthcare

GAI Ruoyan＊

Abstract

In recent years, the concept of value-based healthcare has garnered global attention. This approach

prioritizes maximizing patient health outcomes while optimizing healthcare costs, emphasizing a patient-

centered perspective. Simultaneously, advancements in big data, machine learning, and artificial intelligence in

the field of health care hold significant promise for advancing value-based healthcare. This paper reviews

existing research to explore the potential and challenges of big data in promoting value-based healthcare,

offering insights from the perspective of patients. Specifically, discussions revolve around the application of

patient-reported outcomes in clinical trials and clinical practice, the integration of big data and its societal

implementation, and the refinement of healthcare economic evaluations. This scoping review aims to address

the challenges facing Japan’s healthcare system and provide strategies for enhancing both the quality and

efficiency of healthcare delivery.

Keywords：Value-based health care, Big data, Patient-reported outcomes, Economic evaluation, Data Science
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特集：ビッグデータと保健医療の未来

ゲノム情報の家族レベルの影響と遺伝学的検査：
経済評価に関する文献的レビュー

後藤 景子＊

抄 録

世界中の医療機関でゲノム配列決定は利用できるようになりつつある。臨床現場では，すでに広範か
つ複雑なゲノム情報が診断に利用されている。これまでに遺伝性疾患と診断された発端者の血縁者に
対するカスケード検査は費用対効果が高いと考えられてきた。しかしながら，家族ベースのアプローチ
に関する研究は不足している。この研究は，2019年から2023年の5年間に発表された発端者と血縁者へ
の遺伝学的検査の費用対効果に関する文献的レビューを行った。臨床診断基準に基づく遺伝学的検査
（criteria-based genetic testing: CG）と集団スクリーニング（population screening: PS）のいずれの戦
略でも，カスケード検査の追加は費用対効果の利点が強調された。検査を受けた個人のプライバシーの
保護と，リスクのある血縁者への通知との間のプロセスを促進するさらなる研究が必要である。ゲノム
情報の家族レベルの影響は，情報科学の強化と組み合わせて臨床適応されることが重要である。

キーワード：ゲノム情報，遺伝学的検査，プライバシー，カスケード検査，費用対効果

社会保障研究 2024, vol. 9, no. 1, pp. 78-89.

Ⅰ 背景

1 広範かつ複雑なゲノム情報の臨床における
利用可能性の高まり

「ゲノム」とは，細胞に含まれる遺伝情報の総体
のことであり，細胞内にはさまざまなタンパク質
をコードする「遺伝子」が2万数千種類存在してい
る。「ゲノム医療」は個人のゲノム情報をはじめ
とした検査情報をもとに診断を行い，最も適する
予防，治療，発症予測が行われることを目指して
いる。がんゲノム医療では主に後天的に発生した
体細胞系列遺伝情報を解析することで効果が期待

できる薬の使用が検討されている一方，遺伝性腫
瘍および難病領域では主に受精卵形成時点で存在
し，生涯変化しない生殖細胞系列遺伝情報を解析
することで診断が行われている。DNAは，複製時
のエラーや損傷後の修復のミスによって点変異・
欠失・挿入，細胞分裂時にコピー数異常（CNV）
や構造異常（SV）といった大きな変化が生じる。
配列決定（シークエンス）技術によって得られた
ゲノム情報は，参照配列と比較することで病原性
の変化（バリアント）を検出し，診断に活用され
ている。生殖細胞系列遺伝情報が常染色体顕性
（優性）遺伝する場合，50％の確率で次世代にも病
的バリアントは伝達される。

＊順天堂大学医学部臨床遺伝学 准教授

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 178
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ヒトゲノム配列の解析コストは，2007年以後
1000ドル以内に急減し〔Hayden EC（2014）〕，そ
の精度やスループットは進化を継続している。第
2世代である次世代シークエンス技術（NGS）は
2005年頃登場し，現在の全ゲノム解析の中心的役
割を果たしている。ゲノム配列決定は，驚異的な
進歩で疾患の分子的原因の特定に寄与し，世界中
の医療機関で利用できるようになりつつある。
NGSは大規模なデータ量を生み出すことのできる
最初のシークエンス技術であり，配列決定には
150塩基程度の短鎖伸長反応が利用されている。
Pacific Biosciences 社 や Oxford Nanopore

Technologies社のロングリードシーケンスは，第
3・4世代シークエンサーとされ，現時点における
解析コストは高額である。それらの基盤技術は，
膜タンパク質の微細孔を通過するイオン電流を読
み取ることで，ショートリードのNGSで検出不能
な大きなSVの同定や，バリアントが同じアレルに
存在するか否かのハプロタイプ決定を可能にし
た。英国政府による100,000ゲノムプロジェクト
では，推進企業としてGenomics Englandが2013年
に法人化された（England G, 2023年5月10日最終
確認）。ゲノム情報は電子カルテによる臨床デー
タとともに，マルチペタバイトのストレージを備
えたコンピューター環境に保存された。家族構成
の登録と，ゲノムデータと患者のカルテ情報のリ
ンクにより，医師が患者の状態について新たな高
度な理解を得て，迅速に適切な薬や個別のケアに
アクセスできるようになることが期待された
〔England G（2017），D. Smedley et al.（2021）〕。
広範囲かつ複雑なデータの利用可能性の高まり
によって，ヒトゲノミクスは機械学習の手法の形
で人工知能（AI）にとっても注目される領域と
なっている〔R. Heil et al.（2021）〕。ヒト遺伝型の
多様性と表現型との関係を収載しているClinvar
は，米国国立衛生研究所によって運営される自由
にアクセスできる公開アーカイブである。2013年
に27K，2019年には500Kのヒトの遺伝的なバリア
ントがClinvarに公表された。AIによるバリアン
トの病原性判定結果が搭載されているVarsome
は，コミュニティ主導のプロジェクトである検索

エンジン，影響分析ツールである〔C. Kopanos et
al.（2019）〕。日本国内のゲノム医療を担う遺伝性
疾患部門で日常的に利用されているClinvarから
Varsomeへは，リンクが容易に可能となっている。
疾患特異的データモデルと，表現型の記載方法で
あるHuman phenotype ontology（HPO）は，AIによ
る診断を可能にした。HPOの標準化は形態異常
学の分野で活動する臨床医の国際グループによっ
てすすめられた〔L. G. Biesecker et al.（2022）〕。
全ゲノム配列決定が希少疾患の遺伝学的診断に及
ぼす影響を評価した，英国国民保健サービス
（NHS）のパイロット研究では，ontology用語と臨
床アノテーションの標準化の価値が再確認されて
いる〔D. Smedley et al.（2021）〕。

2 ゲノム情報の家族レベルへの影響と遺伝学
的検査の経済評価
公衆衛生機関は，ゲノミクスに基づく戦略の策
定と実施において，潜在的なリスクを軽減しなが
ら，国民の健康を改善する重要な役割が期待され
ている〔M. J. Khoury et al.（2011）〕。ゲノム情報
から病原性バリアントを特定する研究への投資が
継続されているものの，ゲノム配列決定技術の医
療における経済的影響の理解の発展にはほとんど
注意が払われてこなかった〔W. G. Feero et al.
（2013）〕。ゲノミクスが医療費に与える影響には，
医療費の増加の主な原因である技術革新である側
面と，ヘルスケアとして不必要な介入を抑制する
側面の2つの観点が知られている〔Bodenheimer
T.（2005）〕。遺伝性疾患と診断された患者と親族
の健康への影響には，医療経済学における効用測
定の標準的なアプローチを使用できると考えられ
ている。遺伝学的検査の費用対効果分析には，患
者と家族のカスケード検査の両方について，評価
に組み込まれることがある。
家 族 性 高 コ レ ス テ ロ ー ル 血 症（familial

hypercholesterolemia: FH）は，血漿中のLDL濃度
の上昇を特徴とする一般的な常染色体半優性の脂
質代謝疾患である。最近のメタ分析によると，ヘ
テロ接合性の頻度はほとんどの集団で約1: 250と
されている。アテローム性動脈硬化性心血管疾患

ゲノム情報の家族レベルの影響と遺伝学的検査：経済評価に関する文献的レビュー 79
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（ASCVD）を引き起こし，死亡の原因となるため
公衆衛生上重要なゲノム疾患と位置付けられてい
る。世界で3500万人がFHに罹患していると考え
られているが，そのほとんどが未診断または十分
な治療を受けていない。国際的に最も広く使用さ
れている臨床診断方法は，患者と第一親等の心血
管疾患の病歴と未治療の低密度リポタンパク質コ
レステロールLDL-CによるDutch lipid Clinics
NetworkやSimon-Broome基準である。日本では
日本動脈硬化学会FH診断基準が用いられており，
重症FHを呈するホモ接合体の場合指定難病と認
定され，ヘテロ接合体の場合も特定はより集中的
な治療の必要性を示唆し，カスケード検査により
影響を受けた家系のASCVD予防につながると考
えられている。日本では2022年4月にFHの遺伝学
的検査が保険適用となった。Jacksonらは1940年
から2015年までの米国国勢調査情報を使用して，
病的バリアントを有するFH発端者の血縁者を対
象としたカスケード検査の費用対効果を評価し
た。出生データを含む複数の情報源を用いてラン
ダムに生成された家系図を用い，米国における
FHのカスケード検査は第一親等血縁者で40歳未
満，第2親等では15歳未満に開始すれば費用対効
果が高くなると報告した。この分析では，基準年
齢に達した家族全員が検査を受けることが仮定さ
れていた〔Jackson CL et al.（2021）〕。カスケード

スクリーニングの普及率は，研究における実施と
保険適応の費用負担の違いにより大きなばらつき
があり，必要な実態把握には課題があるとされて
いる〔Smith HS et al.（2021）〕。オランダでは1994
年から2014年にかけて，政府補助による全国規模
のカスケード スクリーニングプログラムが，FH
患者を特定するために機能した。このプロセスで
は特別な訓練を受けたgenetic field workerと呼ば
れる訓練を受けた看護師らが，電話又は郵便でカ
ウンセリングや検査結果の説明，クライエントの
自宅での採血，FH検査結果が陽性となった場合
の一般開業医または専門医への連絡の推奨を担当
した。FHのカスケード検査は家族の間で受け入
れられた〔Louter L et al.（2017）〕。初期の段階で
FHの遺伝的診断後，手頃な生命保険へのアクセ
スの減少が報告されたことから，適切に治療され
たLDL-Cレベルの患者の受入れを保証する保険会
社間の協定締結後，FH患者の生命保険の無条件
引き受けが77％から86％へ増加したとされている
〔R. Huijgen et al.（2012）〕。しかし，カスケード検
査がオランダの通常の医療システムに組み込まれ
た2014年以降，制度上医療従事者による家族への
積極的なアプローチが適応できなくなり，検査を
受けた家族は500人未満へ激減したことが報告さ
れている〔Louter L et al.（2017）〕。
一般に浸透率の高い遺伝子における病的バリア

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 180
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注：Louter L et al.（2017）で報告された2011年から2016年にオランダで遺伝子検査
により臨床的FHと診断された患者と検査を受けた家族。

出所：Atheroscler Suppl. 2017 Nov: 30: 77-85.3図3より引用。

図1 オランダ保健省のFHカスケードスクリーニングプログラム終了（2013年）後のFH検出患者数の激減
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ントの検出は，遺伝性腫瘍においても診断，治療，
監視に役立つと考えられている。遺伝性乳癌卵巣
癌（hereditary breast and ovarian cancer: HBOC）
は，狭義にはBRCA1あるいはBRCA2の生殖細胞
系列の病的バリアントに起因する乳癌および卵巣
癌をはじめとするがんの易罹患性症候群である。
常染色体顕性（優性）遺伝形式を認め，病的バリ
アント保持者の80歳時点の乳癌罹患リスクは，
BRCA1/ 2でそれぞれ72％／69％とされている〔K.
B. Kuchenbaecker et al，（2017）〕。ミスマッチ修復
遺伝子に病的バリアントを有するリンチ症候群
（Lynch syndrome: LS）の大腸がんの平均発症年齢
は，約45歳と考えられている〔Louter L et al.
（2017），M. A. Rothstein，（2018）〕。各国の専門機
関はこれらの遺伝性腫瘍で病的バリアントの保有
者の血縁者を特定し，リスク管理の選択肢を提案
することを推奨している〔N. B. Henrikson et al.
（2020）〕。

3 プライバシー規制と家族コミュニケーション
世界中のプライバシー規則は，医療提供者が検
査を受けた個人以外の者に遺伝情報を明らかにす
ることに抑制的な解釈がなされている。遺伝学的
検査の結果を家族に共有する責任はほぼ独占的に
病的バリアント保有者にあり，情報を開示しない
権利があると考えられている。このため潜在的な
遺伝的リスクを親族に知らせるよう奨励する，間
接的または患者介在のリスク通知が行われてきた
〔M. A. Rothstein（2018）〕。米国では，医療提供者
に親族に警告を行う広範な法的義務は存在してい
な い と 解 釈 さ れ て い る。Health Insurance
Portability and Accountability Act of 1996（HIPAA）
プライバシー規則における公衆衛生を介在したア
プローチは，主に感染症を対象とする例外規定の
文脈で運用されている〔N. B. Henrikson et al.
（2020）〕。一方，2018年にオランダの患者，親族，
一般住民を対象として実施されたオンライン調査
では，ほとんどの参加者が，発端者と医療専門家
がリスクのある親族への情報提供に関与すべきで
あり，患者の秘密保持よりリスクにさらされてい
る血縁者への情報提供がより重要であると考えて

いることが報告された〔L. Marleen Van Den
Heuvel et al.（2020）〕。日本の個人情報の保護に
関する法律（平成十五年法律第五十七号）では，
配列決定されたゲノムデータを個人識別符号，医
学的解釈が付加されたゲノム情報は病歴と同様，
要配慮個人情報に分類している。この法律2条1項
で保護される対象は生存する個人の情報であり，
プライバシーの保護の対象も生者が対象となるこ
とを定義している（個人情報の保護に関する法
律，2023年12月15日最終確認）。遺伝情報の場合，
死者に関する情報が，同時に遺族等の生存する個
人に関する情報である場合には，当該生存する個
人に関する情報にも該当する性質をもつ。生存の
有無にかかわらず検査を受けた個人のプライバ
シーを保護する必要性と，リスクのある血縁者へ
の通知との間には矛盾が残っており，このプロセ
スを促進する必要性が高まっている。
Baroutsouらは，2020年にHBOCまたはLSの

RCTを対象とした，家族のコミュニケーションを
改善するための心理社会的，認知的，行動的な要
素を含む介入に焦点をあてた研究のメタ解析を報
告した。さまざまな職種の医療提供者との広範な
カウンセリングセッションによる，家族コミュニ
ケーションの変化の効果量は小さく，有意ではな
かった。一方，カスケード遺伝子検査の全体的な
効果量は小さいものの有意である可能性を示した
〔V. Baroutsou et al.（2021）〕。日本では，遺伝情報
に基づき患者に応じた治療を推進することや差別
の防止などを掲げる「ゲノム医療法」が2023年6月
に成立した（ゲノム医療法，2023年12月25日最終
確認）。しかしながら，ゲノム医療施策を総合的
かつ計画的に推進する上で，家族ベースのアプ
ローチに関する研究は不足している。

4 本研究の目的
この研究では，2019年から2023年の最近の5年
間に発表された発端者と血縁者への遺伝学的検査
の費用対効果に関する文献的レビューを行うこと
を目的とした。
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Ⅱ 方法

研究の検索に使用されたデータベースは
Pubmed, Web of Scienceだった。検索は「gene*」
「cascade」と「cost-effective*」を必須として，2019
年1月から2023年12月までの5年間に発行された査
読済みジャーナルの関連性のある研究を探索し
た。選択基準は以下とした：1）全文利用可能，2）
遺伝性疾患と遺伝学的検査に焦点が当てられてい
る，3）費用効果費分析が当該研究で実施されてい
る。また，除外基準は以下とした：1）レビュー論
文，2）感染症や細菌を対象とする遺伝子検査研
究，3）多因子疾患。
選択された研究のうち，成人を対象として社会
的または直接医療費によるヘルスケアの視点から
ICER（incremental cost-effectiveness ratio）が算出
された入手可能な研究の基本シナリオの index
caseとcascade test caseのICER順位表を作成した。
ICER順位表における米ドル以外で報告された
incremental costは出版日の為替レートでUSDへ変
換した（1CAD＝0.7627 USD; 2019年2月2日 1CAD

＝0.7192; 2020年5月20日，1AUD＝0.6880 USD;
2019年5月22日，0.6961 USD; 2019年6月22日，
0.7266 USD; 2021年 11月 17日，1CHF＝ 1.0752
USD; 2021年11月16日）。
既に一般に入手可能な公開されているデータ
セットを分析した研究であるため，研究倫理指針
の適用から除外され倫理審査の必要性は免除され
た。

Ⅲ 結果

検索では，必須用語に基づく432件の研究に達
した。重複および，除外基準に該当する417件が
除外され，最終的に15件の研究が選択されまし
た。6件は米国から，3件はオーストラリアから，
2件はカナダから，続いてタイ，スイス，英国，イ
スラエルからそれぞれ1件たった。評価された遺
伝学的検査戦略は，臨床診断基準に基づく遺伝学
的検査（CG）に関するものが11件だった。このカ
テゴリーでは遺伝学的検査に続くリスク低減卵管
卵巣摘出術（RRSO）のような二次予防対策が含
まれた。それ以外の4件は集団スクリーニング戦
略（PS）を評価するものだった。対象疾患は
HBOC6件〔Hoskins P et al.（2019），Z. Kemp et al.
（2019），M. Hurry et al.（2020），G. F. Guzauskas et
al.（2020），R. Michaelson-Cohen et al.（2022），P.
Lertwilaiwittaya et al.（2023）〕，FH2件〔Jackson CL
et al.（2021），C. Marquina et al.（2022）〕，LS1件〔I.
Salikhanov et al.（2022）〕，これらの3疾患を含むも
の1件〔G. F. Guzauskas et al.（2023）〕，小児がん1
件〔G. O’Brien et al.（2021）〕，先天性疾患1件〔D.
Schofield et al.（2019）〕，膵がん1件〔Krepline AN
et al.（2021）〕，小児糖尿病1件〔M. S. Goodsmith et
al.（2019）〕，拡張型心筋症1件〔M. Catchpool et al.
（2019）〕だった（表1）。
比較可能なCGとPS戦略のすべての研究で，カ
スケード検査の追加の費用対効果の利点が強調さ
れた（図2）。
CG戦略における高リスク乳がん患者について，

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 182

表1 この文献的レビューに含まれた研究の詳細
No タイトル

筆者，年
国/通貨/
指標
戦略

遺伝学的検査/
患者検査コスト

モデル/病的バリアント保
有者の治療

ICER/
予算影響

1 Targeted surgical prevention of epithelial
ovarian cancer is cost effective and saves money
in BRCA mutation carrying family members of
women with epithelial ovarian cancer. A
Canadian model

Hoskins et al., 2019

カナダ
/ CAD
/ QALY
/ CG

BRCA1/ 2検査
675＄

50年間，
上皮性卵巣がん
BRCA病的バリアント保
有率12.46％（平均50歳）/
リスク低減手術（腹腔鏡
下両側卵管卵巣切除術）

-8,919＄[＋]/
Δ2,904,486＄
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2 Long-term economic impacts of exome
sequencing for suspected monogenic disorders:
diagnosis, management, and reproductive
outcomes

Schofield et al., 2019

オースト
ラリア
/ AUD
/ QALY
/ CG

エクソームシー
ケンス
2,000＄～3,100＄

20年間，
単一遺伝性疾患が疑われ
る0～2歳の乳児

31,144.35＄
20,839.57＄[＋]
/ -

3 Evaluation of Cancer-Based Criteria for Use in
Mainstream BRCA1 and BRCA2 Genetic
Testing in Patients With Breast Cancer

Kemp et al., 2019

英国
/ USD
/ QALY
/ CG

BRCA1/ 2検査
（306￡ 2017年）

50年間，
乳がん患者に対する病的
バリアント検出率約10％
の基準

1,330＄[＋]
/ -

4 A cost-effectiveness model of genetic testing
and periodical clinical screening for the
evaluation of families with dilated
cardiomyopathy

Catchpool et al., 2019

オースト
ラリア
/ AUD
/ QALY
/ CG

エクソームシー
ケンス
1,200＄

拡張型心筋症
/生涯にわたる臨床監視，
ガイドラインに基づく薬
物療法

6,100＄[＋]
/ -

5 The Impact of Biomarker Screening and
Cascade Genetic Testing on the Cost-
Effectiveness of MODY Genetic Testing

GoodSmith et al., 2019

米国
/ USD
/ QALY
/ CG

MODY遺伝子検査 30年間，
小児糖尿病
抗GAD抗体陰性，Cペプチ
ド陽性/
スルホニルウレア投与

-36,700＄
-90,692＄[＋]
/ -

6 Canadian cost-effectiveness model of BRCA-
driven surgical prevention of breast/ ovarian
cancers compared to treatment if cancer
develops

Hurry et al., 2020

カナダ
/ CAD
/ QALY
/ CG

BRCA1/ 2検査 50年間
乳がん卵巣癌
リスク低減手術

14,942＄[＋]

7 Cost-effectiveness analysis of universal
germline testing for patients with pancreatic
cancer

Krepline et al., 2021

米国
/ USD
/ LYG
/ CG

生殖細胞系列検査
200＄

全膵臓癌患者検査と家病
的バリアント保有確率
20％の家族歴に基づく選
択的検査比較/個別化治療
（PARPiを含む）

121,942＄
/ -

8 Cost-effectiveness of cascade genetic testing for
familial hypercholesterolemia in the United
States: A simulation analysis

Jackson et al., 2021

米国
/ USD
/ LYG
/ CG

FH遺伝子パネル
解析
250＄

FH有病率0.004，
家系図のシミュレートに
よるカスケード検査の
95％CI上限のWTPとの比
較 / スタチン，エゼチミ
ブ，PCSK9による薬物治
療

第1親等40歳
18,860.2＄[＋]
（95％ CI 11618-
50083）
第2親等15歳
9,194.85＄[＋]
（95％ CI 4927-
68650）/ -

9 Estimated Cost-effectiveness of Genetic Testing
in Siblings of Newborns With Cancer
Susceptibility Gene Variants

O’Brien et al., 2021

米国
/ USD
/ LYG
/ CG

小児がん遺伝子
パネル検査

がん感受性病的バリアン
トを持つ新生児の兄弟へ
のカスケード検査/臨床監
視

16,910＄[＋]
（95％ UI 7060-
31440）
/ -

10 Swiss cost-effectiveness analysis of universal
screening for Lynch syndrome of patients with
colorectal cancer followed by cascade genetic
testing of relatives

Salikhanov et al., 2022

スイス
/ CHF
/ QALY
/ CG

生殖細胞系列検査
3,500CHF

50年間，
全結腸癌検査に続くカス
ケード検査/血縁者の内視
鏡検査と治療

65,058CHF[＋]
/ -

11 A cost-utility analysis of BRCA1 and BRCA2
testing in high-risk breast cancer patients and
family members in Thailand: a cost-effective
policy in resource-limited settings

Lertwilaiwittaya et al., 2023

タイ
/ USD
/ QALY
/ CG

BRCA1/ 2検査
666.88＄

生涯，
BRCA病的バリアント保
有率18.6％高リスク乳が
ん/ RRM，RRSO

45歳患者573＄
血縁者Δ4,200
＄[＋]
/ 5年間で3,469＄
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12 Cost-effectiveness of Population-Wide Genomic
Screening for Hereditary Breast and Ovarian
Cancer in the United States

Guzauskas et al., 2020

米国
/ USD
/ QALY
/ PS

BRCA1/ 2検査
200＄

生涯，
全女性/ RRM・RRSO

30歳女性
92,600＄
87,700＄[＋]
/ -

13 Population genomic screening of young adults
for familial hypercholesterolaemia: a cost-
effectiveness analysis

Marquina et al., 2022

オースト
ラリア
/ AUD
/ QALY

FHパネル検査
＜250＄（市販）

若年成人集団有病率0.004 27,705＄
/ -

14 Real World Cost-Effectiveness Analysis of
Population Screening for BRCA Variants among
Ashkenazi Jews Compared with Family History-
Based Strategies

Michaelson-Cohen et al., 2022

イスラエ
ル
/ USD
/ QALY
/ PS

BRCA1/ 2検査
178＄

病的バリアント保因率
2.5％の全アシュケナージ
系ユダヤ人女性検査とカ
スケード検査の家族歴に
よる選択検査比較/ RRM・
RRSO

42,261＄
-21,187.5＄[＋]
/ -

15 Population Genomic Screening for Three
Common Hereditary Conditions: A Cost-
Effectiveness Analysis
Guzauskas et al., 2023

米国
/ USD
/ QALY
/ PS

LS・HBOC・FHの
同時パネル検査
250＄

全30歳/ HBOC向けRRM・
RRSO，LS向け結腸内視鏡
検査，FH向け脂質低下療
法

73,300＄
（95％UI
42000-96100）
68,600＄[＋]
（95％UI
41800-88900）
/ -

注：［＋］：カスケード検査を含む ICER ICER: incremental cost-effectiveness ratio CG: criteria-based genetic testing PS: population
screening QALY：質調整生存年数 LYG：生存年 FH：家族性高コレステロール血症 WTP：支払い意思額 CI：信頼区間 UI：
不確実性区間 RRM：リスク低減乳房切除術 RRSO：リスク低減卵管卵巣摘出術 LS: Lynch syndrome HBOC：遺伝性乳がん卵巣
がん症候群。

発端者

100000

80000

60000

40000

20000

－20000
1 2 3 4 6

CG 戦略 PS 戦略

US$ / QALY

10 11 12 13 14 15

0

血縁者

注：本研究に含まれた研究の詳細（表1）から成人を対象として社会的または直接医療費によるヘルスケ
アの視点からICERが算出された，11研究の発端者と血縁者を含むICERの順位表を作成。横軸は表1
の論文Noを意味する。ICER: incremental cost-effectiveness ratio（増分費用効果比），CG: criteria-based
genetic testing，PS: population screening。

図2 診断基準に基づく遺伝学的検査（CG戦略）と集団スクリーニング（PS戦略）のICER順位表
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Lertwilaiwittaya（2023）らはBRCA1/ 2検査は費用
対効果が高く，カスケード検査は費用削減効果が
あることを報告した。また，中所得国であるタイ
の配列決定および乳がんの入院治療費は比較的安
価であり，5年間の推定予算影響は3469万USDで
あると報告し，これらの結果は2022年に国民医療
給付パッケージで承認された。BRCA1/ 2保有率
が2.5％であるアシュケナージ系ユダヤ人におけ
るPSについて，Michaelson-Cohen（2022）らは費
用対効果が高く，標準的なカスケード遺伝子検査
が特定される保有者数の制限から必要な監視と予
防が妨げられる可能性があると報告した。ただ
し，健康保有者の監視コストは，モデルで想定さ
れた40歳ではなく30歳の場合，調査期間が10年長
くなり，イスラエルのGDP1～3倍未満の支払い意
思額に対し費用対効果は高くなるもののコスト削
減にはならない可能性があるとされた〔R.
Michaelson-Cohen et al.（2022）〕。一方，HBOCの
PS戦略について，Guzauskas（2020）らは30歳女性
では費用対効果が高く，45歳では低い可能性を示
唆した。

Ⅳ 考察

2019年から2023年の間に発表された文献におけ
る発端者と血縁者への遺伝学的検査の費用対効果
ついて，CGとPSのいずれの戦略もカスケード検
査の追加は費用対効果の利点が強調された。発端
者の血縁者へのカスケード検査が，ヘルスケアに
おける不必要な介入を抑制する影響を果たす可能
性があることが示唆された。しかし，PS戦略の支
払い意思額に基づく費用対効果は安定しない結果
であった可能性があった。
最新の5年間のこの文献レビューの結果は，以
前のHBOCにおける日本のCG戦略の経済評価と
一致していた。山内らは 2018年に日本の
BRCA1/ 2病的バリアント保有者における監視と
予防戦略について，34歳のリスク低減乳房切除術
（RRM），45歳のRRSO，RRM＋RRSOのすべてが
費用対効果の高い予防戦略であることを報告した
〔H. Yamauchi et al.（2018）〕。日本では2020年に

BRCA1/ 2検査が保険収載された。山内らの研究
では，費用対効果にカスケード検査の追加分を評
価しておらず，この研究のレビューには日本の研
究は含まれなかった。タイにおける高リスク乳が
んおよび，カナダにおける上皮性卵巣がんおける
BRCA1/ 2検査の第一親等へのカスケード検査は，
RRSOの普及による費用削減効果を示唆しており
〔Hoskins P et al.（2019），P. Lertwilaiwittaya et al.
（2023）〕，山内らの研究結果とも一致していた。
PS戦略は，健康保因者の長期の監視期間にかか
るコストが標的となり得ることが指摘されてい
る。このためCG戦略による遺伝学的検査がその
後の予防治療のコストを分析の標的とすることと
異なる。二次医療診断アプローチを一次医療に当
てはめる「診断のダウンシフト」は一般診療の作
業負荷を増大させ，下流サービス利用や患者の不
安など意図しない「市場の失敗」を引き起こし，
陽性適中率の低い診断は費用対効果が安定しない
可能性があることが指摘されている〔I. M. Sajid et
al.（2022）〕。このレビューでは，FHのPS戦略の分
析モデルには，遺伝学的検査の感度100％〔C.
Marquina et al.（2022）〕，スタチン遵守率の上昇
30％〔G. F. Guzauskas et al.（2023）〕などの楽観的
モデルが選択された。FHの症例の病的バリアン
トの50％以上はLDL受容体遺伝子（LDLR）が原
因と考えられている。1987年の初期の解析では
LDLRプロモーターの除去によりヌル対立遺伝子
となるエクソン1に関与するΔ＞15kbがFHのフラ
ンス系カナダ人の63％に報告された〔Hobbs HH
et al.（1987）〕。Miyakeらは日本人FH 205人の
LDLR遺伝子を分析し，118人の患者（57.6％）で
小さなバリアント（<25 bp）を同定し，病的バリ
アントが検出されなかった場合にMLPA解析を
行って10.2％（21／205）に大きな欠失を検出した。
日本人においてもエクソン1とエクソン2～3の欠
失は比較的頻繁であることが報告した〔Miyake Y
et al.（2009）〕。筆者は，2022年に収載された保険
適応LDLR遺伝学的検査の臨床診断との不一致
が，次世代シークエンサーによるコピー数異常の
検出精度限界に起因した症例報告した〔Keiko
Goto-Hirano et al.（2023）〕。SVの発生しやすさは
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遺伝子によって異なり，FHの原因遺伝子である
LDLRには注意が必要である。PS戦略では，誤っ
た結果によるその後の医学管理を回避するために
より高い検査感度が期待されるため，MLPAまた
はロングリードシーケンスのような，ショート
リードのNGSよりはるかに解析コストが高額な検
査価格の感度分析や，より堅牢なモデル選択が必
要となる可能性がある。
ゲノム医療施策を総合的かつ計画的に推進する
ためには，家族ベースのアプローチに関するさら
なる研究が必要である。検査を受けた個人のプラ
イバシーの保護と，リスクのある血縁者への通知
との間のプロセスの促進は，ヘルスケアの観点で
経済的利益につながる可能性がある。また，世界
的なゲノム医療のコミュニティの一員として情報
科学の強化が臨床現場においても重要となってい
る。ゲノム情報の家族レベルの影響と，情報科学
の強化は組み合わせて臨床適応されることが重要
である。遺伝情報を用いた診断学は，経験科学か
らデータサイエンスへと変貌しており，臨床現場
の専門医には，バイオインフォマティクスの生命
科学と情報科学の両分野を経験，理解して患者に
応じた課題を解決する能力が求められている。シ
ンガポール国家精密医療（NPM）プログラムは，
精密医療を確立するための政府全体の10か年計画
で，費用対効果が高く，持続可能な臨床応用を特
定することで国民の健康を改善することを目的と
して，2017年に発足し官民パートナーシップの育
成，情報テクノロジー，サイバーセキュリティ，
人工知能隣接分野の強化が行われた〔Wong E et
al.（2023）〕。The Welcome Trustは英国最大の科
学研究に対する非政府資金提供者であり，その資
金提供を受けたWelcome connecting scienceは誰
もがゲノム科学とその健康，社会への影響を探索
できるようにすることを使命とし，2023年10月に
東京で開催されたHuman Genetics Asia 2023参加
者に無料でワークショップを開催した。各国のデ
ジタルe-learning担当者，バイオインフォマティ
シャン，遺伝科医師，オンラインバリアント解釈
ツール提供者らのチームは，GitHubと演習用Data
fileが用いられた教育ツール，臨床研究または臨

床診断における重要なステップに関するコンテン
ツを作成し，日本の臨床ゲノミクス分野の臨床医
や医療専門家を支援した。急速に変化するゲノミ
クス分野の進歩を世界中で利用できるようにする
には，人材のスキル開発とネットワーキングの機
会を統合した教育インフラの必要が高まってい
る。
この研究にはいくつかの制限がある。1点目は
発端者と親族への遺伝学的検査の適応について実
証研究と，推定値を用いた研究の両方が含まれ
た。これは選択されたすべての研究でカスケード
遺伝子検査の追加は費用対効果の利点が強調され
た結果の堅牢性に影響を与えた可能性がある。2
点目はICERの順位表に乳幼児および小児に適応
される遺伝学的検査が含まれなかった。乳幼児と
小児を対象とする増分コストと健康アウトカム
は，その後の不確実性の大きさから20年間程度で
分析されており，成人発端者が提供される医療を
選択し，家族コミュニケーションに果たす役割と
異なるため，今回レビューから除外された。

付記
本稿はJSPS科研費22H03307および厚生労働科
学研究費21FC1009の助成を受けた成果の一部で
ある。
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Family-level impact of genomic information and genetic testing:
a literature review on economic evaluation

GOTO Keiko＊

Abstract

Genome sequencing has become increasingly available to healthcare providers worldwide. In clinical

practice, extensive and complex genomic information is used for diagnosis. The cascade genetic testing of

family members of a proband diagnosed with a genetic disease has been reported to be cost-effective.

However, there is a lack of research on family-based approaches. This study reviewed the cost-effectiveness

of genetic testing for probands and relatives published in the last five years from 2019-2023. The addition of

cascade genetic testing highlights the cost-effectiveness of both clinical diagnostic criteria-based genetic

testing and population screening strategies. Further research is needed to facilitate the protection of the

privacy of the individuals tested and the right of relatives to be informed of their genetic information. The

family-level impact of genomic information must be clinically adapted in combination with enhanced

information science.

Keywords：Genome data, Genetic test, Privacy, Cascade test, Cost-effectiveness



0108_社会保障研究_【川本】_PK-1.smd  Page 1 24/06/21 09:28  v4.00

特集：ビッグデータと保健医療の未来

希少疾患の診断や治療の発展に向けた
ビッグデータ活用の可能性と課題

川本 祐子＊

要 旨

ビッグデータは，大容量のデータから予期しないパターンや隠れた知識を明らかにすることに強みが
あり，医療を含む多分野において活用されてきた。医療分野においてビッグデータの活用が注目される
領域の一つが，希少疾患である。世界的な公衆衛生上の課題とされる希少疾患は，世界で4億人以上の
患者がいると推定されている。希少疾患は病態の解明が十分ではなく，診断基準が定まっていない場合
や特異的な治療法が確立されていない場合が多いため，希少疾患をもつ患者は効果的な治療法へのアク
セスが制限されている。本稿では，希少疾患の診断や治療の発展に向けたビッグデータの活用可能性と
課題について紹介する。

キーワード：ビッグデータ，リアルワールドデータ，データサイエンス，希少疾患，課題

社会保障研究 2024, vol. 9, no. 1, pp. 90-99.

Ⅰ はじめに

近年，多くの人が耳にしたであろう用語の一つ
が，「ビッグデータ」ではないか。Google Trends
では，世界的に「big data（ビッグデータ）」という
検索語が2011年を境に上昇傾向を示した。ビッグ
データという言葉自体はそれ以前から存在してい
るが，ビッグデータを的確に表現するコンセンサ
スの得られた統一的な定義は今なお存在しない。
その言葉が用いられる文脈に応じてさまざまな定
義や特徴づけがなされてきた，実に多面的な用語
である。ビッグデータの諸定義は総じてさまざま
な源から得られた大量のデータで構成されている
点が共通しており〔Favaretto et al.（2020）〕，

「Volume（データの量）」，「Variety（データ源や
データ種の多様性）」，「Velocity（データの速度）」，
「Variability（データの変動性）」，「Veracity（デー
タの正確性）」，「Value（データの価値）」などが特
徴例として挙げられる〔McCue and McCoy
（2017）〕。
ビッグデータという言葉に馴染みが無くても，
我々はその提供者となり，利用者となっている。
人々の生活に密着したビッグデータの用途をいく
つか例示する。インターネット上のモール型販売
サイトで買い物をする際，サイトの閲覧情報や購
買情報等がデータとして活用され，利用者の行動
傾向によって広告やおすすめ商品の表示内容が変
わる。コンビニエンスストア等においては，実店
舗内での動線データや発注・在庫・購買データ，

＊東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科 助教

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 190
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ポイントカードや決済アプリ等から得られたデー
タを用いて来店者の行動分析や在庫管理を行い，
取り扱う商品の内容や陳列方法などが調整され
る。また，我々はインターネットを用いて現在地
や目的地の適時かつ局所的な交通情報や気象防災
情報を瞬時に把握することができる。上記のビッ
グデータの用途例は，広く知られたものである
が，ビッグデータは全世界的に多業界で多目的に
活用されている。
その一つが医療分野での活用である。生物医学
や生命科学系の文献データベースである
PubMedⓇでは，2003年以降に「big data」という言
葉を用いた研究が進められてきた。医療分野での
ビッグデータは，電子的に記録された診療・調剤
報酬等の請求データベース（レセプト情報）や疾
患特異的な患者登録型データベース，健康診断情
報，診療記録情報（医療機関の電子カルテ情報），
ウェアラブルデバイスから得られた計測情報，ゲ
ノム情報などが挙げられる。さまざまな疾患や医
療サービスに関するビッグデータを用いた研究が
進められているが，世界的な公衆衛生上の課題と
される希少疾患〔Forman et al.（2012），United
Nations（2021）〕での活用も一考の余地がある。
本稿では，希少疾患の診断や治療の発展に向けた
ビッグデータ活用の可能性と課題について検討す
る。

Ⅱ 希少疾患の診断や治療の発展に向けたビッ
グデータの活用

1 希少疾患の定義と疫学的背景
希少疾患は，一般に人口に対して患者数が小さ
い疾患を示すが，疾患の希少性を計る世界共通の
基準は存在しない。国や地域，組織により希少疾
患の定義は異なり，それらの定義で用いられる有
病率の閾値の世界平均は人口10万人当たり40例と
いう報告がある〔Richter et al.（2015）〕。希少疾患

の総数については報告数にばらつきがあり，おお
むね 5000-8000と推定されている〔The Lancet
Neurology（2011）〕。希少疾患の多くは疫学デー
タが乏しく患者数の正確な推定は困難であるが，
全世界的に4.7億人が希少疾患に罹患している可
能性があると推定されている〔Ferreira（2019）〕。

2 希少疾患に関する社会的課題
希少疾患は，個々の疾患の患者数の少なさか
ら，さまざまな社会的課題を抱えてきた〔Chan et
al.（2020），EURORDIS（2009），Hurvitz et al.

（2021），Institute of Medicine et al.（2010），
Schieppati et al.（2008）〕。米国や欧州をはじめ各
国で希少疾患に対する新しい治療法の研究・開
発・販売を促進する法規制1)がなされるまで，希少
疾患用の医薬品や医療機器の開発が進まない状況
があった。希少疾患に対する研究開発資金の獲得
が困難であることや臨床試験の対象者数の確保が
難しいこと，効果的な治療法の利用可能性や医療
費の補償が限定されることは課題として挙げられ
ている。希少疾患は病態の解明や診断基準の確立
がなされていないことが多く，有病率など疫学的
特徴の推定が困難になり疾患の正確な評価を妨げ
ること，診断の遅れや誤診，治療の遅れ，誤った
治療の提供なども課題となっている。希少疾患に
関する情報の少なさやその治療に関する知識を持
つ臨床医の特定の難しさは，医療従事者と患者・
家族を悩ませてきた。それらの課題は，希少疾患
患者・家族のquality of lifeや社会的機会へ影響を
及ぼしている。こうした社会課題を解決する糸口
として，ビッグデータの活用が試みられてきた。

3 希少疾患の診断や治療の発展に向けてビッ
グデータを活用した国内外の事例
一般的にビッグデータの解析では，統計解析の
ほか，深層学習などの機械学習が用いられること
が多い。希少疾患患者の画像検査データやゲノム

1) 米国のOrphan Drug Act（https://www.fda.gov/media/99546/download），欧州委員会のOrphan Medicinal Products
Regulations: OMP Regulations（http://data.europa.eu/eli/reg/2000/141/oj），日本の希少疾病用医薬品・希少疾病用医
療機器・希少疾病用再生医療等製品の指定による支援措置（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
0000068484.html）など。
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情報などを深層学習で解析した研究に関するス
コーピングレビューによると，希少な腫瘍性疾患
や遺伝性疾患，神経疾患を主な対象としており，
解析の焦点は診断に関する研究が最も多く
（79％），次いで予後（13％）や治療（8.7％），特性
評価（2.4％）に関する研究であった〔Lee et al.
（2022）〕。希少疾患の疾患理解や診断，治療法の
開発においてビッグデータを活用した事例をいく
つか紹介する。

（1） 希少疾患の病態理解や分類，特性評価
ビッグデータは，現段階では不明瞭な希少疾患
の疫学的・臨床的・形態学的・医療経済的特徴を
より深く理解するために用いられることがある。
Jang et al.（2021）は，2006年から2017年までの韓
国の国民健康保険の給付記録から，国際疾病分類
第10版を基に新たにアミロイドーシスと診断され
た2233件のデータを抽出し，アミロイドーシスの
発生率や死因，生存率を評価した。Benovoy et al.
（2022）は，川崎病における冠動脈瘤の形成予防に
向けた特性評価のため，川崎病患者27名から光干
渉断層撮影法による冠動脈の画像データを収集
し，川崎病における冠動脈の伸展性の低下（硬化）
と冠動脈壁の損傷の程度との相関，および，冠動
脈の伸展性の経時的変化について，深層学習を用
いて評価した。Lazic et al.（2021）は，小児腫瘍神
経芽腫患者から神経芽腫細胞株や骨髄吸引液，末
梢血液を採取し，データマイニングや画像処理，
深層学習などを経て，骨髄転移における腫瘍とそ
の周辺細胞の特徴の多様性を調べた。Walker et
al.（2016）は，Orphanetが開発したORPHAコード
（希少疾患を包括的に分類し符号化したもの）と
国際疾病分類第10版オーストラリア版（ICD-10-
AM）の照合作業を経て，西オーストラリア州の
1999年から2010年までの各希少疾患患者に関する
データをHospital Morbidity Data Collectionから収
集し，報告された希少疾患の種類，患者数，利用
された医療サービス，西オーストラリア州の医療
システムに対する希少疾患関連の医療費を調査し
た。Chiu et al.（2018）は，香港の公立病院で用い
られるClinical Data Analysis and Reporting System

の2005年から2016年までデータのうち，前掲の
ICD-10-AMの希少疾患に関するコードに基づい
て，希少疾患により入院した546,673名の患者
データを抽出し，香港における希少疾患の有病率
と分布の推定，希少疾患患者の入院数とその割
合，およびその入院関連医療費を推定した。

（2） 希少疾患の診断や予後予測の向上
希少疾患への罹患が疑われる患者が，個々の希
少疾患に関する情報やその診断・治療に関する知
識・技術を有する専門家・専門施設を特定するこ
とは容易ではない。また，個々の希少疾患の専門
家ではない医師が，そうした患者を診ることによ
る診断の遅れや誤診は，治療機会の損失や誤った
治療の提供を招き，予後を左右しうる。Schaaf et
al.（2020）のスコーピングレビューによると，大
量の疾患情報（疾患・治療法・研究に関する文献）
や遺伝情報などのビッグデータに基づく，希少疾
患に特異的な診断支援ソフトウェアが開発されて
いる。プロトタイプではなく開発が完了している
システムは14あり，症状や表現型データなどを入
力して疾患関連情報を検索したり，疾患の原因で
ある遺伝的変異を特定したり，類似患者を同定し
て症例を共有したりできる。Dille et al.（2020）
は，ドイツの14施設からファロー四徴症患者372
名の心臓磁気共鳴画像法（心臓MRI）検査データ
を取得した。深層学習を用いた画像データ解析に
よって心臓の寸法と機能の測定値を算出し，ほか
の臨床指標と組み合わせてファロー四徴症患者の
予後を推定し，自動予後予測アルゴリズムの有用
性を評価した。

（3） 希少疾患の治療法の開発・評価
ビッグデータは，希少疾患の診断や予後予測の
向上のために用いられる場合と比較して多くはな
いが，治療法の開発や治療後の評価にも活用され
ることがある。上咽頭癌に対する治療計画の最適
化を目指し，深層学習を用いたいくつかの取り組
みがなされている。Ma et al.（2021）は，上咽頭癌
に対する放射線治療計画においてMRIのみを使用
した場合に必要となる電子密度情報を提供するた
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め，早期上咽頭癌患者20名から得た1433組のT1強
調磁気共鳴シミュレーション画像とコンピュータ
断層撮影法（CT）シミュレーション画像を用い
て，疑似CTの生成法を開発し，評価した。Xue et
al.（2021）は，限られた医療資源のなかで正確な
放射線量計算を行う場合に必要となる合成CTを
提供するため，上咽頭癌169名から得た20926の
CT画像データ（コーンビームCTや線量計算のた
めの計画CT）から高画質な合成CT画像を生成す
る方法を開発し，評価した。Yang et al.（2021）
は，上咽頭癌における導入化学療法治療への反応
予測（レスポンダーとノンレスポンダーの特定）
によりノンレスポンダーへの不必要な毒性とコス
トを回避するため，導入化学療法を受けた上咽頭
癌患者208名のCT画像データを基に深層学習等に
より反応予測モデルを作成し，その性能を評価し
た。
希少疾患用医薬品の開発におけるビッグデータ
の活用例としては，ドラッグリポジショニング
（承認済みの治療薬または治験中の医薬品から別
の疾患に有効な薬効を見つけるための，既存薬に
対する再開発の取り組み）への貢献も挙げられ
る。Lee et al.（2019）は，機械学習を用いて数千
の臨床遺伝子発現プロファイルを統合し，各疾患
に特異的な分子的特徴を同定する統一的な計算フ
レームワークである Unveiling RNA Sample

Annotation for Human Diseases（URSAHD）を開発
し，その有用性を評価した。URSAHDは，一般的
で治療可能な疾患とまれで治療不可能な疾患の間
の特徴の類似性に基づいて，希少疾患の治療薬の
潜在的な候補を予測することができる。個々の疾
患遺伝子または従来の正常／疾患発現差解析を使
用する計算アプローチよりも正確に近縁の疾患を
区別でき，希少疾患を含むあらゆる疾患への適用
が期待されている。

（4） 希少疾患情報の整備
希少疾患分野の研究や治療，知識の発展には希
少疾患登録をはじめとする疾患情報の収集が重要
であり，疾患情報の共有や比較のためには疾患名
や疾患分類，登録項目の標準化が必須となる。希

少疾患情報の整備に向けて，ビッグデータを活用
した取り組みを紹介する。Ninomiya and Okura
（2022）は，日本における希少疾患用医薬品の開発
に向けた科学的情報的基盤強化のため，レセプト
情報・特定健診等情報データベース（NDB）を用
いた全国希少疾病疫学調査を実施した。約4500の
希少疾患の日本における患者数について性別・年
齢別に10年分のデータを取得した後，病名を翻訳
してNDBの希少疾患とOrphanetに記載のある希
少疾患の対応関係を確立し，それらの有病率と自
然史を比較した。自然史は，個々の疾患経過にお
ける患者の状態変化を特徴づけるものであり，疾
患集団の定義や臨床的エンドポイントの選択な
ど，新しい治療法を確立するために不可欠とされ
て い る〔US Food and Drug Administration

（2019）〕。Santoro et al.（2015）は，希少疾患登録
データベース間の将来的な相互接続等に貢献する
た め，EPIRARE プ ロ ジ ェ ク ト（Building
Consensus and Synergies for the EU Rare Disease

Patient Registration）による希少疾患登録の活動
とニーズに関する調査から得られたデータを機械
学習によりデータマイニングし，希少疾患登録
データベースの分類と特性評価を実施した。中国
では，2016年に希少疾患専門家委員会が設置され
て以降，政府主導で希少疾患への取り組みが開始
された。2016～2020年の希少疾患コホート研究や
2018年の希少疾患カタログの発行のほか，中国全
土の標準化された希少疾患データを収集するた
め，National Rare Diseases Registry Systemが開始
され，2020年までの最初の5年間に登録された症
例の分析も実施された〔Guo et al.（2021）〕。

Ⅲ 希少疾患の診断や治療の発展に向けたビッ
グデータ活用の可能性と課題

1 希少疾患の診断や治療の開発の現状
希少疾患の多くは，その病態が不明瞭であり，
疾患を特徴づける情報は乏しく，診断基準が定め
られておらず，特異的な治療法が確立されていな
い。また，継続的なモニタリング指標の欠如も疾
病管理の障壁となっている〔Hurvitz et al.
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（2021）〕。そのため，希少疾患患者およびその家
族は，有用な情報や適切な診断，効果的な治療法
へのアクセスが制限され，Quality of lifeの著しい
低下を招いてきた。画像データやゲノム情報など
のビッグデータを解析する技術の向上は，病態解
明や診断精度の向上，治療シーズの探索に資する
研究の促進をもたらした。前述の希少疾患に対す
る治療法の研究・開発・販売を促進する法規制が
なされたことにより，製薬会社にとって希少疾患
分野での新薬開発は魅力あるものとなり，医薬品
の開発も伸展している。希少疾患治療薬の情報流
通や研究開発を進めるための組織2)も設立され，
希少疾患に対する治療法の開発と市場投入を強化
している〔Kaspar（2005）〕。しかしながら，希少
疾患に対する法規制は比較的に裕福な国や地域
（一人当たりの国民総所得が高い地域）において
設立されている傾向が依然あり，規制的・経済的
インセンティブが働かず医薬品の開発や承認が進
まない国や地域とのギャップも存在している
〔Chan et al.（2020）〕。希少疾患に関する研究が飛
躍的に進むなか，それらの知識が治療へ転換され
る率や速度は向上しておらず，医薬品の承認数の
飛躍的な伸びは得られていないという指摘もある
〔Tambuyzer et al.（2020）〕。日本においてはド
ラッグロス（日本以外の国で承認されている薬が
日本では開発が予定されず，日本では有効な治療
薬にアクセスできないこと）の課題もあり，2019
年5月までに米国で承認された希少疾患用医薬品
の約43％が日本で承認されておらず，そのうち
75％は，日本での臨床試験が実施されていないこ
とも報告されている〔武田薬品工業株式会社
（2020）〕。希少疾患を対象とした臨床試験や観察
研究においては，さまざまなデザイン3)が提案さ
れているが，万能なデザインはない。研究者は，
各デザインの利点や欠点を理解し，個々の研究か

ら生じる分析上の課題に注意を払いながら，幅広
い可能性の中でデザインを設計することが求めら
れる〔Bogaerts et al.（2015），Mitani and Haneuse
（2020）〕。希少疾患での臨床試験においてデータ
不足が課題として挙げられることや希少疾患用医
薬品が高額であることなどから，希少疾患用医薬
品のファーマコビジランス（医薬品の開発段階か
ら市販後も一貫して医薬品の安全性を管理するこ
と）や承認後の費用対効果評価は重要な課題であ
る。また，病態解明や診断・治療法の開発と並行
して，希少疾患情報の整備に向けた希少疾患の分
類や疾患登録も徐々に進められているが，情報の
有効活用（国際間あるいは疾患間の共有など）に
おいて必須となる国際標準化には更なる努力を要
する。

2 希少疾患におけるビッグデータ活用への期
待
ビッグデータは，大容量のデータから予期しな
いパターンや隠れた知識を明らかにすることに強
みがある。その特徴を生かして，社会課題（例え
ば，保健・医療・福祉の需要増大に対する効率化
やリソースの適正配分，医療者や介護者の負担軽
減，疾病予防・管理技術の向上，医療格差の是正，
患者・家族サービスや医療安全の向上，ほか）の
解決のために活用されることが期待されている
〔中島（2015）〕。希少疾患においては，非希少疾患
と比較して必ずしもデータが大容量であるとは限
らず，データサイズが小さいことにより臨床的に
意義のある評価へと繋がらない場合があることも
指摘されている〔Lee et al.（2022）〕。しかしなが
ら，希少疾患の発生パターンや分子的特徴の特定
など疾患特性の評価，診断技術の最適化，進行・
予後の予測，治療に対する患者の反応予測，希少
疾患用医薬品の潜在的な候補の予測（ドラッグリ

2) Rare Diseases International（RDI）は世界150カ国以上の希少疾患患者団体を代表する世界的な連合体，OrphaNet
は希少疾患に関する情報を提供，National Organization of Rare Diseases（NORD）は希少疾患患者とその家族を代
表する非営利団体，International Rare Diseases Research Consortium（IRDiRC）は国際連携により希少疾患の研究
開発の促進を目指す幅広い代表（資金提供者，企業，患者団体，専門家他）で構成された組織，など。
3) 非盲検試験，歴史的対照試験，クロスオーバー試験，N-of-1試験，アンブレラ試験，バスケット試験，適応的デ
ザイン，ベイズ流デザイン，自己対照研究デザイン，症例対照デザインなど。
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ポジショニング）などにおいては，希少疾患にお
いてもビッグデータの強みが活かされている。

3 希少疾患におけるビッグデータ活用の課題
希少疾患におけるビッグデータ活用の最大の課
題は，「データの不足」である。希少疾患患者から
得たデータの解析に深層学習を用いた論文のス
コーピングレビュー〔Lee et al.（2022）〕において
も，レビュー対象となった論文のうち43％がデー
タの不十分さを課題として挙げていた。データ不
足へ対処する主な取り組みとしては，「データの
追加」，「データの質の向上」，「データ解析方法の
改善」などが挙げられる。
異なる情報源との連結により追加データを取得
することでエビデンスを補完または補強すること
に関心が寄せられている〔Alemayehu（2016）〕。
追加する情報は，実験研究，観察研究（患者や医
療者が報告する定性的データやウェアラブル／ス
マート／ヘルスケアデバイスによる測定データを
含む），レセプト情報，健診データ，患者登録情
報，電子カルテ，文献，自然史研究，ソーシャル
メディアで公開されている情報，その他の非標準
的および非従来型の情報源など，多様である。希
少疾患の研究に限定されることではないが，それ
らの情報源を連結させる上での構造的，技術的，
制度的，倫理的課題もある。例えば，電子カルテ
を例に挙げると，電子カルテは医療提供を円滑に
行うために開発されており，研究を想定した項目
が網羅的かつ構造的に欠損なく含まれるわけでは
ない〔Wu et al.（2020）〕。臨床検査データなどの
定量的データとともに，今後の活用が注目視され
るフリーテキストなどの定性的な非構造化データ
は，自然言語処理技術の向上が不可欠となる。フ
リーテキストは標準化された用語が用いられない
場合が多く，解析時には同義の用語を丁寧に定義
づけ・分類する作業が必要となる。多様なデータ
の連結・統合・解析においては，それらを行うに
足るデータ管理システムも必要となる。ほかの
データベースとの連結が，制度として禁止されて
いる場合もある。異なる情報源から得たデータを
連結する際には，個人のプライバシー保護の観点

から，どのような特性の情報を誰がどの範囲で共
有するのか，機密性の検討が重要である。希少疾
患の場合，患者数が少ないが故に，匿名化してい
ても個人が特定される可能性があることも留意す
る必要がある。
データを追加する場合も，個々のデータが低品
質ではビッグデータを用いる価値は制限されう
る。データの質を向上させるために，元データを
修正したり，合成データを作成してデータを拡張
させたりすることがあるが，データ収集の質を改
善することは重要である。高品質データを得るた
めには，データ管理者がデータの品質管理体制を
整え，データ利用者がデータの品質確認を徹底す
ることが大前提となる。研究で主要あるいは副次
評価項目として用いるデータや関連因子と想定さ
れるデータがどのように産生され管理されるのか
を研究計画段階から正しく理解し，研究開始後も
データ品質管理監視などを通じて，完全なデータ
が得られるよう一貫して努めることは意義があ
る。データ収集を改善するための措置が導入され
た結果，データの完全性と品質が向上したという
報告がある〔Clarke et al.（2011）〕。データの品質
確認においては，専門家による手作業によるデー
タ検証やアノテーション（さまざまな形態の個々
のデータがもつ意味や範囲を特定するためのタグ
付けを各データに行う工程）が必要となるが，膨
大な作業となることを予め想定する必要がある。
研究対象やデータの特性を考慮しながらより適
した解析方法を検討することは，データ不足が課
題となる状況下でエビデンスの質を高められる可
能性がある。新たなアルゴリズムの採用において
は十分な批判的吟味を重ねることが重要であり，
アルゴリズムの変更によって許容しがたい結果に
繋がる可能性がある〔Lazer et al.（2014）〕ことも
認識する必要がある。

Ⅳ おわりに

希少疾患の診断や治療の発展に，ビッグデータ
の活用が有用であることは実例で示されており，
更なる活用が期待されている。しかしながら，
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データ不足という課題は，今後も希少疾患での
ビッグデータ活用において不可避である。異なる
情報源との連結によるデータ補強や元データの合
理的な修正，合成データによる拡張，データ収
集・利用におけるデータ品質の管理と確認，解析
技術やデータ管理環境の向上などを図ることによ
り，課題を克服することが求められる。その実現
には，個々の研究者の努力のみならず，国際的か
つ学際的な取り組みも重要である。異なる情報源
の連結においては，個人のプライバシー保護と
データ利用による公益とのバランスについて，学
際的な専門家を含めた十分な検討が必要であり，
ガイドラインや法の整備が必要となる。希少疾患
は個々の疾患の患者数が少ないからこそ，国や地
域，疾患の垣根を越えた協働により，希少疾患の
診断や治療に関する研究が相乗効果で発展してい
くことも期待したい。その一助ともなる疾患（患
者）情報登録データベースの整備においては，国
際的な情報共有・比較・研究への活用が進むよう，
データベースの構成や用いられる疾患名，疾患分
類の統一など，国際標準化が進むことも望む。最
後に，プレシジョン・メディシン（日本において
は精密医療とも称されるが，各個人の状態に応じ
た最適な治療法を最先端技術に基づいて提供する
こと）の推進においても，ビッグデータの活用が
期待されている。希少疾患患者の臨床情報（症状
や治療，医療費に関するあらゆるデータ）に加え，
疾患情報やゲノム情報，生活習慣，体内外の環境
情報など，多様な情報の統合と予測技術により，
個々の希少疾患患者に最適な医療が特定されるこ
とは，患者の予後やQuality of lifeの向上が期待で
きる。一方で，国や地域における人や物，原資，
時間，情報など重要資源の有限性を踏まえると，
全体最適も考慮しながらプレシジョン・メディシ
ンが進められることが重要である。
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Exploring the possibilities and challenges of utilizing big data
in the development of diagnostic and therapeutic methods

for rare diseases

KAWAMOTO Yuko＊

Abstract

Big data possess a strong capability to reveal unexpected patterns and hidden insights from large

volumes of data and have found applications across various fields, including healthcare. Rare diseases stand out

as a domain where big data hold promise for transformative impact in healthcare. Globally, rare diseases pose a

significant public health challenge, impacting more than 400 million people. Patients with rare diseases often

encounter limitations in accessing effective treatments due to an incomplete understanding of their

pathophysiology, undefined diagnostic criteria, and the absence of specific treatments. This study elucidates

the possibilities and challenges associated with leveraging big data in the development of the diagnosis and

treatment of rare diseases.
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特集：ビッグデータと保健医療の未来

ビッグデータが支える保健医療の未来：
人工知能と共存する健康行動がもたらす価値

田倉 智之＊

抄 録

機械学習などの人工知能（Artificial intelligence: AI）は，医療介護系のビッグデータとの相乗効果が
大きいツールであり，Dx（Digital transformation）などの導入が進む保健医療分野における発展も期待
されている。近年の医師の働き方改革や医療介護を取巻く社会経済の潮流を眺めると，今後のヘルスケ
アサービスの提供には，より効率的な仕組みが不可欠であると考えられる。そのためにも，情報（ビッ
グデータ）の共有化や流通化により，生産性の向上と供給量の拡大，品質の維持・改善が希求される。
このような中，AIによる画像診断補助ソフトが公的保険で評価されるようになり，またビッグデータと
AIを応用したアドヒアランスによる臨床経済的な長期予測モデルの開発がなされるなど，当該領域にお
いても幾つかの胎動が垣間見られる。一方で，データサイエンスを保健医療分野で普及させるために
は，複数の課題も挙げられる。例えば，学術研究や保険制度で利用が進むリアルワールドデータや深層
学習に着目すると，「情報の品質担保」の課題を中心に一定の社会リスクも想像される。その対策とし
て，「医療ビッグデータの品質評価ガイダンス（標準化など）」の整備などが考えられる。当該領域は，
その発展により大きな社会経済的な価値を創造すると推察されるため，社会全体の理解（受容）の促進
や必用な環境整備を進めつつ，適切に育まれることが望まれる。

キーワード：データベース研究，機械学習，データサイエンス，アドヒアランス，医療価値，予測モデ
ル，保健事業，診断補助，品質保証

社会保障研究 2024, vol. 9, no. 1, pp. 100-114.

Ⅰ データサイエンス（ビッグデータ，AI）を活
用した保健医療の将来像

本章では，データサイエンス（ビッグデータ，
AI）について，最初に技術的な動向を中心に整理
をする。続いて，医療介護分野におけるそれらの
導入や普及，さらには議論の概況について解説を

する。最後に，データサイエンス（ビッグデータ，
AI）を活用した保健医療の将来像について，主な
潮流を踏まえつつ参考イメージを提供する。

1 データサイエンスの進展
データサイエンス（Data science）とは，データ
から有益な知見や価値を得るための学問分野であ
る〔Smyth Padhraic et al.（2017）〕。この学問分野

＊日本大学 医学部社会医学系 医療管理学分野
東京大学大学院医学系研究科 医療経済政策学講座
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は，医学統計や物理統計，情報工学，計算科学，
いわゆるアルゴリズムなどのさまざまな分析手
法・解析手法を応用することで，学際領域のみな
らず社会経済，創薬開発，病院運営などの課題の
解決や成長・発展に役立てられることが期待され
る。データサイエンスは，近年のコンピューター
能力の向上や環境の整備に伴い，大規模なデータ
セットの前処理が可能になったことで，より広く
利用され独立した位置付けとなっている。
特に，機械学習などの人工知能（Artificial

intelligence: AI）については，医療介護系のビッグ
データとの相乗効果が大きいツールであり，Dx
（Digital transformation）などの導入が進む保健医
療分野での発展も期待されている（図1）。一方
で，AIを含むデータサイエンスの定義などについ
ては，専門家の間でも多様な意見があり，論述の
視点や対象の領域（テーマ）によって異なる場合
もある。すなわち，データサイエンス自体は，さ
らなる進展の過程にあるとも見なされる。また，
これは多くの領域へ横断的に活用が可能であり，
社会システムに対して幅広く貢献が期待される分
野と推察される。

例えば，PER（Prioritized experience replay）技
術を用いた強化学習は試行錯誤を通じて学習する
ものであるが，ゲーム理論，資源最適化などの多
岐に渡る問題に対処する能力が高く，予防医学や
社会医学などの分野へ応用し発展が期待される
〔Hannes H Loeffler et al.（2024）〕。また，大量で複
雑な構造のため処理負荷が高い医療ビッグデータ
の社会実装においては，ハイパーパラメータ
チューニングなどの一部を自動化する自動機械学
習の導入も望まれる。

2 医療のデータサイエンス
保健医療分野においても，世界的にデータサイ
エンスへの期待は高く，ビッグデータを中心に応
用が進んでいる。ただし，その多くはまだ学際的
な側面が強く，例えばビッグデータはデータベー
ス研究として盛んに利用されているが，政策支援
や製品開発に対して恒常的かつ本格的な運用はこ
れからと想像される。また，AIについても診断支
援の製品（医療機器プログラム：SaMDを含む）が
散見しつつあるが，まだ広く普及するに至っては
いない状況にある。
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出典：企業の人工知能（AI）導入実態調査．MM総研．2018。

図1 人工知能技術の導入の割合（国内における業種別）
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一方で，不正画像や剽窃行為のチェックも含む
学術誌における査読システムについては，パター
ン認識の進歩が著しいAIや大量に蓄積された科学
関連のデータが社会実装として段階的に応用され
始めている〔Douglas Heaven（2018）〕。このよう
な中，米国ではAIによる脳卒中や糖尿網膜症の診
断支援が2020年度よりメディケアなどの保険償還
の対象となっている〔Michael D Abràmoff et al.
（2022）〕。わが国においても，データサイエンス
は臨床や予防の分野で徐々に認知が進んでいる。
例えば，AIによる画像診断補助ソフト（図2）が

2022年度より公的保険における「画像診断管理加
算」で評価されるようになり，またビッグデータ
とAIを応用したアドヒアランス（健康関連行動）
による臨床経済的な長期予測モデルの開発がなさ
れる〔Tomoyuki Takura et al.（2021）〕など，当該
領域においても幾つかの胎動が垣間見られる。な
お，診断補助については，癌や難病の症例を対象
にAIによる遺伝子解析の補助に対する保険適用の
議論も将来的に想像される。また，疾病予防分野
のデータサイエンスによる長期予測モデルについ
ては，保健事業への実装により社会経済的な価値
の創出も期待される。その詳細については，次章

で紹介を行うことにする。

3 データサイエンスを活用した保健医療の未
来
データサイエンスは，それ自体の定義が定まら
ずさらなる変貌も予想される中，技術革新の動向
から長期的にはより一層の発展が期待される。そ
のため，現在のそれらの概念をもとにした保健医
療の未来を論じるのは難しいのも事実である。た
だし，データサイエンスを活用した保健医療の未
来は，より健康的で安心・快適な社会を目指す世
間一般の動機付けとベクトルが同じであるため，
政府などが同様のテーマで検討を進めた将来ビ
ジョンなどが参考になると思われる。例えば，
「Society 5.0」〔内閣官房（2023）〕の「ビッグデー
タ連携がもたらす未来社会像」が，一つのイメー
ジになると思われる。
保健医療の特性から多少肉付けを行うならば，
キーワードとして「安心の醸成」「疾病を予測」
「行動の変容」「自然で簡便」の4つが挙げられる。
すなわち，ビッグデータとAIを駆使して健康管理
（リスク評価も含む）を自然体で恒常的に行い，必
要に応じてメディカルチェックや受診勧奨（受診
方法の推奨も含む）を促す仕組みが想像される。
また，自分や家族の心身不調や不安に対して，
個々人の置かれた環境やリテラシーなどにそって
いつでもどこでも相談や助言を受ける機会の充足
も想像される。
さらに，意思決定や行動変容のサポートは，ラ
イフスタイルや住居・就業の環境にそって利便性
の改善や各負担の軽減を図りつつ，最適化される
仕組みも想像される。これらは，プライバシーや
インセンティブにも配慮されつつ，利用・参加の
ハードル（手間やストレス）が低くなるように社
会的にデザインがなされ，選択性や継続性に優れ
た形態で実現がなされることも想像される。な
お，このような潮流は，北欧などで先行的なケー
スが散見する。例えば，ビッグデータの活用に的
を 絞 る な ら ば，欧 州 連 合（EU）の EHDS

（European Health Data Space）構想は，前述の未来
像の礎として参考イメージになると考えられる

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 1102

出典：サイバネットシステム株式会社プレスリリース資料：
https://www.cybernet.co.jp/company/about/news/press/2024/

20240214.html

図2 大腸内視鏡診断支援AIプログラムの例（診療報
酬上の加算対象）
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（図3）。

Ⅱ ビッグデータとAIを応用したアドヒアラン
スの臨床経済の予測モデル

医療介護分野を取り巻く社会的な潮流や保健事
業の役割と経営などを背景に，最近，アドヒアラ
ンスのコントロールが注目をされている。そこで
本章では，保健事業などへの展開を目的に，広義
のアドヒアランスを定量化するとともにその長期
の臨床経済効果を検証し，かかわる予測モデルを
開発した我が国の研究例を紹介する〔Tomoyuki
Takura et al.（2021）〕。

1 アドヒアランスによる臨床経済アウトカム
の長期予測モデル
将来の医療介護システムの発展に不可欠な視点
として，医療価値の認識醸成（その見える化，関

係者間の共有）と健康関連行動（アドヒアランス）
の向上が挙げられる〔田倉智之（2023a）〕。一方
で，アドヒアランスが臨床経済に及ぼす影響の評
価は，多様で複雑な因子が絡み合うため，通常の
臨床試験での評価が困難である。
そこで，広義のアドヒアランス（図4）をスコア
化して，将来の死亡と費用との関係を長期的に予
測するデータサイエンス研究が実施されている。
具体的には，医療ビッグデータとAI（機械学習：
ニューラルネットワーク）を応用することで，ア
ドヒアランスが長期（48か月間）の医療・介護費
用や生命予後，ほかの臨床指標に与える影響を
48,456人（循環器領域）のコホートで検証しつつ，
予測モデル（10水準のASHROスコア：低い＝良
い）を開発している。このスコアは，対象者（被
保険者）の将来の臨床経済的なリスクを予見する
ため，行政者は保険財政（医療・介護）の管理に，
医療者は重症化予防の促進に活用することで，疾
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【EHDS ユーザーの利益】

解説：個人は自分のヘルスデータをより細かく管理できるようになる。希望すれば、選択した医療専門家に迅
速かつ簡単で透明性のある共通の形式でデータを提供することができる。これにより、不要な検査の数とコス
トが削減され、医療の安全性が向上する。ヘルスデータにアクセスし、分析し、共有する能力は、医療をより
効率的にし、より良い医療上の決定をサポートし、その結果、健康上の成果を向上させる。EHDS は、2030 年
までに EU のデジタル変革に関する委員会のビジョン、「100% の市民に医療記録とデジタル原則宣言 40 へのア
クセスを提供することを目的としたデジタルコンパス 41（Digital Compass）」の達成を支援する。これは欧州
委員会の提案に基づいており、European Digital Identity Framework と Wallet を利用することで、市民は携
帯端末から自分のヘルスデータに国境を越えて信頼できる方法でアクセスできるようになる。

出典：COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL: A
European Health Data Space: harnessing the power of health data for people, patients and innovation. EUROPEAN

COMMISSION. 2022.

図3 EUにおけるEHDS（European Health Data Space）構想（ヘルスケアデータの利活用にかか
わる包括的・体系的な制度のあり方）
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病負担の改善と社会保障の発展に貢献すると期待
される。
この後ろ向きのコホート研究は，日本の医療保
険制度，介護保険制度，特定健康診査制度の公的
事業情報から構成される大規模なデータ（国保
データベース：KDB）を研究ソースの中心として
いる（研究プラットフォームはTheBD：倫理委員
会承認済）。観察期間は，2014年4月から2018年3
月である。この研究では，保険財政や臨床成果に
影響をおよぼす複合指標を統合したアドヒアラン
スを説明変数（独立変数）に，医療・介護費用を
目的変数（従属変数）とする因果関係の検証と予
測モデルの開発がなされている。この予測モデル
の構築は，ランダムフォレストなどの機械学習に
より説明変数を調整のうえ，重回帰分析を基本評
価としつつ，ロジスティック回帰分析にて補完し
ている。
このような研究では，複雑系の事象の大規模な
サンプルについて多変量の解析を行うため，経験
則に基づく通常の統計学的なアプローチには，物
理的な側面や結果の網羅性において限界がある。
そこで研究グループは，データサイエンスの一環
でAIを説明変数の選択と統合，および重みづけの

設定に活用している。この利点として，ランダム
フォレストの長所は，オーバーフィットの問題を
最小限に抑えることにあるうえ，医療ビッグデー
タなどの数千の入力変数を持つ大規模サンプルに
対して効率的に実行できる利点もある。また，異
なるデータスケール（例えば，血圧とGFRは異な
る正規値を持つ）に対応できること，無関係な変
数の包含に対する堅牢性があることなどが挙げら
れる。
さて，広義のアドヒアランス（ASHROスコア）
は，収縮期血圧，LDLコレステロール，HbA1c，
eGFRなどのリスク因子とも有意な相関関係を担
保しつつスコア化されている。危険因子をἧえた
予測モデルの全死亡に対する感度の検証の結果，
ASHROスコアの低い群と高い群の間には，3年以
上後の累積死亡率に統計学的有意な差が認められ
ている（2％ vs. 7％，p < 0.001：表1）。また，生命
予後（全死亡）に対するASHROスコアのオッズ比
は，1.860（95％CI: 1.740-1.980, p < 0.001）である。
その予測性（DiscriminationとCalibration）が検証
された結果，48か月後の医療・介護費用の変位は，
集団の平均を基準に－77.8％～＋138.6％に分布
している（図5）。例えば，アドヒアランスが最も

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 1104

出典：文献［5］。

図4 広義のアドヒアランス（健康関連行動）の基本構造（複数要因による統合指標：その他に，医学的な患者
特性等の要因を含む）
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表1 アドヒアランス（ASHROスコア）の長期生命予後への感度（傾向スコア法で患者背景を調整）

出典：文献［5］。
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出典：文献［5］。

図5 ASHROスコアと医療・介護費用変位の関係（将来予測モデル：48か月後）
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悪い群（スコア10）は，平均（スコア5）に対して，
一定の精度のもとで将来の医療介護の累積費用が
140％以上増加することを示している。

2 アドヒアランスを活用する新たな保健介入
システムの研究
本節では，前節で紹介した広義のアドヒアラン
スの臨床経済的な意義にかかわる研究成果をさら
に発展させるべく，最近立ち上がった科学研究費
助成事業などにおけるプラットフォームの整備を
紹介しつつ，アドヒアランス応用にかかわる今後
の新たなアイデアや仮説検証も概説する〔田倉智
之（2023b）〕。なおその仮説は，ビッグデータとAI
を用いてアウトカムとの因果推論を検証しアドヒ
アランスを生成したことに起因しており，研究者
個人の経験則による一般の研究アプローチでは気
づきにくい観点と考えられる。
保健事業分野の普遍的な課題として，集団検診
や標準的なプログラムのみならず，特定保健指導
においても要因把握と判断基準の幅広さ，習慣や
環境に対する感度が不十分なために，予防介入な
どの効果が小さく持続しない群が存在することが
挙げられる〔杉田由加里他（2014）〕。この背景に

は，多様で複雑なアドヒアランスの存在が考えら
れる。これは，測定とその要因分解が難しいう
え，その相互干渉や影響度が不明な点が特徴であ
る。また，保険者の予算や体制などの経営面も課
題の一つとして想像される。
以上のように，健康寿命の延伸や医療財政の管
理には，経済性にも配慮しながら，アドヒアラン
スを改善させる理論や手法の研究開発が重要にな
る。これらを背景に，関連する問題意識の解消に
向けて，幾つかの萌芽的な取り組みがみられる。
医療介護分野では，アドヒアランスに影響を及ぼ
す要因として，従来から「患者（内的）の因子」
「疾病・診療の因子」「社会・経済の因子」の3分類
が挙げられている〔勝木達夫（2012）〕。
現在，これらの因子を考慮しつつ，アドヒアラ
ンスの構成要素別にアウトカムへの影響を分析し
最適化プログラムの開発を目指す，東京大学（大
学院医学系研究科）と協会けんぽ（埼玉支部）に
よる共同研究や科学研究費助成事業が進行中であ
る。この研究開発では，得られた知見のフィード
バック（機械学習やPDCA）を繰り替えしつつ，自
己成長型の保健事業評価のプラットフォームも議
論されている（図6）。

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 1106

出典：文献［5］。

図6 新たな健康介入に資する自己成長型のプラットフォームの概念（AIなどで「予測（ターゲティング）⇒介入
⇒学習（検証）⇒反映」の循環型の保健事業の改善モデルを試行）
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この研究の要は，前述の研究成果（ASHRO）の
アドヒアランスの定量化手法と予測モデルを用い
て，被保険者のアドヒアランスの診断と将来リス
ク（臨床面と経済面）の評価を行い，対象者個々
に最適な介入プラン（ターゲティング）を優れた

費用対効果で展開することにある。すなわち
ASHROは，要因を見える化しつつ効果が期待で
きる要因に傾注する，ピンポイントのプロモー
ション（Precision medicine的）が潜在的に可能と
思われる（図7）。

ビッグデータが支える保健医療の未来：人工知能と共存する健康行動がもたらす価値 107

出典：文献［5］。

図7 ASHROスコアを用いた要因分解とピンポイントのプロモーションの概念（対象者個々に最適な介入プラン
を優れた費用対効果で展開する）

注：*: Proportion of days covered (PDC) rate data were based on the actual results, and a PDC score was used to incorporate it into the
Adherence Score for Healthcare Resource Outcome (ASHRO) score, each of which had a different meaning in terms of scale and high/ low.

出典：文献［10］。

図8 患者の重症度と患者のアドヒアランス，医師患者の信頼関係が薬剤選択に影響（初期仮説的）
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アドヒアランスにかかわるデータサイエンスも
含むこれらの知見や環境は，群衆行動（Herding
behavior）の一般理論などへ活かすことで，被保
険者を効果的かつ効率的に適切な集団特性へ移行
させることが期待される。つまり，人間は横並び
意識を大なり小なり有しており，所属集団，それ
も自分と同じ立場の人間の成功に対する感度は高
いため，ベンチマークなどを提供することで，ア
ドヒアランスの向上が期待される訳である。
このような視点による研究の潮流として，前節
で紹介した研究の続報も期待される。例えば，後
発薬のスイッチングに及ぼす影響因子として，患
者の重症度とともにアドヒアランスの水準も示唆
されている。また，アドヒアランスを背景とした
患者と医師の信頼関係も，後発薬のスイッチング
に影響を与えるという仮説検証も進められている
（図8）〔田倉智之（2023b）〕。以上のように，アド
ヒアランスにまつわる探求は，医療政策などにお
いて大きな意義を有していると推察される。

Ⅲ データサイエンス（ビッグデータ，AI）の発
展に必要な社会環境整備

本章では，保健医療の分野へビッグデータやAI
の導入を進める意義として社会保障などの潮流を
中心に論述しつつ，データサイエンスの普及に向
けた課題も整理する。今後のデータサイエンスの
保健医療への導入においては，ここで示めされる
懸念に対して環境整備などを継続的に進めていく
ことが望まれる。

1 ビッグデータやAIの積極導入が望まれる保
健医療を取巻く潮流
近年注目を集めるユニバーサルヘルスカバレッ
ジ（UHC）の推進には，社会経済的な要因が大き
な影響を及ぼすことも明らかとなっている
〔Tomoyuki Takura, Hiroko Miura.（2022）〕。すな
わち，医療介護の環境整備において，臨床と経済
の調和が望まれている訳である。また，医療介護
分野の進歩に影響をおよぼす各種イノベーション
も，社会経済的なメカニズム（バリューチェーン）

をとおして，UHCとの関係は深いことが示唆され
ている〔Tomoyuki Takura et al.（in press）〕。この
背景として，次のような医療介護分野を取り巻く
潮流が挙げられる。一つ目は，言うまでもなく社
会保障財源のひっ迫である（図9）。この背景はし
ごく簡単で，医療や介護の需要増加（高齢化の進
展）と実体経済の伸び悩み（国内総生産［GDP］
などの停滞）が大きな割合を占める〔田倉智之
（2021）〕。二つ目は，診療技術のイノベーション
とその超高額化である。この両者を合わせること
で，数量増加と単価上昇により，国民医療費など
が膨らんでいくことは容易に想像される。
一方で，現役世代の人口減少と経済負担の許容
水準から，保険財源の収入が追い付いていないの
が実情である。結局のところ，受益と負担のバラ
ンス低下が前述の根源にあると考えられる。これ
らを俯瞰すると，将来の医療介護システムの発展
に不可欠な視点は，おのずと明らかになってく
る。そのキーワードは，医療価値の認識醸成（そ
の見える化，関係者間の共有）と健康関連行動
（アドヒアランス）の向上である。将来の医療シ
ステムの安定供給は，アドヒアランスを制するこ
とにかかっていると考えられる。すなわち，医療
制度において国民の最も重要な財産（価値）を安
定供給と見なした場合，アドヒアランスの向上が
不可欠になる訳である。
このアドヒアランスの改善の臨床経済の意義お
よびデータサイエンスの貢献の可能性について
は，長期予測モデルの開発例を紹介しつつ前章で
示した。そこで本節では，医療価値の評価の重要
性とそれに対するデータサイエンスの必要性を述
べる。公益性の高い医療分野においては，効率性
も考慮しつつ衡平性（well-beingなどのバランス）
の視点を取り入れ，患者の希望（選好，支払意思）
と政府の負担（財政収支，所得再配分）の調和を
念頭に公益的な価値を論じる必要がある。した
がって医療の価値は，厚生経済学なども背景に，
個人と社会の関係をも織りまぜながら，健康プロ
グラム単位あたりの効用（健康成果）と費用（資
源消費）の変位のバランスを検討することになる
（図10）〔Tomoyuki Takura（2022）〕。
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出典：文献［13］。

図9 社会保障の財政収支の影響因子（高齢化率と実体経済の因子）

出典：文献［14］。

図10 厚生経済学を考慮した効用理論と費用対効果にもとづく医療の価値評価の概念
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この医療価値評価は，費用対効果，すなわちパ
フォーマンスの向上の視点が含まれている。わが
国の政府も，「統合イノベーション戦略（2023）」
などのもとで医療Dxなどのヘルスケア分野にお
けるデータサイエンスの推進を進めているが，こ
の背景の一つとして医療の生産性の向上が位置付
けられている。2024年度から開始されている医師
の働き方改革，および前述の医療介護分野を取巻
く社会経済の潮流を眺めると，医療介護サービス
の提供においても，効率性の向上が不可欠である
と理解できる。そのためにも，情報（ビッグデー
タ）の共有化と流通化による生産性の向上，およ
び供給量の拡大，品質の維持・改善が希求される。
また，AIや通信技術（オンライン診療）の活用に
よる医療職や介護職の労働負担の軽減，および患
者・家族のセルフメディケーションの支援など
も，注目度の高い重要なテーマである。これらの
展開の結果として，実体経済や健康寿命が増長
し，我が国全体の医療経済的な価値も拡大するこ
とが期待される。

2 保健医療へビッグデータやAIの導入を進め
るにあたっての主な課題
前節では，保健医療分野においてデータサイエ
ンスを活用する意義を述べたが，本節では，想定
される課題や今後望まれる環境整備について俯瞰
してみる。かかわる主な課題としては，大きく次
の4つ挙げられる。一つ目は，個人情報の保護や
情報の品質担保などのビッグデータの流通におけ
る制約である。二つ目は，データサイエンスの利
用を促すためのインセンティブの仕組み（ビジネ
スモデルなど）である〔Melissa M Chen et al.

（2021）〕。三つ目は，医療介護分野を中心に存在
するAIなどに対する関係者の不安や抵抗感であ
る。四つ目は，ヘルスケア分野に明るいデータサ
イエンス関連の技術者や研究者などの人材育成で
ある。いずれもデータサイエンスを保健医療に普
及させるために重要なポイントと思われるが，そ
れらの中から特に配慮すべき点について，以降で
簡単に解説を試みる。
まず一つ目に挙げた課題の中から，「情報の品

質担保」について整理を行う。仮に医療介護制度
などの一翼としてビッグデータ利活用が社会活動
の基盤となった場合，そのソースデータの品質や
信頼性に問題があると，新たなサービスの展開に
かかる時間やコストに悪影響をおよぼすことにな
る。特に，臨床現場で活用する関連サービスにつ
いては，健康上の懸念や対策への負担は大きなも
のになる。つまり，ヘルスケア分野においてビッ
グデータの品質保証を論じることの意義は，他産
業以上に重要になる訳である。一方で，黎明期と
もいえる現状において，政府レベルではデータ品
質よりも情報活用（流通と規制，権利：個人情報
の取扱など）の議論が多い傾向にある〔内閣官房
（2023）〕。このように，最初は普及に向けた環境
整備が優先されるものの，データ利活用が進むこ
とにより，将来的にはデータ品質にかかわる議論
も増すことが予想される（図11）。
例えば，学術研究や保険制度で利用が進むリア
ルワールドデータ（RWD）や深層学習に着目する
と，幾つかの社会リスクも想像される。Lancetな
どの一流医学誌が2020年，新型コロナウイルス感
染症（COVID-19）に関する論文を相次いで撤回し
たのは記憶に新しいところである〔Mandeep R
Mehra et al.（2020）〕。これらは，対象患者のビッ
グデータを分析したものだったが，第三者から疑
問の声が上がり，検証を求められた著者がデータ
の信頼性を証明できなかった。この問題の論点
は，RWDを利用した研究が広がりつつある中，こ
うした意図的なデータのねつ造を見抜けるかどう
かということである。さらに未来志向のもとに考
察を行うならば，AIなどを用いて巧妙かつリアル
に大量の操作がなされると，研究者個人レベルで
は見抜くのが難しい場合も想像される。
最近は，RWDの利用は学際領域に留まらず，レ
ギュレーションにおける利用も広がりつつある。
例えば，我が国の医療保険制度（費用対効果評価
など）における審査プロセスでは，NDB（National
Data Base）のみならず商業データベースの直接活
用が拡大している。また，診療ガイドラインに基
づく審査の議論も進む中，医療ビッグデータに基
づく研究報告が診療ガイドラインに引用される場
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合，データの品質水準は，間接的に影響をおよぼ
す可能性も想像される。以上を踏まえると，保健
医療分野でデータサイエンスを普及させるにあた

り，ゆくゆくは次に述べる3つの対策（環境整備）
も不可欠になると推察される（図11）。まずは「医
療健康分野に対する専用の認証機関（公益性担
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図11 ヘルスケア分野のビッグデータの品質保証の意義

出典：US PROVIDER RECOGNIZE AI’S VALUE BUT HAVE BEEN SLOW TO ADOPT. business insider. 2018: https://ainow.ai/2018/
12/13/158185/

図12 AIを導入した医療に対する理解と導入の状況（米国）
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保）」の検討，続いて「医療ビッグデータの品質評
価ガイダンス（標準化など）」の整備，さらに
「データサイエンス（AIなど）応用の品質検証ツー
ル（技術開発）」の推進，が挙げられる。
冒頭に挙げた三つ目の課題とも重なるが，実際
のところ，医療者や患者においては，AIなどに対
して不安を感じる方々も少なくないようである。
海外の報告ではあるが，医療へのAIの導入の重要
性を理解している医療者の割合が65％であるのに
対して，すでに導入している割合は14％と大きな
開きがある（図12）。この傾向は，1章で解説した
我が国におけるデータサイエンスの導入の傾向と
類似している。その背景の一つとして，AIという
技術の特性上，その結果にたどり着いた思考プロ
セスが分からない「ブラックボックス問題」が想
像される。また，一つ目の課題にも関係するが，
AIを活用した技術や結果に対する責任の所在が，
法律や社会のなかで不明なことに起因する抑制も
考えられる。さらに，希少疾患などでデータ数量
が不足することによる診断の精度（正確性）の低
下への対策には，ビッグデータを応用しつつも，
アルゴリズムの発展が不可欠である。
生成AIシステムが産業や人々の生活に浸透する
中，EUの立法機関である欧州議会は，2024年3月
に，世界初となるAIの包括的な規制法案を可決し
ている。この背景として，誤情報やフェイク
ニュース拡散への懸念の高まりも挙げられてお
り，影響の大きい汎用AIモデルとリスクの高いAI
システムについては，特定の透明性を満たす義務
と，EUの著作権法の順守が必要となっている。
我が国においても今後は，このような世界の潮流
にも傾注しつつ，ヘルスケア分野のデータサイエ
ンス（ビッグデータ，AI）について社会実装の推
進が必要と考えられる。
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The Future of Health Care Supported by Big Data:
Health Value of Adherence Coexisting with Artificial Intelligence

TAKURA Tomoyuki＊

Abstract

Artificial intelligence (AI), such as machine learning, is a tool that has excellent synergy with big
data in the medical and long-term care fields and is expected to be developed in the healthcare field, where

digital transformation (Dx) and other technologies are being introduced. Considering the reforms to be
implemented in the scheduling of physicians work in the future and the socioeconomic trends surrounding the

medical care field, it is essential to improve the efficiency of medical care service provision. Therefore, there

is a need to increase productivity, expand supply, and maintain and improve quality through the sharing and

distribution of information (big data). In this context, we anticipate some promising signs in the field of
healthcare, such as the development of AI-based diagnostic imaging software that is now being evaluated by

public insurance and the development of a long-term clinical and economic forecasting model based on

adherence to big data and AI. Several issues must be addressed to promote the use of these data sciences in

healthcare. When we look at real-world data and deep learning, which are increasingly used in academic

research and insurance systems, we can imagine a certain level of social risk centered on the issue of

information quality assurance. One possible countermeasure would be the development of quality assessment

guidance (e.g., standardization) for medical big data. Because the development of this field is expected to
create significant socioeconomic value, it is desirable to promote the understanding (acceptance) of society as
a whole, develop the necessary environment, and appropriately nurture the field.

Keywords：Database research, Machine learning, Data science, Adherence, Medical value, Predictive
modeling, Health services, Diagnostic assistance, Quality assurance
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社会保障と法：社会保障と法政策

一時保護の開始・継続と司法審査

永野 仁美＊

Ⅰ はじめに

社会保障判例研究で取り上げる大阪高裁令和5
年8月30日判決（以下，「大阪高裁判決」という）
の事案では，児童福祉法33条が定める一時保護の
開始及び継続，ならびに，行政指導に基づく児童
との面会制限の国家賠償法上の違法性が争われ
た。本稿では，近年，一時保護の開始・継続に対
し司法審査を導入する法改正が相次いでなされて
いることから，一時保護の開始・継続における司
法審査のあり方について紹介をしつつ，この新た
な仕組みを運用していく中で留意すべき事項につ
いて若干の検討を加えることとしたい。

Ⅱ 一時保護に対する司法審査の導入

児童福祉法33条1項・2項は，児童相談所長又は
都道府県知事は，「必要があると認めるとき」に，
児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るた
め，又は児童の心身の状況，その置かれている環
境その他の状況を把握するため，児童の一時保護

を行う旨を定めている。この一時保護について
は，平成12年児童福祉法改正により，原則として
2か月を超えてはならないことが明示され（児童
福祉法33条3項），平成23年改正で，2か月を超えて
引き続き一時保護を行うことが当該児童の親権者
等の意に反する場合には，都道府県児童福祉審査
会の意見を聴かなければならないこととされてい
た。
しかし，一時保護は児童及び親権者等の権利制
限を伴うものであることから司法審査に服する必
要があるとして1)，平成29年改正で，まず，親権者
等の意に反して2か月を超えて引き続き一時保護
を行う場合には，家庭裁判所の承認を得なければ
ならないこととなった2)（33条5項）。大阪高裁判
決は，この司法審査導入後の判決としても注目さ
れるものといえる。そして，令和4年改正で，一時
保護の開始についても司法審査が導入されること
となり3)，令和7年6月の施行が待たれているとこ
ろである4)。

Ⅲ 一時保護の開始時の司法審査

＊ 上智大学
1) 司法審査の導入は，子どもの権利（児童の権利に関する条約）条約9条1項の要請を受けたものでもある。子ども
の権利条約9条1項は，「締約国は，児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。た
だし，権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最
善の利益のために必要であると決定する場合は，この限りでない」としている。
2) その後も，2か月を超えて引き続き保護を行おうとするごとに承認を得る必要がある。
3) 令和4年改正の背景には，国連児童の権利委員会からの日本政府に対する総括所見（平成31年3月5日）において，
「児童を家族から分離するべきか否かの決定に関して義務的司法審査を導入すること」という要請が示されたこ
とがある（パラグラフ29（a））。
4) 改正法の施行に向けて，一時保護時の司法審査に関する実務者作業チームにより「一時保護時の司法審査に関
する児童相談所の対応マニュアル」の作成が検討されており，2024年夏以降に同マニュアルが正式に発出される
予定である。子ども家庭庁HP（https:// www. cfa. go. jp/ councils/ Judicial-Review-Working-Team-on-Temporary-
Protection/Draft-manual/）
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1 一時保護状の請求
令和7年6月以降は，親権者等が同意していない
にもかかわらず，児童相談所又は都道府県知事が
一時保護を開始する場合には，事前又は保護開始
から7日以内に，一時保護の理由及び必要性があ
ると認められる資料を添えて，管轄の地方裁判
所，家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に一時保
護状を請求しなければならなくなる（改正後児童
福祉法33条3項）。裁判官は，児童虐待のおそれが
ある等の場合に該当するときは（⇒2），明らかに
一時保護の必要がないと認めるときを除き，一時
保護状を発することになるが（同33条4項）5)，裁判
官が請求を却下する裁判をしたときには，児童相
談所長又は都道府県知事は，速やかに一時保護を
解除しなければならない（同33条7項）。ただし，
一時保護を行わなければ児童の生命又は心身に重
大な危害が生じると見込まれるときは，当該裁判
のあった日の翌日から起算して3日以内に限り，
裁判の取消しを請求することができ（同33条7項
ただし書き）6)，請求を受けた裁判所は，合議体で
これについて決定（請求棄却又は原裁判取消）を
しなければならない（同33条8項）。そして，原裁
判を取り消す場合には，請求を受けた裁判所が自
ら一時保護状を発することとなる（同33条11項）。

2 一時保護の適法性判断
以上のような一時保護開始時の司法審査の導入
により，一時保護に対する司法の関与はいっそう
強化される。今後，判例研究で取り上げる事案と
同様の事案において一時保護状の請求手続がなさ
れない場合には，一時保護の開始は違法となる。
また，令和4年改正では，一時保護の要件を法令
上明確化するために，一時保護は，①児童虐待の
おそれがあるとき，少年法6条の6第1項の規定に
より事件の送致を受けたときその他の内閣府令で
定める場合であって，②必要があると認めるとき

に行うことができるとされた。大阪高裁判決で
は，改正前の法のもとで，②該当性の検討のみが
なされているが，令和7年6月以降は，①該当性に
ついても別途検討しなければならなくなる。

Ⅳ 児童相談所と（家庭）裁判所の役割

1 司法審査導入の意義
近年進められた一時保護に対する司法審査の導
入は，一時保護は，児童の安全の確保と適切な保
護という重要な目的を有する一方，児童や親権者
等の権利制限を伴うものであるから，慎重になさ
れなければならないことを改めて示している。こ
こに一時保護に対する司法審査導入の第一の意義
があるといえる。また，司法の関与により，児童
相談所と親権者等との間で生じ得る対立が緩和さ
れる効果も期待されている。
その一方で，司法審査の導入をきっかけとし
て，（家庭）裁判所の役割と児童相談所の役割をど
のようにとらえるべきかについて改めて検討する
必要も生じている。

2 家庭裁判所による附言
大阪高裁判決の事例では，家庭裁判所の一時保
護の継続を承認する審判に条件が付されていた
が，大阪高裁判決は，この条件部分に法的拘束力
はないとしつつ，これを児童相談所が顧みない場
合，ある一定の時点から一時保護が国賠法上違法
となりうることを示した。
家庭裁判所が承認審判に際し何らかの附言を行
うことは，一時保護の承認審判よりも長い歴史を
有する児童福祉法28条に基づく承認審判7)でも見
られてきた8)。そして，28条審判に際し家庭裁判
所が行う附言部分については法的拘束性はないと
考えられてきた9)。一時保護の承認に際して付け
られた条件部分について法的拘束力がないとする

5) 裁判官は，一時保護の目的の達成に必要な限りにおいて，児童相談所長の判断を尊重すべきと考えられている。
「一時保護時の司法審査に関する児童相談所の対応マニュアル（案）」6頁（一時保護時の司法審査に関する実務者
作業チーム（第4回）資料2-2）。
6) なお，請求についての裁判が確定するまでの間，児童相談所長又は都道府県知事は，引き続き一時保護を行うこ
とができる（同33条9号）。

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 1116
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解釈は，おそらくは28条承認審判に関してなされ
てきた解釈から導かれたのであろう。
しかし，法的拘束力がないとされる部分を顧み
なかったことで，ある一定の時点から一時保護が
国賠法上違法と評価される可能性があるとした
ら，児童相談所はそれに事実上拘束されることに
なる10)。また，それに不服がある場合にも，一時
保護そのものは承認されているため，不服申立権
（家事事件手続法238条6号）が認めらないという
問題も生じ得る。

3 （家庭）裁判所によるチェック機能
一時保護に対する司法の関与が強化される中
で，今後，このような形で児童相談所と（家庭）

裁判所の関係について改めて考える機会は増えよ
う。児童の安全の確保と適切な保護が何よりも重
要であることは言うまでもなく，児童相談所と
（家庭）裁判所はともにこれに資するようそれぞ
れの役割を果たす必要がある。ただ，そうした中
において，（家庭）裁判所に特に期待されるのは，
児童の保護の必要性と児童や親権者等の尊重され
るべき権利との間の緊張関係の中で，行政による
後者の制限をチェックする機能であると考える。
この機能を（家庭）裁判所が十分に果たしていく
ことを期待したい。

（ながの・ひとみ）

7) 児童福祉法27条1項3号の措置（里親委託や児童養護施設等への入所）を採ることが児童の親権者等の意に反す
るときは，事前に家庭裁判所の承認を採ることが求められている（児童福祉法28条1項1号）。また，この措置は2
年を超えてはならないが，当該措置を継続しなければ当該児童の福祉を著しく害するおそれがあるとして，当該
措置を更新する場合にも，家庭裁判所の承認が必要である（同28条2項）。
8) 28条承認審判の附言には，面会・通信を制限すべきとするものや，採るべき指導措置に関するものが多い。橋爪
幸代「家庭裁判所と児童相談所」町野朔・岩瀬徹編『児童虐待の防止』有斐閣（2012年）182-186頁。なお，28条
承認審判に関しては，児童相談所が採りうる選択肢が複数あることから，家庭裁判所の承認は，①「法27条1項3号
の措置を採ること」の承認（包括的承認）のみで足りるのか，②措置内容の特定も含むのかという議論もある。こ
の点については，古畑淳「家庭裁判所の承認と福祉の措置の決定－時の観点から見た家庭裁判所と児童相談所の
機能分担」山梨学院大学法学論集46号（2000年）83-104頁，古畑淳「家庭裁判所の承認と児童相談所の措置決定」
社会保障法18号33-46頁，前掲・橋爪論文179-182頁等で詳細な検討がなされている。
9) 平部康子「児童相談所長による里親委託等の承認の申立て」岩村正彦編『社会保障判例百選（第5版）』有斐閣
（2016年）187頁。なお，28条の承認申立てに関しては「勧告」の仕組みも導入されており，28条に基づく承認申立
てがあった場合，及び，それを承認又は却下する審判に付随して，家庭裁判所は，児童相談所に対して，当該申立
てに係る保護者に対する指導措置を採るよう勧告することができるとされているが（28条4項，6項，7項），これに
ついても，「勧告」であることから法的拘束力はないとされている。磯谷文明・町野朔・水野紀子（編集代表）『実
務コンメンタール児童福祉法・児童虐待防止法』有斐閣（2020年）354頁。
10) 判例研究で取り上げる事例において承認審判が付した条件部分をどのように捉えるべきかについては，本誌
「社会保障と法：社会保障判例研究」を参照のこと。ここでは，条件部分の内容については問わず，条件部分には
法的拘束力がないとしつつ，それに従わなかった場合に後に国賠法上の違法を問われうる構造を問題としてい
る。

一時保護の開始・継続と司法審査 117



0211_社会保障研究_【永野】_PK.smd  Page 1 24/06/21 09:29  v4.00

Ⅰ 事実

1．平成30年12月19日午後7時ごろ，X（本件児童
の母親）は，自宅において本件児童（当時生後約
1か月半）を約1mの高さからフローリングの床に
落とし，本件児童が床に後頭部を打ち付けて，本
件受傷が生じた。救急搬送後の検査の結果，本件
児童は，両側頭頂骨骨折，両側硬膜外血腫・皮下
血腫，左前頭部くも膜下出血と診断され，B病院
に入院することとなった。
大阪府池田子ども家庭センター（以下，本件セ
ンター）は，平成30年12月21日，B病院から児童虐
待防止法6条1項に基づく通告を受けた。通告内容
は，Xは本件児童を誤って落としたと説明するが，
1回の落下で頭部に2箇所の骨折が生じるのは不自
然であるので通告するというものであった。本件
センターでは，対応会議を実施し，本件児童の安
全を確保し，本件受傷の原因を調査して再発を防
止するために，本件児童を一時保護する方針を決
め，同日，本件センター所長が，B病院に委託して
本件児童の一時保護（以下，本件一時保護）を開
始した。
2．本件センターは，平成30年12月25日，F医師に
対し，本件児童の受傷原因等に関する鑑定を依頼
した。F医師は，同月28日，職員Eに対し速報とし
て，Xの説明は本件受傷の内容と矛盾し，虐待が
疑われる旨を電話で伝えた。本件センターでは，

同日，対応会議を実施し，Xの本件児童への関わ
り方に問題はみられないものの，本件受傷の原因
が不明であり，虐待が疑われるため，乳児院に委
託先を変更し，面会を制限する方針を決定した。
本件児童は，平成31年1月4日，乳児院に委託さ
れた。Xは，同月7日，電話で職員Eに本件面会制
限の法的根拠について尋ね，行政指導の一環であ
る旨の説明を受けた。Xは，同月9日，代理人弁護
士とともに本件センターを訪れ，本件児童との面
会を求める等したが，職員Eは，安心できる材料
が蓄積されるまで面会はできないことなどを回答
した。
3．本件センターは，平成31年1月22日，F医師か
ら「虐待の可能性が考えられる」との記載のある
本件鑑定書を受領した。本件センターは，同月下
旬，本件児童を児童福祉法27条1項3号に規定する
乳児院に入所させることが必要であると判断し
た。一方，本件センターでは，同年2月6日，対応
会議を実施し，一時保護の委託先の秘匿が保たれ
るならばXと本件児童との面会を認めること等を
決めた。
平成31年2月12日，X訴訟代理人弁護士が本件セ
ンターを訪れ，職員D及びEに対し，1回の落下で2
箇所の頭蓋骨骨折が起こる旨が記載された医学論
文を交付した。
4．本件センター所長は，Xの同意が得られなかっ
たことから，平成31年2月18日，児童福祉法33条5
項に基づき，大阪家裁に対し，本件一時保護承認

＊上智大学

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 1118

社会保障と法：社会保障判例研究

児童の一時保護の開始・継続等の違法性

大阪高判令5.8.30（LEX/ DB25596449）
原審：大阪地判令4.3.24判時2567号5頁
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申立てをした。X訴訟代理人弁護士は，同年3月5
日までに，大阪家裁及び本件センターに対し，乳
児の場合には1回の落下で複数の骨折が生じ得る
ことを示す医学文献，及び，本件受傷は誤って落
下させたことによる頭蓋骨多発骨折の可能性が強
い旨が記載されたG意見書を送付した。
大阪家裁は，平成31年3月19日，本件児童につい
て引き続いての一時保護を承認する旨の審判（以
下，本件審判）をした。審判書には，Xの供述する
事故の態様と本件児童の受傷状況は必ずしも矛盾
せず，Xに虐待傾向は一切みられないこと，本件
鑑定書の内容の信用性を改めて検討することが相
当であること等から，「本件鑑定書の内容の信用
性の検討及び家庭引取りに向けた準備等の期間と
して，引き続いての一時保護を承認する」旨が記
載された。
本件センターは，本件審判の内容を踏まえ，他
の医師に鑑定や意見を求めることも検討したが，
①本件鑑定書の指摘がある以上，本件受傷の原因
が虐待ではないとは確定できないこと，②いずれ
の鑑定書を信用することができるかを判断する知
識等が本件センターにはないこと，③本件児童が
重大な受傷をしている以上，Xに不適切な養育が
あることに変わりはないことを理由に，本件鑑定
書の内容の信用性を改めて検討することはしな
かった。
5．本件センター所長は，平成31年4月18日，大阪
家裁に対し，児童福祉法28条1項1号に基づく施設
入所承認申立てをした。大阪家裁は，令和元年5
月24日，審問期日において，本件センター所長に
対し，本件児童の再統合（家庭引取り）に向けて
の取組を始めるよう指示した。
本件センターは，令和元年5月8日，Xに対し，本
件乳児院内で1週間に1回の本件児童との面会を認
めることとし，本件乳児院の名称・住所等を開示
した。また，本件センターは，同年6月12日，同年
9月上旬の本件児童の家庭引取りに向けた支援計
画書を作成してXに交付するとともに，これに基
づき，同年6月12日から，Xと本件児童の毎日の面
会を認めることとした。
その後，同センターは，令和元年7月16日，支援

計画書を改訂して，同年8月9日を家庭引取りの予
定日とし，同日，本件一時保護を解除した。
6．Xは，本件センター所長が行った，①児童の一
時保護の開始，②同一時保護の継続，及び，③児
童との面会制限を違法として国賠法1条1項に基づ
き大阪府（Y）に対し慰謝料等の支払いを求めて
提訴した（本件一時保護の取消請求はその解除後
に取り下げられた）。大阪地裁令和4年3月24日判
決は，平成31年4月19日から同年8月9日までの一
時保護の継続，及び，平成31年1月9日から同年2月
27日までの面会制限につき，国家賠償法1条1項の
適用上違法であるとし，Yに合計100万円の慰謝料
等の支払を命じた。これを受けて，Yがその敗訴
部分（請求一部認容部分）を不服として控訴し，
Xがその敗訴部分（請求一部棄却部分）を不服と
して附帯控訴する等した。

Ⅱ 判旨 第1審被告の控訴棄却，第1審原告の
附帯控訴に基づき原判決変更

1 本件一時保護の開始の違法性
（1）「児童福祉法33条1項は，児童の安全を迅速に
確保し適切な保護を図るため，又は児童の心身の
状況，その置かれている環境その他の状況を把握
するために，児童相談所長が児童の一時保護を行
うことができるとする一方，一時保護の要件とし
ては，児童相談所長が『必要があると認めるとき』
としか定めていないから，その要件該当性の判断
については，児童福祉に関する専門的知識を有す
る児童相談所長…が，児童の福祉の保障…及び上
記目的の達成という観点から行使する合理的裁量
に委ねているものと解される。」「そうすると，児
童相談所長による一時保護については，その判断
が著しく不合理であって，与えられた裁量権の範
囲を逸脱し又はこれを濫用するものと認められる
場合に限り，国賠法1条1項の適用上違法と評価さ
れるものと解するのが相当である。」
（2）「本件センター所長は，…本件児童が生後約1
か月半の年齢であって，本件受傷の内容は重大で
あり，B病院の医師はXの説明する1回の落下によ
り頭部に2箇所の骨折が生じるのは不自然である
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としていて，本件受傷の原因が明らかでないこと
に加え，虐待の死亡事例で最も多い年齢層は0歳
児で，死因として最も多いのは頭部外傷であるこ
とも考慮し，本件児童の安全を確保するととも
に，本件受傷の原因を調査して再発を防止するた
めに本件一時保護を開始したものと認められる。」
「そして，本件センター所長が判断の基礎とした
本件受傷に関する上記各事実について事実誤認は
存在せず…，厚生労働省の資料によると…虐待死
又は重傷を負った児童の年齢は0歳が最も多く，
その原因は頭部外傷が最も多かったことが認めら
れる…。そうすると，本件センター所長において
…一時保護が必要であると判断して，本件一時保
護を開始したことが不合理とはいえない。」「した
がって，…本件一時保護の開始は，その判断が著
しく不合理であって裁量権の範囲を逸脱し又はこ
れを濫用したものとは認められないから，国賠法
1条1項の適用上違法であるとはいえない。」

2 本件一時保護の継続の違法性
（1）児童福祉法33条「4項は，引き続いての一時保
護の要件について『必要があると認めるとき』と
しか定めていないから，一時保護の開始と同様，
その要件該当性の判断については，児童福祉に関
する専門的知識を有する児童相談所長が，児童の
福祉の保障及び一時保護の目的の達成という観点
から行使する合理的裁量に委ねているものと解さ
れる。…このことは一時保護を開始した後に一時
保護を継続する…か否かに関する判断についても
同様であると解される。」
「一方で，一時保護は，児童と保護者を強制的に
分離する行為であり，これにより児童の行動の自
由等が制限されるほか，保護者の親権の行使等も
制限されるものであって，児童及び保護者の権利
に対する重大な制約を伴うものであるし，…分離
が長期化することによって再統合が困難になるな
ど，分離によって児童の福祉が侵害される場合も
あり得る。そうすると，児童相談所長は，一時保
護を不必要に継続してはならず，…一時保護の必
要性が失われたと合理的に判断される場合には，
速やかに一時保護を解除しなければならないもの

と解される。」「したがって，児童相談所長は，…
一時保護の必要性が失われたものと合理的に判断
すべき基礎となる事実を認識した場合，又は，必
要な調査を尽くしていれば当該事実を認識し得た
場合には，速やかに一時保護を解除すべき職務上
の義務を負っているものと解するのが相当であ」
り，「児童相談所長が上記事実を認識し又は認識
し得た時点から社会通念上相当な期間が経過した
後も一時保護を継続することは，児童相談所長に
付与された裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用
するものとして，国賠法1条1項の適用上違法とな
るものと解すべきである。」
（2）「本件一時保護が開始されてから平成31年3月
19日に本件審判がなされるまでの間〔は〕，依然と
して本件受傷の原因は明らかでなく，…Xによる
虐待が疑われる状況であったことが認められる。」
「そうすると，本件審判までの時点において，本件
センター所長が…引き続き本件一時保護を継続す
る必要があると判断したことが不合理とはいえな
い。」「したがって，本件センター所長が本件審判
まで本件一時保護を継続したことは，…裁量権の
範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとは認めら
れないから，国賠法1条1項の適用上違法であると
はいえない。」
（3）「本件センターは，…〔平成31〕年3月19日に
された本件審判において，本件鑑定書の内容の信
用性の検討及び本件児童の家庭引取りに向けた準
備等の期間として引き続いての一時保護を承認す
る旨が述べられたにもかかわらず，本件鑑定書の
内容の信用性の検討をすることなく，従前の方針
どおりに同年4月18日に本件施設入所承認申立て
をし，引き続いての一時保護が承認された期間
（同月20日まで）を超えて一時保護を継続したこ
とが認められる。」
「本件一時保護承認申立ては，児童福祉法33条5
項に基づき，引き続き本件一時保護を行うことに
ついての家庭裁判所からの承認を求めるものであ
り，その審判の対象は引き続き一時保護を行う必
要性の有無であるから，引き続いて行われる一時
保護の期間中に本件センター所長が行うべきこと
や本件施設入所承認申立ての可否について，家庭
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裁判所の判断権限が及ぶものではな」く，「本件審
判が，本件鑑定書の内容の信用性の検討及び本件
児童の家庭引取りに向けた準備等の期間として引
き続いての一時保護を承認する旨述べた点につい
ては，本件センター所長に対する法的拘束力を有
するものではない」。「もっとも，…本件センター
所長は，本件審判において，中立公正な司法機関
から，具体的な根拠を示されて，本件鑑定書の内
容の信用性の検討及び家庭引取り…に向けた準備
の必要性を指摘されたのであるから，本件受傷の
原因が確定できないという判断の主要な根拠と
なっていた本件鑑定書の信用性について検討し，
一時保護の必要性が失われたものと合理的に判断
すべき事情が存在するかどうかについて判断すべ
きであったといえる。」それにもかかわらず，本件
センターが，「本件鑑定書の内容の信用性を検討
しないと判断したことは不合理であったというべ
きである。」
「本件センター所長が，本件審判後，速やかに他
の医師に対して意見を求めていれば，…遅くとも
本件審判…の2週間後である同年4月2日には，他
の医師の意見を聴取した上で，Xの説明する本件
受傷の状況と本件受傷の内容が矛盾しないことを
認識し，本件一時保護の必要性がないと合理的に
判断することができたといえる」。「その上で，本
件センターが，同日から速やかに本件一時保護の
解除に向けた手続を行っていたならば，本件セン
ター所長は，遅くとも，同日から約2週間後（本件
審判日の1か月後）である同月19日には，本件一時
保護を解除することができたというべきである」
から，「本件センター所長が，平成31年4月19日か
ら令和元年8月9日まで本件一時保護を継続したこ
とは，裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した
ものとして，国賠法1条1項の適用上違法であ」り，
また，「本件センター所長は本件審判の内容を認
識していたものと認められるから，本件センター
所長には過失があったものというべきある」。

3 面会制限等の違法性
（1）児童福祉法33条の2第2「項に規定する監護の
ための必要な措置には，行政指導…により，一時

保護を受けた児童とその保護者との面会を制限す
ることも含まれるものと解される」が，「この面会
制限は，行政指導として行うものである以上，飽
くまで相手方の任意の協力によって実現しなけれ
ばならないから…，保護者の同意…に基づく必要
があ」る。「児童相談所長が，児童虐待防止法12条
1項の規定によらずに，一時保護中の児童の保護
者に対して，事実上の強制によって当該児童との
面会を制限することは，法令上の根拠がないにも
かかわらず，当該保護者の児童と面会する権利又
は法的利益を侵害するものであって，国賠法1条1
項の適用上違法となるというべきである。」
「もっとも，保護者による面会については，児童
が一時保護されていることによる内在的制約（…
児童相談所や保護施設の人的・物的態勢によって
面会の時間や場所が一定の制約を受けるなど）…
は，児童福祉法33条に基づく一時保護に根拠を有
するものであるから，国賠法1条1項適用上違法と
は評価されない。また，保護者が児童と面会する
権利又は法的利益は絶対的なものではなく，児童
の最善の利益に反してはならないから…，例え
ば，…児童が保護者との面会を拒絶したりしてお
り，面会を実施することによって児童の安全や福
祉が侵害される具体的なおそれがあるような場合
には，保護者が面会を求めることが権利の濫用…
に該当」することも「十分にあり得るというべき
である。」
（2）「Xは，〔平成31年1月〕9日には，…本件面会制
限の法的根拠等を尋ねるとともに本件児童との面
会を求めているから…，この時点において…，本
件センターに対して本件面会制限に同意しない…
意思を明確に示したものと認められる。それにも
かかわらず，本件センター所長は，同日以降，…
事実上の強制による全面的な面会制限を継続した
ものであるから，このことは国賠法1条1項の適用
上違法であるといわざるを得ない。」「また，…同
年2月27日以降，…Xは本件児童と面会できるよう
になったものの，その面会は不定期で頻度も高く
なく…，令和元年5月8日以降の面会も1週間に1回
に限定されていたため，Xは，その間も，本件セン
ターに対し，もっと面会を認めてほしいと要望し
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続けていたことが認められ」，「本件センター所長
は…事実上の強制による部分的な面会制限を継続
したものと認められるから，このことは国賠法1
条1項の適用上違法であったといわざるを得な
い。」他方，本件センターは，「Xに対し，同年6月
12日から，時間の制約はあるものの毎日の面会を
認めるようになったところ，…Xが本件センター
に対して同日以降の面会について何らかの要望を
していたといった事情はうかがわれない」から，
「Xは，同日以降の部分的な面会制限（面会時間の
制限）については，少なくとも黙示的又は消極的
には同意していた…ものと推認するのが相当で
あ」り，「本件センター所長による同日以降の本件
面会制限が国賠上1条1項の適用上違法であったと
はいえない。」
「平成31年1月9日から令和元年6月11日までの全
面的又は部分的な本件面会制限は事実上の強制に
よるものであって，国賠法1条1項の適用上違法で
あったといわざるを得」ず，「本件センター所長は
上記期間の本件面会制限が事実上の強制にわたっ
ていたことを認識し又は認識し得たものと認めら
れるから，本件センター所長には過失があったも
のというべきである」。

4 損害の発生及びその額
違法な本件一時保護の継続（平成31年4月19日
～令和元年8月9日），及び，違法な本件面会制限
（平成31年1月9日～令和元年6月11日）により，「X
は，…授乳等を通じた愛着形成の機会や，…本件
児童の日々の成長を見守るかけがえのない時間を
失ってしまっただけでなく，親子分離によって本
件児童の健全な成長に悪影響が生じないかという
強い不安を抱いたことは容易に想像可能であるか
ら，Xが被った精神的苦痛は相当なものであった
と評価すべきであ」り，「Xが被った精神的苦痛に
対する慰謝料は120万円が相当というべきであ
る。」

Ⅲ 検討 判旨の結論に賛成

1 本判決の位置づけ
本判決は，児童福祉法33条に基づく一時保護の
開始及び継続，ならびに，一時保護期間中の面会
制限の国家賠償法上の違法性が争われた事案にお
いて，一時保護の継続及び面会制限を違法とした
控訴審レベルの判決として重要である1)。また，
原判決よりも長い期間について面会制限が違法と
された点も注目される。
事案の特徴としては，①（とりわけ初期の段階
では）事故か虐待かの判断が難しいケースであっ
た点，②受傷した児童が，受傷当時生後1か月半で
あったことから，受傷時の状況について説明がで
きる者がXしかおらず，また，児童自身が自ら保
護者との面会の意向等を表明することができな
かった点，③家庭裁判所により，一時保護の継続
につき条件付きの承認審判がなされていた点を挙
げることができよう。

（1） 一時保護の開始・継続
一時保護の開始及び継続の国家賠償法上の違法
性が争われた事例は，これまでにもいくつか存在
する2)。しかし，公刊されている裁判例において，
一時保護の開始及び継続はいずれも違法ではない
との判断が示されてきた。本判決は，原判決に引
き続き，認定された事実関係のもとで，一時保護
の「継続」につき違法性を認めた点において重要
である。また，本件では，判断の前提としての事
実認定が重要であったところ，本判決は，判旨と
して引用していない箇所で，「本件受傷は，…Xが
誤って本件児童を1回落下させたことによって生
じたものと認めるのが相当である」とし，事実認
定につき補足説明を行っている点も注目される。
加えて，本件は，平成29年児童福祉法改正によ
り2か月を超える一時保護について司法審査が導
入され（平成30年4月施行），親権者等の意に反し
て2か月を超えて一時保護を行う場合には家庭裁

1) 原判決（大阪地判令4.3.24判時2567号5頁）の評釈・解説として，西森利樹「児童の一時保護の開始及び継続並び
に面会制限の違法性」賃金と社会保障1821号19頁。

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 1122



0211_社会保障研究_【永野】_PK.smd  Page 6 24/06/21 09:29  v4.00

判所の承認を要するとされた後の新たな事例とし
ての意義もある3)。上述のように，本件には，一時
保護の継続につき条件付きで承認審判がなされて
いたという特徴もあるが4)，本判決が，家庭裁判所
の指摘を鑑みることなく，本件センター所長が一
時保護を継続したことにつき違法との判断を下し
た点は，一時保護の継続に対する司法審査が導入
されたことの意義を示すものと解することもでき
よう。

（2） 面会の制限
本判決は，行政指導として行われた児童と保護
者との面会制限につき，判断枠組みを示しつつ，
結論として，その違法性を肯定した一事例として
の意義もある。これまでの裁判例では，本誌でも
取り上げられている宇都宮地裁令和3年3月3日判
決（判時2501号73頁）が，建築確認処分を留保さ
れたままでの行政指導に関する最高裁判決（最三
小判昭60.7.16民集39巻5号98頁）を参照しつつ，
行政指導としての面会制限の違法性判断の枠組
み5)を示したうえで検討を行い，虐待をしていな
い母親に対する面会制限を違法としたが，控訴審

である東京高裁令和3年12月16日判決（判自487号
64頁）において，児童が面会に対して積極的にな
れなかった状況では，当該母親の面会通信を求め
る権利利益の保護の要請は後退するとして，当該
母親に対する面会制限について違法性が否定され
る結果となった6)。
本件は，児童が受傷当時生後1か月半であった
ため，児童の面会に対する希望の確認ができない
という点で同事例とは事案が異なるが，どのよう
な場合に行政指導としての面会制限が違法となり
得るのかについての判断に一事例を加えたといえ
よう。

2 判旨の検討
（1） 一時保護の開始
判旨1（1）は，一時保護の開始の違法性判断の
ための判断枠組みを示す部分であり，一時保護の
要件である「必要があると認めるとき」（児童福祉
法33条1項）7)に該当するか否かの判断については
児童相談所長の合理的な裁量に委ねられるが，
「その判断が著しく不合理であって，与えられた
裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものと

2) 一時保護の開始の国賠法上の違法性を否定した先例としては，横浜地判平24.10.30判時2172号62頁，東京地判平
25.8.29判時2218号47頁，東京高判平25.9.26判時2204号19頁（前掲・横浜地判控訴審判決），東京地判平29.6.29
（LEX/ DB25555145），横浜地判平31.3.13判自462号70頁，さいたま地判平31.3.27判自461号34頁，東京高判令2.7.10
（D1-Law.com判例体系28302711）（前掲・さいたま地判控訴審判決），さいたま地令3.10.13判自485号100頁等があ
る。また，必要な期間を超えた一時保護の継続か否かが争われた事例において，一時保護の継続の違法性を否定
した先例として，東京地判平27.3.11判時2281号80頁がある。平成29年改正後の事例において，一時保護の開始及
び引き続いての一時保護の継続（一時保護の長期化）の国賠法上の違法性を否定した先例としては，東京地判令
和4.8.9（D1-Law.com判例体系29073837），東京地判令4.9.28（D1-Law.com判例体系29074197）がある。一時保護の
取消を求めたものの請求が棄却された事例としては，大阪地判平23.8.25判自362号101頁，大阪地判平28.6.3判自
424号39頁，横浜地判平28.10.12判自治427号58頁，東京地判平31.4.23（D1-Law.com判例体系（29055275），東京地
判令元.8.6（D1-Law.com判例体系29055882）等がある。
3) 司法審査導入後の審判例としては，家庭裁判所に送致された児童につき2か月を超えて引き続き一時保護を行う
ことの承認を求める申立てが，児童相談所長として別に児童福祉法27条1項1号ないし3号の措置を採ることを想
定していないことを理由として却下された審判（大阪家審平30.5.23判タ1464号52頁）がある。ただし，同審判は，
抗告審において取り消され，引き続き同児童を一時保護する必要があり，同児童について一時保護を行うことを
承認すべきであるとされた（大阪高決平30.7.30判タ1464号52頁）。また，引き続き一時保護を行う必要があるとし
て，一時保護承認審判に対する抗告を却下した裁判例として大阪高決平30.6.15判時2405号84頁もある。
4) 平成29年改正法施行後の事例において，一時保護の継続の違法性を否定した裁判例（前掲・東京地判令4.1.25，
前掲・東京地判令4.9.28）は，いずれも，引き続いての一時保護につき家庭裁判所の承認審判があった事例である。
5) 宇都宮地裁判決は，「行政指導としての本件指導〔面会通信制限〕にはもはや協力できないとの意思を『真摯か
つ明確に表明』（任意性）し，直ちに本件指導の中止を求めているものと認められるときには，他に…『特段の事
情が存在』するものと認められない限り，本件指導が行われていることを理由に原告らに対し…面会通信制限の
措置を受任させることは許されず，かかる…児相所長の対応は，国賠法1条1項の適用上『違法』との評価は免れな
いものと解するのが相当である」とする判断枠組みを示した。
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認められる場合」には，一時保護の開始は国賠法
1条1項の適用上違法となる旨を判示する。こうし
た判断枠組みは，これまでの裁判例8)を踏襲する
ものであり（原判決とも共通），また，児童福祉法
33条1項が児童相談所長に一時保護の権限を与え
ていることに鑑みて9)，妥当であると考える。
もっとも，判旨2（1）が指摘する通り「一時保護
は，…児童及び保護者の権利に対する重大な制約
を伴うものである」ことから，一時保護の開始に
ついても，「必要があると認めるとき」の解釈は無
限定に広げられるべきでないことは言うまでもな
い10)。
判旨1（2）は，判旨1（1）が示した判断枠組み
に本件認定事実を当てはめる部分であり，原判決
と同じ結論を導き出している。本件一時保護の開
始時点において判明していた事実を前提にする
と，一時保護を行う目的の1つとして法33条1項が
示している「児童の安全の迅速な確保」のために，
その時点での子どもの最善の利益を最優先に考慮
して（一時保護ガイドライン（こ支虐第165号令和
6年3月30日）2頁），一時保護を行う必要性は高
かったといえる。また，一時保護を行う目的の1

つとして同じく法33条1項が示している「児童の
心身の状況，その置かれている環境その他の状況
の把握」のためにも，一時保護は必要であったと
考えられる11)。したがって，本件一時保護開始に
ついて，「著しく不合理であって裁量権の範囲を
逸脱し又はこれを濫用したものとは認められな
い」とした判断は，一時保護が児童や保護者の権
利に対する重大な制約を伴うものであったとして
も，妥当であると考える。

（2） 一時保護の継続
判旨2（1）は，一時保護の継続の違法性を判断
するための判断枠組みを示す部分である。判旨2
（1）は，引き続いての一時保護の要件である「必
要があると認めるとき」（児童福祉法33条4項）の
判断は，一時保護の開始と同様，「児童相談所長の
合理的な裁量に委ねられる」とし12)，一時保護開
始後に一時保護を継続するか否かの判断も同様で
あるとしつつ，①一時保護は，児童と保護者を強
制的に分離する行為であり，児童及び保護者の権
利に対する重大な制約を伴うものであること，②
分離が長期化することで児童の福祉が侵害される

6) 同判決の判例評釈として，橋爪幸代「社会保障と法：社会保障判例研究『児童虐待事例における行政指導による
面会制限の違法性』」社会保障研究7巻2号151頁。
7) 令和4年改正による一時保護の要件の明確化については，本誌「社会保障と法：社会保障と法政策」を参照のこ
と。
8) 例えば，前掲・東京地判平25.8.29，前掲・東京地判平29.6.29，前掲・さいたま地判平31.3.27，前掲・東京地判令
和4.8.9，前掲・さいたま地令3.10.13，前掲・東京地判令和4.8.9等。
9) 前掲・西森評釈24頁は，一時保護の必要があるか否かを判断するには，①児童に対する福祉に関する専門的な素
養が必要不可欠であり，そうした専門的な知識に基づいた合理的な判断が求められること（特に児童虐待対応で
は難しい判断をしなければならないことが多く，高度な専門性が要求されること），②保護の要否判断は，担当児
童福祉司個人の判断であってはならず，所内会議等を通じた機関決定により，できる限り客観的で合理的な判断
をしなければならないこと，③職員には，援助に必要な専門的知識，技術，態度をもって対応すること等が期待さ
れており，専門性を研修等を通じ獲得するよう努めなければならないとされていることから，児童の一時保護の
必要性の判断は，行政の判断に裁量が認められうる「科学技術に関する専門組織による判断の尊重の必要がある
こと」に該当し，そのため，一時保護における「必要があると認めるとき」に該当するかどうかは，児童相談所長
の合理的な裁量に委ねられているというべきであろうとしている。
10) 児童福祉法33条1項の「必要があると認めるとき」についても，「一時保護は，…一時保護される児童の自由を制
限するとともに，親権者等の権限をも制限する行為でもあることから，一時保護の唯一の要件である『必要があ
る』の解釈を無限定に広げるべきではない」とされている。磯谷文明・町野朔・水野紀子（編集代表）『実務コメ
ンタール児童福祉法・児童虐待防止法』有斐閣（2020年）385頁。
11) 平成28年児童福祉法改正により，一時保護の目的として「児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため，
又は児童の心身の状況，その置かれている環境その他の状況を把握するため」との文言が追加されていたことも
指摘しておきたい。
12) こうした判断枠組みは，従来の裁判例においてもみられる（前掲・東京地判27.3.11）。
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場合もあることを理由として，「必要性が失われ
たものと合理的に判断すべき基礎となる事実を認
識した場合，又は，必要な調査を尽くしていれば
当該事実を認識し得た場合には，速やかに一時保
護を解除」しなければならず，上記事実を認識又
は認識し得た時点から社会通念上相当な期間が経
過した後も一時保護を継続することは，国家賠償
法上違法となる旨を判示する。原判決では，②の
理由への言及はなく，結論を導く理由にも相違が
みられるが，一時保護を解除すべき事実を認識又
は認識し得た時点から一定期間が経過した後も一
時保護を継続することは許されないとする枠組み
は，原判決と本判決で共通している。こうした判
旨2（1）が示す判断枠組みは，前掲・一時保護ガ
イドライン（19頁）にも示されている通り，一時
保護は不必要に継続すべきでないことに鑑みる
と，妥当である。また，判旨2（1）は，解除につ
き一定の時間的な猶予を認めているが，調査や家
族再統合に向けて一定の準備・調整が必要である
ことに鑑みると，現実的な妥当な判示である13)。
判旨2（2）及び（3）は，判旨2（1）が示した判
断枠組みに本件認定事実を当てはめる部分である
が，原判決と同様の結論を導き出した両者に賛成
したい。判旨2（2）は本件審判がなされるまでの
期間について，判旨2（3）は本件審判後の期間に
ついて検討を行うものであるが，本件では，条件
を付してなされた本件審判が一時保護の継続の違
法性の判断に大きな影響を与えている。本件審判
は，①虐待の可能性が考えられるとした本件鑑定
書の内容の信用性の検討，及び，②本件児童の家
庭引取りに向けた準備等のための期間として引き
続いての一時保護を認めるものであった。しか
し，本件センターでは，本件鑑定書の内容の信用

性についての再検討はなされず，本件児童を乳児
院に入所させる方針が漫然と維持された。この点
を判旨2（3）は否定的に評価している（原判決も
同様）。そして，結論として，判旨2（3）が，一時
保護の継続につき国賠法上の違法性を認め，ま
た，原判決では言及のなかった本件センター所長
の過失（第1審被告は積極的に争っていない）14)に
ついても認めた点は，いずれも妥当なものと考え
る。
ただ，判旨2（3）が，本件審判が付した条件部
分について法的拘束力を有しないとしたことにつ
いては，疑問がある。判旨2（3）は，審判の対象
は「引き続き一時保護を行う必要性の有無」であ
り15)，本件審判が，本件鑑定書の内容の信用性の
検討及び本件児童の家庭引取りに向けた準備等の
期間としてこれを承認する旨を述べた点について
は，本件センター所長に対して法的拘束力を有し
ないとする。しかしながら，本件において家庭裁
判所が付した条件は，まさに保護者であるXの権
利を制限する根拠にかかわる。家庭裁判所として
は，この条件を付さずして一時保護を承認するわ
けにはいかなかったのではないか。28条審判にお
いてなされていた附言には，面接・通信の制限や
児童相談所が採るべき指導措置に関するものが多
かった16)。しかし，本件審判が特に本件鑑定書の
信用性の検討を求める部分は，一時保護した児童
の処遇のような本来的には家庭裁判所の関与が予
定されていない事項についての附言とは性質が異
なる。判旨2（3）は，条件部分に法的拘束力がな
いことを前提に，条件を付すことにつき具体的根
拠が示されていたことを理由として，本件セン
ター長は本件鑑定書の信用性の検討等をすべきで
あったと判断しているように読めるが（また，本

13) 例えば，児童福祉法33条6項ただし書きが定める「引き続き一時保護を行う必要がある」場合の例として，子ど
もの帰宅のための準備がすぐに整わない場合が挙げられている。谷嶋弘修「児童虐待の現状・近年の児童虐待防
止対策をめぐる法改正について」家庭の法と裁判13号（2018年）33頁。
14) 本判決は違法過失二元的判断を行っているが，原判決は，過失要件を違法性の判断の中に取り込んで違法一元
的判断を行ったものと考えられる。宇賀克也『行政法概説Ⅱ行政救済法（第7版）』有斐閣（2021年）474-475頁。
15) なお，前掲・磯谷等書399頁は，一時保護開始の適法性や一時保護中の違法な有形力の行使が審判に際してどの
ように扱われるかを検討する文脈において，「家庭裁判所の承認審判の対象は，文言上明らかでないが，一時保護
延長の要否と考えられる」としている。
16) 本誌「社会保障と法：社会保障と法政策」注8。
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判決は，判旨として引用していない部分で，本件
受傷の原因は一時保護の開始及び継続の重要な判
断要素となっていたという状況に言及しており，
その点を重視してはいるが），むしろ，その内容が
一時保護の適法性にかかわるものであったことを
理由として，本件センター所長は家庭裁判所の付
した条件に拘束されるとの結論を導き出しても良
かったように考える。

（3） 面会制限
判旨3（1）は，行政指導として行う面会制限の
違法性を判断する枠組みを示す部分である。判旨
3（1）は，一時保護に伴う内在的制約の存在や，
児童の安全や福祉が侵害される具体的なおそれが
ある場合にまで保護者が面会を求めることは権利
濫用に該当することに触れつつ，行政指導として
これを行う場合は，あくまでも相手方の同意が必
要である旨を判示している。例外となる場合につ
いての説示に相違は見られるが，特段の事情のな
い限り，行政指導としての面会制限が事実上の強
制によってなされた場合は，国賠法上違法となる
旨を判示する原判決と大枠で共通する17)。
行政指導としての面会制限がなされる根拠とし
ては，児童福祉法11条1項2号二（都道府県の指導
業務）や同12条2項（現3項〔令和5年4月施行〕）（児

童相談所の指導業務）が挙げられてきたが（前
掲・宇都宮地判令3.3.3），児童福祉法11条1項2号
二，12条3項，さらには，13条4項（児童福祉司の
指導業務）は，いずれも行政指導としての面会制
限がなされる根拠となりうるものといえよう18)。
しかし，行政指導についての一般原則（行手法32
条1項19)），及び，児童虐待防止法12条が定める行
政処分としての面会制限20)の存在に鑑みると，特
段の事情がない限り，行政指導としての面会制限
は，あくまでも相手方の任意の協力の下で実現さ
れる必要があるといえることから，判旨3（1）は
妥当といえる21)。
判旨3（2）は，上記の判断枠組みに本件認定事
実を当てはめる部分であるが，本判決は原判決よ
りも長い期間を「同意に基づかない違法な面会制
限期間」と認定している。すなわち，原判決が，
面会制限が事実上の強制に至った日を平成31年1
月9日とし，面会が一部認められるようになるま
での同年2月27日までの期間を違法な面会制限の
期間としたのに対し，判旨3（2）は，面会が一部
認められるようになった同日以降も，令和元年6
月11日までの間，Xがもっと面会を認めてほしい
と要望していた点を重視し，これを違法な面会制
限期間として認定した。行政指導としての面会制
限は，あくまでも相手方の任意の協力の下で実現

17) 原判決は，事実上の強制による面会制限が許容される特段の事情の例として，「児童相談所の人的・物的態勢に
よっては面会の実施が困難である」ことを挙げていた。この点，前掲・宇都宮地判令3.3.3は，「〔行政指導としての
面会通信制限〕に対する保護者の不協力が社会通念に照らし客観的にみて到底是認し難いものといえるような格
別の公益上の要請が存在する」ことを「特段の事情」ととらえており，公益上の要請として，虐待を受けた児童に
生じ得る不利益（著しく精神的安定性を欠いた状態に陥る）や親子関係の再統合への妨げ等を避けることを挙げ
ている。また，児童虐待防止法12条に基づく面会通信制限の事例であるが，前掲・東京地判平25.8.29は，面会が児
童の精神的動揺の要因となりうることを面会制限の違法性を否定する根拠として挙げている。確かに，判旨3（1）
が示す内在的制約は存在しようが，面会制限が許容されるか否かは，児童の意向・利益の保護（さらなる虐待の防
止を含む）や家族再統合への影響の観点からとらえられるべきであろう。
18) 児童虐待事例においては，支援を行う児童相談所と保護者とが対立関係になることを避けるべく，児童相談所
が行政処分によらない指導で対応することが少なくないとされている。前掲・橋爪評釈157-158頁。
19) 行政手続法32条1項は，「行政指導にあたっては，行政指導に携わる者は，いやしくも当該行政機関の任務又は
所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまで相手方の任意の協力によってのみ実現
されるものに留意しなければならない」と定めている。
20) 児童虐待防止法12条の面会制限の対象となる児童は，「虐待受けた」児童でなければならず，「児童虐待を受け
たと思われる」児童を対象としていない。前掲・磯谷等書690頁。したがって，本件のようなケースでは，行政指
導としての面会制限しか行うことはできない。
21) なお，前掲・宇都宮地判令3.3.3では，保護者が行政指導に協力できないとの意思を「真摯かつ明確に表明」して
いることまでを求めているが，行政指導としての面会制限に従うべきとされる範囲が広がりすぎる危険があると
指摘されている。前掲・橋爪評釈156頁。
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される必要があることに鑑みると，部分的な制限
についても違法になる旨を判示した本判決を支持
したい。
なお，判旨3（2）は，同意の有無の検討により
上記の結論を導き出しているが，本判決は，判旨
として引用していない箇所で，Yの主張に答える
形で，本件においては，①面会により本件児童の
安全や福祉が侵害される具体的なおそれはなかっ
たこと，②面会につき本件センターや本件乳児院
の人的・物的態勢に伴う制約はなかったことにも
言及している。行政指導に基づく面会制限を正当
化し得る特段の事情は認められない事例であった
といえる。

（4） 損害額の算定
判旨4は，違法な本件一時保護の継続及び面会
制限によりXが被った損害について検討する箇所
である。判旨3（2）において，原判決よりも長い
期間につき面会制限が違法とされたことから，原
判決よりも20万円多い120万円がXが被った精神
的苦痛に対する慰謝料として相当とされた。

なお，本件では，原告であるXが被った損害の
みが請求の対象となっているため，本件児童が
被った損害についての検討はなされていない。し
かし，潜在的には，違法な一時保護や面会制限に
より児童が被る損害についても検討しうる。令和
4年児童福祉法改正では，児童の意見聴取等の仕
組みの整備が行われ，①児童相談所等は，入所措
置や一時保護等の際には児童の最善の利益を考慮
しつつ，児童の意見・意向を勘案して措置を行う
ため，児童の意見聴取等の措置を講ずること，②
都道府県は児童の意見・意向表明や権利擁護に向
けた必要な環境整備を行うこととされたところで
ある22)。また，児童の親との面会は，子どもの権
利条約9条3項23)でも保障されなければならないも
のとされている。これらは子どもの権利が保障さ
れなければならないことを示すものである。そし
て，子どもの権利の保障は，本件児童のような一
時保護や面会について意見・意向を示すことがで
きない乳幼児についても当然に及ぶといえよう。

（ながの・ひとみ）

22) これまでも，一時保護ガイドラインにおいて，一時保護は子どもや保護者の同意がなくても行われうるが，
「ソーシャルワークの提供においては，常に子どもの意見を尊重することが求められる」とされてきた（4頁）。
23) 子どもの権利条約9条3項は，「締約国は，児童の最善の利益に反する場合を除くほか，父母の一方又は双方から
分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」として
いる。

児童の一時保護の開始・継続等の違法性 127
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（各国の動向）情報

台湾の社会保障（第5回） 台湾の公的扶助について

小島 克久＊

Ⅰ はじめに

今回も前号（第8巻第4号）に引き続き，台湾の
社会保障を取り上げる。今回はその最後となる5
回目として，生活に困窮した者への公的扶助制度
である「社会救助」を取り上げる。

Ⅱ 台湾の公的扶助制度の沿革

台湾の貧困対策は，第2次世界大戦前（日本統治
期）には，「台湾窮民救助規則」などによる仕組み
があった。しかし，戦後の混乱によるインフレな
どによる貧困が大きな問題となった。当時の国民
党政府は，「社会救助委員会」の設置などの対策を
とった。その後，法制度としては，1943年に中国
大陸で制定された「社会救済法」が適用された。
1963年には，台湾の実情に合わせた運用規則とし
て，「台湾社会救助調査弁法」が制定された。現在
の公的扶助制度は，1980年制定の「社会救助法」
に基づくものである。

Ⅲ 台湾の「社会救助」（公的扶助）の概要

1 制度の対象者
台湾の公的扶助制度である「社会救助」の概要
をまとめると図1のとおりである。それによると，
制度の目的は，低所得世帯や中低所得世帯に住む
者等に必要な支援を行い，自立を促すことであ
る。その対象者である低所得世帯とは，所得が最
低生活費を下回り，かつ資産が一定以下の世帯で

ある。また，中低所得世帯とはこの基準が若干緩
やかになった条件を満たす世帯であり，低所得世
帯よりも上位階層の対象者となる。
これらの基準を少し具体的に見ると，最低生活
費とは，最近1年間の世帯可処分所得中央値の
60％を基準として算定されたもので，世帯員一人
当たりの金額で表示される。資産額として，預貯
金（世帯員一人当たり），土地や家屋（一世帯当た
り）の価格が低所得世帯，中低所得世帯ごとに基
準が決められる。これらは台湾当局が決定する
が，地域により金額が異なる。例えば，2024年の
最低生活費は台北市では19,649台湾元（約9.3万
円），台湾省（台北市などの大都市以外の地域）で
は14,230台湾元（約6.7万円）である。資産額は，
台北市の場合で預貯金が15万台湾元（約71万円），
不動産が793万台湾元（約3,700万円）である。低
所得世帯は世帯所得や資産額が最低生活費や資産
の基準額を下回ること，中低所得世帯は世帯所得
が最低生活費の1.5倍未満であり，資産も基準額
を下回ることなどが条件である。これらの条件を
満たす世帯（員）が社会救助による支援を受ける
ことができる。
社会救助による支援を希望する者は，直轄市

（台北などの大都市）や県市政府に申請し，審査を
通過する必要がある。

2 給付内容
同じ図1から社会救助からの給付を見てみよう。
その種類として，（1）生活扶助（住宅扶助を含
む），（2）医療扶助，（3）緊急扶助・災害扶助があ
る。

＊国立社会保障・人口問題研究所 副所長

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 1128
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まず生活扶助は，生活費等の現金給付であり，
低所得世帯を所得，資産，就業能力の有無をもと
に3～5段階（地域により異なる）に分け，これら
の段階別に世帯員一人当たりで決められた定額が
支給される。生活扶助の中心である家庭生活扶助
についてその月額を台湾省の例で見てみよう。最
も収入等が低い段階である第1類では11,850台湾
元（約5.6万円），その次の段階の第2類では6,825
台湾元（約3.2万円），そして第3類では0台湾元で

ある（2024年）。この扶助は，①65歳以上の者，②
妊娠3か月に達した者，③心身障害者には加算が
できる。
これに加えて，生活扶助としての児童生活補助
や就学生活補助がある。前者は15歳以下の子ども
がいる場合に，第2類，第3類の世帯には月額で
3,008台湾元（約1.4万円）が支給される。後者は，
高校生以上の生徒がいる場合に，第2類，第3類の
世帯には月額で6,825台湾元が支給される。その

台湾の社会保障（第5回） 台湾の公的扶助について 129

財源：中央政府、地方政府（直轄市、県市政府）の予算（税財源）

目的：低所得世帯、中低所得世帯に住む者等に必要な支援を行い、自立を促すこと

（低所得世帯）
・世帯員一人当たり世帯所得が最低生活費を下回り、
かつ資産が一定の水準未満にある者
（中低所得世帯）
・世帯員一人当たり世帯所得が最低生活費の 1.5倍未
満で、資産が一定の水準未満にある者
※世帯所得には就労所得、財産所得、その他の所得
（社会救助からの給付を除く）の合計

最低生活費（例、月額・2024年度）
　台北市 :19,649台湾元、高雄市 :14,419台湾元
　台湾省 :14,230台湾元など
資産基準（低所得世帯の基準例・2024年度）
　台北市　動産（預貯金）15万台湾元
　　　　　不動産　　  　793万台湾元　など 
※最低生活費は、最近 1年間の可処分所得中
央値の 60％を基準。資産の基準も地域によっ
て異なる。

１．対象者

２．給付

（1）生活扶助：
・生活費の扶助、児童のいる世帯への扶助、
生活扶助は①65歳以上の者、②妊娠 3ヶ月に達した者、
③心身障害者には加算ができる（40％までの加算）
その他、託児補助、妊婦や新生児への栄養補助、
出産扶助、葬祭扶助、看護費用の補助等
・職業訓練、就業支援、仕事の斡旋等の自立支援
・高校以上の教育費の扶助
・中低所得世帯への短期生活扶助（国内経済に重大な変化があったときの扶助）
（1-1）住宅扶助：家賃補助など

（2）医療扶助　・医療保険の保険料補助　・自己負担の補助

（3）緊急扶助・災害扶助など
・生計を支える者が病気などのために生活が急速に困窮した場合の支援など
・災害時（被災者）の食事の提供、家屋の修理、臨時避難所の開設など
・ホームレスの保護など

生活扶助の水準例（一人あたり月額）
（台湾省（台北市などの大都市以外の地域）
第 1類 11,850台湾元、第 2類 6,825台湾元
第 3類 0台湾元
第 2類と第 3類には、15歳以下の者、高校生
以上の学生がいる世帯への補助が別途支給）

最低賃金との関係：一人当たり毎月で受け取る社会救助の給付は、最低賃金を超えてはならない

注：
（1）社会救助からの給付（1）（2）のうち，下線部は中低所得世帯も受給できるもの。
（2）生活扶助の例で用いた，第1類とは，世帯員全員に就業能力がなく，所得も資産もない世帯である。第2類
は世帯員のうち，就業能力のある者は3分の1以下で，一人当たり世帯所得が最低生活費の3分の2以下である世
帯である。第3類とは，一人当たり世帯所得が最低生活費の3分の2を超えるが，最低生活費以下である世帯で
ある。
出所：衛生福利部資料をもとに，小島（2015）所収の図表4-3に加筆・修正の上で作成。

図1 台湾の「社会救助」（公的扶助）の概要
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他，託児補助，妊婦や新生児への栄養補助，出産
扶助，葬祭扶助，看護費用の補助，職業訓練，就
業支援などもある。
住宅扶助として，低所得世帯を対象とした家賃
補助（月額3,600台湾元（約1.7万円）まで），住宅
修理費用（最高6万台湾元（約28万円）），住宅ロー
ン利息補助がある。
次に医療扶助は，医療保険の保険料補助，自己
負担の補助がある。低所得世帯の場合は両者の全
額，中低所得世帯の場合，前者の半額，後者の
7～8割が補助される。
そして緊急扶助・災害扶助として，①生計を支
える者が病気などのために生活が急速に困窮した
場合の支援，②災害時（被災者：低所得世帯，中
低所得世帯か否かを問わない）の食事の提供，家
屋の修理，臨時避難所の開設など，③ホームレス
の保護など，が行われる。
これらの給付と最低賃金との関係として，一人
当たりで毎月受け取る社会救助からの給付は，最
低賃金（2024年では27,470台湾元（約12.9万円））
を超えてはならないとされている。
なお，社会救助の給付に必要な費用は，中央政
府，直轄市や県市政府の予算（税財源）でまかな
われる。

Ⅳ 台湾の「社会救助」の状況

台湾の社会救助の主な状況は表1のとおりであ
る。この表から社会救助の対象となる低所得世帯
数は2022年で約14.6万世帯（対世帯数比1.6％），
同世帯人員は約28.9万人（対人口比1.2％）であ
り，うち65歳以上の者は15.8％を占める。2000年
からの動きを見ると，低所得世帯数は2000年から
2011年までは大きく伸びたが，その後は安定的に
推移している。同世帯人員数も同様の傾向を示
す。
中低所得世帯数は2022年で約10.8万世帯（対世
帯数比1.2％），同世帯人員数は約29.7万人（対人
口比1.3％）である。この世帯が社会救助の給付
対象となった2011年以降で見ると，世帯数，世帯
人員ともに増加傾向にある。
社会救助からの主な給付額を見ると，2022年で
は生活扶助が約56.1億台湾元（約264億円），就学
生活補助が約29.0億台湾元（約137億円），医療扶
助が約4.4億台湾元（約21億円）などとなってい
る。2000年からの時系列でみると，生活扶助，就
学生活補助は2000年から2015年にかけては大きく
増加しているが，その後は変動をもって推移して

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 1130

表1 台湾の「社会救助」に関する主な状況
2000年 2005年 2010年 2011年 2015年 2020年 2022年

「社会救助」
対 象 世 帯
数・人員

低所得世帯数 （千世帯） 66 85 112 128 146 146 146

（対世帯数比） （％） 1.0％ 1.2％ 1.4％ 1.6％ 1.7％ 1.6％ 1.6％
低所得世帯人員 （千人） 156 211 273 314 342 300 289

（同人員対人口比） （％） 0.7％ 0.9％ 1.2％ 1.4％ 1.5％ 1.3％ 1.2％
（同人員のうち65歳以上） （％） 8.0％ 8.5％ 13.6％ 15.8％
中低所得世帯数 （千世帯） 35 118 115 108

（対世帯数比） （％） 0.4％ 1.4％ 1.3％ 1.2％
中低所得世帯人員 （千人） 120 356 326 297

（同人員対人口比） （％） 0.5％ 1.5％ 1.4％ 1.3％

給付額
（主なもの）

生活扶助 （億台湾元） 25.8 29.8 44.3 46.0 60.5 56.1 56.1

就学生活補助 （億台湾元） 5.7 10.4 20.7 25.1 38.1 30.5 29.0

医療扶助 （億台湾元） 1.0 2.0 1.9 2.3 2.8 4.4 4.4

救難・災害扶助 （億台湾元） 8.7 7.7 10.8 3.2 3.1 2.6 2.4

その他 （億台湾元） 2.0 4.0 5.5 5.6 9.1 9.5 10.4

注：2011年から低所得世帯の定義が変更になったため，2010年と2011年のデータを掲載。医療扶助，その他
には中低所得世帯への給付を含む。

出所：衛生福利部統計より作成。
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いる。医療扶助は2000年から2022年まで変動を持
ちつつ増加する傾向にある。

参考文献
小島克久（2015）「台湾」増田雅暢・金貞任（編著）『ア
ジアの社会保障』所収，法律文化社，pp.81-107。
――――（2021）「台湾 歴史と思想」『新世界の社会

福祉 第7巻東アジア』上村泰裕（編著），旬報社，
pp.402-431。
衛生福利部社会救助及社工司webサイト，https://dep.
mohw.gov.tw/DOSAASW/mp-103.html （2024年2月
12日最終確認）。

（こじま・かつひさ）
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（各国の動向）情報

中国の社会組織について

孫 琳＊

Ⅰ はじめに

中国においては，改革開放政策以後，国際交流
が盛んになるにつれ，社会組織が徐々に台頭し，
成長し続けている。近年，中国の社会組織は，経
済，教育，文化，社会生活などの広範な領域で重
要な役割を果たしている。特に少子高齢化が急速
に進行している現在，社会組織は福祉サービスの
供給主体として注目されている。ここでは，以下
の3つの側面から中国における社会組織の情報に
ついて整理する：（1）社会組織の定義および特徴，
（2）社会組織の役割，（3）今後の方向性。

Ⅱ 社会組織の定義および特徴

中国の社会組織は，欧米の非営利組織（NPO）
と完全に同一の概念ではないが，政府とも企業と
も異なるという特徴において，非営利組織と類似

している。「社会組織」という概念が最初に登場
したのは2006年10月11日に公表された「中国共産
党第16回中央委員会第6回全体会議公報」である。
それ以前は，「民間組織」という概念が使われてい
た。
社会組織という言葉は中国政府の政策文書にし
ばしば登場しているが，社会組織が法理概念とし
て，中国においては直接的に定義される法律や規
則がいまだに存在しない。また，社会組織の学術
的な定義に関しては学者によって異なるが，一般
的にいうと，社会組織とは，政府や企業以外の組
織で，ある特定の分野に社会サービスを提供する
ものである。「公益性」，「非営利性」，「非政府性」
（あるいは「自治性」），「自発性」はその特徴であ
る。そして，社会組織の種類を整理すると，狭義
的な種類と広義的な種類の2つに分かれている。
図1に示しているように，狭義の社会組織は民政
部に登記された社会団体，民弁非企業単位および
基金会（定義は後述）のことを指し，広義の社会

＊同志社大学大学院社会学研究科 社会福祉学専攻 博士後期課程

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 1132

国家

市場 社会

狭義の社会組織：
・社会団体
・民弁非企業単位
・基金会

広義の社会組織①：
・コミュニテイ組織
・企業登録の NPO
・海外 NGOの中国支部など

広義の社会組織②：
・社会的企業など

広義の社会組織③：
・人民団体
・事業単位

出所：〔王（2013）p.16〕，〔兪（2016），p.57〕を参考に，筆者作成。

図1 中国における社会組織の種類
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組織には，事業単位1)，社会的企業，コミュニテイ
組織，海外NGOの中国支部などが含まれる。本稿
では主に狭義の社会組織について整理していく。
上述したように，社会組織を直接に定義する法
令がないが，1998年に公布された「社会団体登記
管理条例」（2016年に改訂）と「民弁非企業単位登
記管理暫行条例」（2016年に「社会服務機構登記管
理条例」に改訂），2004年に公布された「基金会管
理条例」は，それぞれ社会団体，民弁非企業単位，
基金会について規定している。
「社会団体登記管理条例」第2条によると，社会
団体とは，「中国の公民が自発的に組織し，会員の
共同意思実現のため，その定款に照らし活動を展
開する非営利社会組織である」と定義されてい
る。また，民弁非企業単位は，「民弁非企業単位登
記管理暫行条例」（1998年）に基づき設立され，条
例第2条によると，「企業，事業単位，社会団体と
その他社会の影響力及び公民個人が非国有資産を
利用し設立する，非営利性の社会サービス活動に
従事する社会組織である」と定義されている。
2016年の条例改訂により，「社会服務機構」に改名
された。そして，「基金会管理条例」第2条におい
ては，基金会を「自然人，法人またはその他組織
が寄贈した財産により公益事業を目的として設立
された非営利性法人」と規定している。基金会は

日本の財団法人に近い性格を有し，一般公募（募
金活動）により資金を集める従来型の公募基金会
と非公開型（基本財産の運用益等を収入とする）
の非公募基金会がある。
その後，2017年3月，「中国人民共和国民法総原
則」は初めて「非営利法人」についての法的規定
を設け，社会組織の法人格とそれに相応する権利
と義務を明確にした。これにより，社会組織に関
する制度政策が改善され，社会組織は急速に発展
した。社会組織数の推移からみると，社会組織は
全体的に増加している2)。また，2022年末時点で，
社会団体は370,093団体あり，社会組織全体の
41.52％を占めている。民弁非企業単位に関して
は，前年より約1万の団体が減少したものの，
511,855団体であり，社会組織全体の半分以上の
57.43％を占めている。そして，基金会は社会組
織全体の1.05％を占める9,319団体となる（表1）。

Ⅲ 社会組織の役割

役割からみると，社会組織は政府機能と市場メ
カニズムの不足を補い，政府の公共事務管理や公
共財の提供機能の一部を担うことができる。ま
た，社会組織は政府と市民の間に立ち，市民の多
面的なニーズを把握した上で，社会サービスを提

1) 行政の指導下に置かれ公共サービスを提供する組織であり，日本の独立行政法人に近いものと考えられる〔兪
（2016），p.61〕。
2) 2022年の社会組織総数は前年を下回ったが，その主な理由は，「ゾンビ型」社会組織の整理整頓活動で数万の社
会組織の登記が取り消されたためであると考えられる。
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表1 社会組織の数と構成の推移
2005年 2010年 2015年 2020年 2021年 2022年

社会団体
171,150 245,256 328,500 374,771 371,110 370,093

53.52％ 55.04％ 49.59％ 41.91％ 41.15％ 41.52％

民弁非企業単位
147,637 198,175 329,141 510,959 521,883 511,855

46.17％ 44.47％ 49.69％ 57.14％ 57.87％ 57.43％

基金会
975 2,200 4,784 8,432 8,877 9,319

0.30％ 0.49％ 0.72％ 0.94％ 0.98％ 1.05％

社会組織全体
319,762 445,631 662,425 894,162 901,870 891,267

100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％

注：社会組織全体は，社会団体，民弁非企業組織，基金会の合計。実数は団体数，％
は構成比。

出所：中国国家統計局HP『中国統計年鑑2023』表22-23 https://www.stats.gov.cn/sj/
ndsj/2023/indexch.htm（2024.3.3参照）をもとに筆者算定のうえで作成。
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供し，さまざまな領域で重要な役割を果たしてい
る。
2006年，民政部は国際的な分類の仕方を参考
に，中国の社会組織の特徴を考慮した上で，社会
組織の新しい分類法を提示した。民政部による
と，中国の社会組織を6つの大カテゴリー（経済，
社会，環境，文化，国際，その他）と14つの小カ
テゴリーに分類することができる。図2は民政部
の分類に従い，社会組織の現状を示したものであ
る。2022年における中国の各分野の社会組織の現
状をみると，教育分野と社会福祉サービス分野の
社会組織が最も多いことが明らかになっている。
特に社会福祉サービス分野においては，社会組織
はその公益性や非営利性などの性格から，福祉
サービスの供給主体として注目されている。

Ⅳ 今後の方向性

全体的にみると，社会組織の制度的環境は改善
されつつあり，量的拡大とともに，その役割機能
がより顕著になっている。一方で，社会組織の発
展には依然として多くの困難と課題が残ってい

る。そこで，中国の社会組織の今後の方向性とし
ては，以下2点のようにまとめていきたい。
1点目は，統一した社会組織に関する法律を制
定することである。社会組織の法整備に関して
は，これまでの全国人民代表大会において繰り返
し議論されてきたが，社会組織を統一的に規定す
る法律がいまだに欠けている。2016年に制定され
た「慈善法」のような特定分野における関連法令
や，「社会団体登記管理条例」などのような個別の
規則があるが，推進主体が異なるため，効果的な
連携・協働をとることが難しい。社会組織に関す
る法律の制定を通じて，比較的に完全な法体系を
構築し，社会組織全体の主体性がより発揮される
ことが期待できる。
2点目は，政府と社会組織の関係を明確にする
ことである。現在，社会組織には行政上の制約が
多く，政府による育成や支援が少ないという現状
がある。政府と社会組織は，それぞれの立場や姿
勢の違いがあるため，相対的に独立しているが，
両者の間には相互補完的な関係がある。社会組織
のこれからの存続と発展のため，政府は可能な限
り物質的・制度的な支援を提供することが求めら

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 1134

職業及び従業員組織
22,168（2.49%）

農業及び農村発展
44,334（4.97%）

工商サービス業
54,638（6.13%）

社会福祉サービス
139,062（15.60%）

生態環境
3,582（0.40%）

法律
3,619（0.41%）

宗教
5,515（0.62%）

科学技術と研究
24,725（2.77%）衛生

41,775（4.69%）
スポーツ

62,094（6.97%）
文化

76,246（8.55%）

教育
280,842（31.51%）

国際及び外国関連組織
491（0.06%）

その他
132,176（14.83%）

出所：黄暁勇・徐明編（2023）『社会組織青書：中国社会組織報告（2023）』より筆者作成。

図2 2022年社会組織の現状（分野別）
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れ，社会組織と対等な立場で対話・協議できるシ
ステムを確立する必要がある。それと同時に，社
会組織の公益性を維持・確保するため，組織自身
の管理体制を強化するとともに，政府による監督
を行うことも必要である。

参考文献
王名（2013）『社会組織綱』社会科学文献出版社。
黄暁勇・徐明編（2023）『社会組織青書：中国社会組織
報告（2023）』社会科学文献出版社。
兪祖成（2016）「中国におけるNPOセクターの現状と課
題」『同志社政策科学研究』17（2），pp.53-67。

（そん・りん）
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書評

末冨芳 編著『子ども若者の権利とこども基本法』
（明石書店，2023年）

佐々木 織恵＊

Ⅰ はじめに

本書はこども家庭庁の発足，こども基本法の施
行後，初となる，子どもと若者の権利を政策や実
践の側面から取り上げた専門書である。監修は，
研究者としても政府審議会等委員としても第一線
でご活躍されている秋田喜代美氏，宮本みち子
氏，末冨芳氏であり，執筆者は後述する研究者や
実践者である。
日本は子どもの権利条約を1994年に批准してい
るが，個別法の中で扱われるにすぎず，子どもの
権利条約に定められる4つの一般原則（生命，生存
及び発達に対する権利，こどもの最善の利益，こ
どもの意見の尊重，差別の禁止）を理念的に位置
付けた法律はなかったと言ってよい。
2023年4月にこども家庭庁が設立され，同年6月
にこども基本法が施行された。同年12月にはこど
も大綱が閣議決定され，日本はようやくこどもを
中心に据えた国の施策が実現されつつある。ユニ
セフの調査からは，日本においてこどもの権利が
守られていない現状が明らかになったといえる
（第2章）。また，内閣府の調査からは日本の若者
の，社会に対しての効力感が低い側面も指摘され
た（第11章）。子どもの権利を守る仕組みづくり
とともに，自らの権利を守り，将来の民主主義社
会を担う人材を育成することも求められている。
本書ではこどもの権利とは何か，こども基本法
の要点は何か，子どもの権利を守るためにどのよ
うな政策や取り組みがなされているのか，今後，
こども政策や実践はどのようであるべきかについ

て，実際に政策や実践に携わる執筆者らによって
総合的，立体的に論じられている。本書は，2024
年のこども家庭庁創設以降の一連の改革に至る，
日本のこども政策の全体像を理解するための必読
書である。

Ⅱ 本書の概要

本書は3部構成で，第一部「子ども若者の権利と
こども政策＜総論＞」（第1章～第4章）と，第二部
「権利を基盤とした実践と政策の展開」（第5章～
第10章），第三部「こども政策とこども基本法の展
望」（第11章～第12章）から構成される。本書の概
要は以下のとおりである。
第1章「こども基本法の意義」では，編著者であ
る末冨芳氏によって，こどもを保護の対象として
だけではなく権利の主体と位置付ける必要性とと
もに，こども基本法成立の背景や意義，課題が述
べられる。コロナ禍の中で子どもの尊厳や権利の
軽視が可視化されたこと，個別法において子ども
の権利の位置づけが拡大してきたこと，我が国の
子どもや保護者を取り巻く状況を改善するという
与野党共通の認識等により，日本財団による提言
などが契機となり，こども基本法が成立した経緯
が述べられている。こども基本法の意義として
は，こどもの権利条約に定める4つの一般原則を
位置づけたことや，こども基本法の理念が政策領
域を横断して実現されていくことが可能になった
こと等が挙げられている。こども施策が子どもの
権利と最善の利益を実現するためには，子ども自
身が自らの権利を学ぶこと，大人がこどもや若者

＊国立社会保障・人口問題研究所 社会保障応用分析研究部 主任研究官
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を尊重するスキルを向上させること，そして子ど
も若者の意見表明と参画の機会を国や自治体が保
障することが必要であると述べる。
第2章「日本で子どもの権利はどれほど知られ，
守られているか」では，セーブ・ザ・チルドレン
の職員である西崎萌氏によって，子どもが自身の
権利が守られていないと感じている現状や，教師
のこどもの権利に対する認識・こどもの権利を伝
える学校の取り組みが不十分である状況が示され
る。筆者は広報，意識啓発の強化や研修，子ども
の意見形成・表明への支援や，意見表明の機会の
拡大の必要性を指摘する。
第3章「子どもの人権・権利を守る仕組み」で
は，東京経済大学教授である野村武司氏によっ
て，今回のこども基本法の制定の中では見送られ
た国レベルの子どもの権利擁護機関（コミッショ
ナー）の設置について，アイルランドの事例を示
しながら述べられている。また自治体における
「個別救済」に軸足を置いた子どもオンブズマン
機関（相談・救済機関）について，特定の看板を
掲げない包括的な体制として評価するとともに，
スタッフの配置や組織の独立性といった問題点を
指摘している。
第4章「子どもの権利を実現するということ」で
は，川崎市子どもの権利条約，子どもの居場所
「子ども夢パーク」と，不登校の子どもの居場所
「フリースペースえん」の取り組みの要点が，その
実現において中心的役割を担った西野博之氏，ま
た編者の末冨芳氏によって紹介される。子どもと
大人がパートナーとして，対話を通して双方の権
利を理解する中で子どもの権利条約が実現したプ
ロセスが示された。子どもは自分らしくいること
を脅かされない場や人間関係を望んでおり，子ど
もの権利を実現するとは，子どもと大人が，心を
開いて話したり，お互いの思いを感じ取ったりす
る居場所や場がたくさんあることであると結論付
けられた。
第5章「守られる権利，愛される権利」では，

NPO法人で虐待防止の啓発活動を行ってきた高
祖常子氏によって，子どもへの体罰禁止が法制化
される経緯と親子を支える体制の必要性が述べら

れる。日本では虐待防止の根本対策が先送りに
なっていたが，「しつけのために叩く」という考え
方を社会全体で変え，虐待にならない親子関係を
広げていくために体罰の法的禁止が必要であった
と述べる。筆者らによるネット署名や世論の高ま
りを受けて，2019年に「児童福祉法等改正」が実
現し，2020年には日本も体罰全面禁止国として承
認されるに至った。今後は体罰禁止や子どもの権
利の認知度を上げ，保護者がこどもとの関わり方
や声がけを学ぶとともに，こども家庭センターに
よる伴奏型相談支援等，保護者を支える場づくり
の早急な整備も求められると述べる。
第6章「子どもの声，子どもの力，子どもの最善
の利益」では，小児科専門医である山口有紗氏に
よって，最新の研究の知見とそれに基づいた政策
の在り方が述べられる。子ども時代の虐待などの
つらい経験はその人の将来の心身と社会的な健康
や正常な発達を阻害するが，子ども時代のポジ
ティブな経験がそれを緩和することをこれまでの
研究は明らかにしており，そうしたエビデンスに
基づいた政策が今後求められると述べる。これま
での政策は対症療法的な段階から，子どもを権利
の主体，パートナーと位置付ける段階へと変化し
てきているが，一連の政策の評価，現場の受け止
めの実態の把握，子ども自身による政策の評価
や，子どもの視点がどのように政策に影響を与え
ているのかの精査は今後の課題であると述べてい
る。また，子ども自身による権利の理解，子ども
への適切なフィードバックの仕組み，子どもの非
言語での表現を受け止める体制整備など，子ども
の力を信じ，高めるアプローチが重要であると述
べる。
第7章「小児性暴力から子どもが守られる仕組
み，日本版DBSへの展望」では認定NPO法人フ
ローレンス会長である駒崎弘樹氏により，児童へ
の性的虐待，性暴力について述べられる。性暴力
において加害者が自身の社会的地位や被害者との
関係性を利用すること，また子どもたちが被害を
自覚できないことが，子どもたちが被害を訴えら
れない要因となっていると筆者は述べる。子ども
たちへの性暴力は，うつ病や不安障害といった精
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神障害のリスクを高めるだけでなく，不信感や自
己嫌悪からその後の人生における健全な人間関係
の構築を困難にする。子どもたちの声なき声に耳
を傾けるため，筆者はこども家庭庁において始
まっている日本版DBS（こども関連業務従事者の
性犯罪歴等確認の仕組み）の取り組みに期待を寄
せている。
第8章「子どもの権利を学び，実践する学校」で
は，社会福祉士である⁋由起子氏により，家庭環
境や生い立ち，学力が異なる子どもたちへの支援
としての，学校による「生きる教育」の必要性に
ついて述べられる。筆者は，親になる可能性があ
る子どもたちを被害者にも加害者にもさせない教
育（＝生きる教育）を体系的に学ぶことが重要で
あるとして，子どもが，自分の守られている／守
られていない権利を考え，他人の権利も同時に守
られる必要性に気付き，頼ることのできる相手を
知るとともに，助けを求める受援力を身に着ける
必要があると述べる。
第9章「デジタル時代の子どもの権利と最善の
利益」では，20年間の中学校教諭経験，5年間の教
育委員会勤務の経験を持つ兵庫県立大学教授の竹
内和雄氏より，デジタル時代の子どもたちが必要
とする権利（ネットの情報に触れる権利，ネット
で被害者にならない権利，ネットで加害者になら
ない権利，意見を表明する権利）について述べら
れる。2019年に文部科学省が日本の小中学生に一
人一台，情報端末を配布する「GIGAスクール構
想」が発表され，情報活用が推進される一方で，
2012年以降はSNS等に起因する被害児童や不登校
は増加している。そうした中で，上記4つの権利
のため，大人は子どもに，インターネット上の危
険について，エビデンスを示して正しい情報で説
明し，賢く使わせることが必要であると筆者は述
べる。
第10章「子どもの心の声を聴く」では，一般社
団法人「子どもの声からはじめよう」代表理事で
ある川瀬信一氏によって，社会的養育における子
どもアドボカシーの理念と実際，今後の課題につ
いて述べられる。子どもアドボカシーとは，子ど
もが理解できるように情報が提供され，子どもが

意見表明したいと思えるようになる支援のことで
ある。2024年4月に施行される改正児童福祉法の
規定に，児童相談所や児童福祉施設における意見
徴収等の措置など，子どもの声を尊重するための
取り組みが規定されたが，関係者が共通の理解を
持つことや，アドボケイトを養成すること，すべ
ての子どもにアドボカシーを提供する必要性な
ど，課題についても触れられる。
第11章「子ども若者の参画を流行で終わらせな
い」では，NPO法人「わかもののまち」代表理事
である土肥潤也氏によって，子ども議会や若者会
議の在り方について述べられる。土肥氏は，18歳
選挙権や少子・人口減少社会への移行を背景に，
子ども議会・若者議会事業を設け，彼らの声を街
づくりに生かしている自治体は急増しているが，
それだけでは不十分であると率直に述べる。総合
計画，子ども若者計画など，自治体で定める計画
の中に子どもや若者の参画を位置づけ，評価指標
に含めるとともに，多様な場面，多様な方法で，
多様な環境にある子どもや若者の声を聴く工夫が
求められるとしている。また，2018年度の内閣府
の調査からも，日本の若者の社会に対しての効力
感が低いことが指摘されており，身の回りの課題
の解決をはじめとする成功体験を積み重ねること
で，民主主義社会の形成主体としてのシティズン
シップを育むという意味でも，子どもや若者の参
画は重要であると述べる。
第12章「こども基本法と教育政策」は，熊本市
教育長である遠藤洋路氏によって，こども基本法
が教育政策にどのような影響を与えうるのかにつ
いて述べられる。こども基本法の制定によって，
自治体の教育施策の実施や公立の学校の学校運営
においてもこどもの意見を反映させる仕組みづく
りが求められることになり，学校は，民主主義を
学ぶ場として本格的に進化することになると述べ
る。一方，こども基本法にはこどもが国や地方公
共団体以外に対して持つ権利や，こども施策以外
の事項に関する意見表明の機会については書かれ
ていないとして，私立学校やフリースクールと
いった公立学校以外の学校種や，子ども施策以外
の事項に関する意見表明の機会については課題で

社 会 保 障 研 究 Vol. 9 No. 1138
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あるとしている。

Ⅲ 本書の意義と限界

このように，本書を読むことで，こどもの権利
に関する，政策的，実践的課題を横断的に理解す
ることが可能となる。第一部においては，子ど
も，保護者，子どもにかかわるすべての実践者，
そして社会全体が子どもの権利を適切に理解する
こと，そして子どもが意見を表明できる機会や場
をさまざまなルートで整備していく必要性が示さ
れていた。こうした主張は第二部の各論でも補強
されている。虐待や性暴力，ネット上の被害に
あっている子ども，そうした子どもたちにかかわ
るすべての大人たちが正しい理解を持つ必要性
や，声を上げづらい子どもたちを救い，声なき声
に耳を傾けていく仕組みづくりの重要性が示され
ている。第三部では子どもの権利を体現する民主
主義社会の形成主体を育成するための自治体や学
校の役割が述べられている。
筆者の考える本書の意義としては以下の点を挙
げることができる。第一に，こどもの権利を受動
的なものではなく，能動的なものと位置づける必
要性が明確に主張されている点である。すべての
章を通じて，子どもを支援の対象としてとらえる
だけでなく，権利の主体としてとらえる必要性が
明確である。子どもを対等なパートナーととらえ
る視点は，多くの読者にとって自らの実践を反省
する契機となるだろう。
第二に，より脆弱な立場に置かれた子どもの支

援（どちらかというと福祉領域）と，より広い対
象を扱うこども支援（どちらかというと教育領
域）を，どちらも子どもの権利の実現のために不
可欠なものと位置づけたことである。子どもの権
利の実現，そのためのこども基本法という構図に
より，福祉領域，教育領域に共通する今後の方向
性が的確に示されたと考える。
一方，本書の限界としては以下の点を挙げるこ
とができる。第一に，子どもの権利実現のための
こども支援，支援者の育成，制度の在り方につい
ての体系的な整理がされていないことである。本
書では確かに虐待や性暴力など，具体的な課題が
示されているが，不登校やいじめ，障害，貧困な
ど，子どもを取り巻く課題はほかにも数多くあ
る。個別の領域ごとにアプローチする課題，横断
的にアプローチできる課題をより体系的に整理す
る研究が今後求められるだろう。
第二に，子どもの権利を確実に実現するための
具体的な手立てや評価の在り方などは，より現場
における悩みや困難に即して明らかにしていく必
要があるだろう。現場の実践者にとって，本書の
主張は理解できるものであっても，実際には判断
に迷う場面は多くあるのではないかと推測され
る。こどもにかかわるさまざまな現場での，失敗
例も含めたᷤ藤経験が広く共有されることによ
り，子どもの権利の実質的な保障が促進されるこ
とを期待したい。

（ささき・おりえ）

末冨芳 編著『子ども若者の権利とこども基本法』 139
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新刊紹介

Ṥ口美雄・田中慶子・中山真緒 編
『日本女性のライフコース―平成・令和期の「変化」と「不変」―』

慶應義塾大学出版会，2023年

菊池 潤＊

本書は，1990年代から2020年代にかけての平
成・令和期において，日本女性のライフコースの
何が変わり，何が変わらなかったのかを統計的に
検討した学術書である。この間，日本経済は1990
年代初頭のバブル崩壊以降，「失われた30年」と呼
ばれる低成長期に突入することになる。一方で，
1986年に男女雇用機会均等法が施行され，1991年
の育児休業法（現在の育児・介護休業法），1999年
の男女共同参画社会基本法の成立など，女性の社
会進出を促すための法整備が進んだ時期でもあ
る。このような社会経済的背景のもと，女性の大
学進学率や就業率は上昇し，女性の社会進出が進
むとともに，未婚化・晩婚化や少子化が進展し，
日本女性の生き方にはさまざまな変化がみられる
ことになるが，何が変わり，何が変わらなかった
のか。
以上の問題に対して，本書では同一個人を一定
期間追跡したパネルデータに基づく検証を試みて
いる。パネルデータでは加齢の効果（年齢効果）
と世代効果を識別できるため，前者で個人のライ
フコースを測定し，後者で世代間におけるライフ
コースの変化を測定することが可能となる。本調
査で使用する「消費生活に関するパネル調査
（JPSC）」は，日本における全国標本のパネル調査
の先駆けともいえ，公益財団法人家計経済研究所
（家計研）によって当時の24歳～34歳の女性1,500
人を対象として1993年に第1回調査が実施された。
2017年の家計研解散以降は慶應義塾大学経済研究
所のパネルデータ設計・解析センターに引き継が

れ，2021年の最終回まで毎年実施されてきた。こ
の間，定期的に対象コーホートの拡充を実施して
おり，最終的には1959年生まれから1989年生まれ
の女性を対象とした調査となっている。
以下，本書の内容について簡単に紹介する。本
書は，第Ⅰ部「総論」，第Ⅱ部「結婚・家族」，第
Ⅲ部「家事・子育て」，及び第Ⅳ部「家計」の4部
構成となっており，このうち第Ⅰ部は序章と第1
章から構成され，序章で本書の目的と各章の要約
を紹介した上で，第1章では女性の高学歴化に伴
うさまざまなライフキャリアの変化（就業，家族
形成，所得，性別役割分業意識）について検討を
行っている。
第Ⅱ部「結婚・家族」は第2章から第4章で構成
され，第2章では「パラサイト・シングル」論を援
用し，未婚女性の親元同居が経済的・主観的豊か
さに与えた影響について検討を行っている。第3
章では未婚化・晩婚化に伴い結婚が選択的イベン
トとなりつつあることを踏まえ，二つの指標（夫
婦満足度・配偶者のイメージ）をもとに結婚の質
の変化について検討を行っている。第4章では婚
姻行動（結婚・離婚・再婚）の変化と結婚や離婚
が世帯収入や心理的メリットに及ぼす影響につい
て，それぞれ検討を行っている。
第Ⅲ部「家事・子育て」は第5章から第7章で構
成され，第5章では，出生の経済学における二つの
重要な統計的規則性（質と量のトレードオフ・女
性の機会費用と出生数との負の相関）について検
討した上で，性別役割分業意識が出生行動に与え

＊国立社会保障・人口問題研究所社会保障基礎理論研究部 室長
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る影響について検討を行っている。第6章では，
育児休業制度の利用状況，育児休業取得者の特
徴，及び育児休業制度が出産前後の女性就業に与
える影響について検討を行っている。第7章では，
減少傾向にある女性の家事・育児時間について，
世代間の差違，及び世代間の差違の要因について
検討を行っている。
第Ⅳ部「家計」は第8章から第10章で構成され，
第8章では家族形成期にある30歳代夫婦の収入状
況について，1965年から74年生まれと1975年から
82年生まれの二つの世代の比較・検討を行ってい
る。第9章では家計内における女性の地位の変化
について，妻の「家計内交渉力」に着目して検討
を行った上で，妻の家計内交渉力の向上が家計行
動に与える影響について検討を行っている。最後

の第10章では有配偶世帯の家計貯蓄率の実態と動
向について検討を行っている。
このように，本書ではわが国の貴重なパネル
データをもとに日本女性のライフコースについて
検討しているが，タイトルが示す通り，本書では
「変化」と同時に「不変」にも重きをおいており，
各章で示される「不変」はわが国の課題も示唆し
ており興味深い。また，本書は学術研究を土台と
しつつも，一般読者にも分かりやすい形で得られ
た知見がまとめられており，本分野に関心を持つ
研究者・政策関係者はもちろんのこと，幅広い読
者に手に取って頂きたい一冊である。

（きくち・じゅん）

Ṥ口美雄・田中慶子・中山真緒 編『日本女性のライフコース―平成・令和期の「変化」と「不変」―』 141
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「社会保障研究」への投稿論文の査読状況について
『社会保障研究』に投稿された投稿論文受付数，一回目の査読結果が投稿者に通知されるまでの期間（査読期
間），採択率はそれぞれ下記のとおりでした。

引き続き，皆様の論文の投稿をお待ちしております。
『社会保障研究』編集委員会

期間 投稿論文
受付数（本）

査読期間
（日；平均値） 採択率（％） 採択率に関する

備考

2023年10月～2024年3月 0 ― ― 2024年3月31日までの
受付分

2023年4月～2023年9月 4 93.5 25
2023年9月30日までの

決定分

2022年10月～2023年3月 3 158.6 66.6
2023年3月31日までの

決定分

2022年4月～2022年9月 3 213.3 66.6
2022年9月30日までの

決定分

2021年10月～2022年3月 6 257.1 16.6
2022年3月31日までの

決定分
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『社会保障研究』執筆要領
1．原稿の書式
原稿はA4版用紙に横書き（40字×36行）とし，各ページに通し番号をふってください。

2．原稿の分量
原稿の分量は，本文・図表・注釈・参考文献を含めて，それぞれ以下を上限とします。なお，図表については，1つに
つき，A4サイズ原稿の1/ 2までの大きさのものは400字とし，1/ 2以上のものは800字に換算するものとします。
(1）論文：20,000字 （4）社会保障判例研究：12,000字
(2）動向・資料：12,000字 （5）書評：6,000字
(3）情報：3,000字
3．原稿の構成
1）表題
和文表題とともに英文表題を記載してください。

2）見出し等
本文は，必要に応じて節，小見出しなどに分けてください。その場合，ⅠⅡⅢ … →123… →（1）（2）（3）…→ ①
②③ …の順に区分し，見出しを付けてください。なお，本文中に語や箇条書きの文などを列挙する場合は，見出しと
重複しないよう，（a)(b)(c）または・などを使用してください。

3）抄録・キーワード
「論文」，「動向・資料」については，和文400字程度，英文250語程度で抄録を作成してください。また，和文，英文
各5語以内でキーワードを設定してください。
なお，編集委員会では，英文のネイティブ・チェックは行いませんので，執筆者ご自身の責任でご確認をお願いい
たします。

4）注釈
注釈は脚注とし，注釈を付す箇所に上付きで1）2）…の注釈番号を挿入してください。注釈番号は論文末までの通
し番号としてください。

5）参考文献
参考文献は，論文の末尾に列挙してください。表記の方法は下記を参考にしてください。
金子能宏・川越雅弘・西村周三（2013）「地域包括ケアの将来展望」，西村周三監修，国立社会保障・人口問題研

究所編『地域包括ケアシステム―「住み慣れた地域で老いる」社会をめざして』，慶應義塾大学出版会，
pp.311-318。

泉田信行・黒田有志弥（2014）「壮年期から高齢期の個人の健康診断受診に影響を与える要因について―生活と支
え合いに関する調査を用いて―」，『季刊社会保障研究』，Vol.49，No.4，pp.408-420。

森田朗（2014）『会議の政治学Ⅱ』，慈学社出版。
Finkelstein, Amy and Kathleen McGarry (2006) “Multiple Dimensions of Private Information: Evidence from the Long-

Term Care Insurance Market,” American Economic Review, Vol.96, No.4, pp.938-958.
Poterba, James M., Steven F. Venti, and David A.Wise (2014) “The Nexus of Social Security Benefits, Health, and

Wealth at Death,” In David A. Wise ed., Discoveries in the Economics of Aging, University of Chicago Press.
Le Grand, Julian (2003), Motivation, Agency, and Public Policy: Of Knights and Knaves, Pawns and Queens, Oxford

University Press.

インターネットのサイトを引用する場合は，そのページのタイトル，URL，および最終確認日を明記してください。
United Nations Development Programme（2010）Human Development Report 2010, http: / / hdr.undp.org/ en/ re-

ports/ globa1/ hdr2010/（2010年10月5日最終確認）
4．引用方法
本文または注釈において，ほかの文献の記述を引用する，または，参照する場合は，その出典を以下のように引用文
の末尾に亀甲括弧で明記してください。この場合，当該引用文献を論文末尾に参考文献として必ず挙げてください。
（例1）…〔森田（2014），p.45〕 …〔Le Grand (2003), p.3〕

…〔森田（2014），pp.45-46〕 …〔Le Grand (2003), pp.3-4〕
（例2）著者が2人の場合

…〔泉田・黒田（2014），p.408〕 …〔Finkelstein and McGarry (2006), p.938〕
（例3）著者が3人以上の場合

…〔金子他（2013），p.311〕 …〔Poterba et al. (2014), p.159〕
ただし，本文中における，ほかの文献の引用または参照について，その出典を注釈で示す場合は，亀甲括弧は必要あ
りません。
（例）1）森田（2014），p.45
また，注釈などで，参考文献として列挙しない文献を挙げる場合は，上記の参考文献の表記に準じてその著者名，著
書・論文名，頁などを記載してください。
（例）1）森田朗（2014）『会議の政治学Ⅱ』慈学社出版，p.45。

5．表記
1）年号
原則として西暦を用いてください。元号が必要な場合は西暦の後に括弧書きで挿入してください。ただし，元号を
用いることが慣例となっている場合はその限りではありません。

2）敬称
敬称は略してください。
（例）西村周三教授は→西村は 京極氏は→京極は



0900_社会保障研究_後付_PK-2.smd  Page 3 24/06/21 09:32  v4.00

145

6．図表
図表にはそれぞれ通し番号および表題を付け（例参照），出所がある場合は必ず明記してください。図表を別ファイ
ルで作成した場合などは，論文中に各図表の挿入箇所を指定してください。なお，他の出版物から図表を転載する場合
には，執筆者自身が著作権者から許諾を得てください。
（例）＜表1＞受給者数の変化 ＜図1＞社会保障支出の変化

7．倫理的配慮
原稿に利用したデータや事例等について，研究倫理上必要な手続きを経ていることを本文または注に明記してくださ
い。また，記述においてプライバシー侵害がなされないように細心の注意をはらってください。
8．利益相反
利益相反の可能性がある場合は書面で報告してください。なお，利益相反に関しては厚生労働省指針（「厚生労働科
学研究における利益相反の管理に関する指針」）を参照してください。
9．原稿の提出方法など
1）原稿の提出方法
投稿論文を除き，本誌掲載用の原稿は原則としてデータファイルを電子メールに添付する方法で提出してくださ
い。ファイル容量などの理由により，電子メールに添付する方法での提出が困難な場合は，CD-Rなどの媒体に記録の
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